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○ 近年、我々が日常的に使用し、ごみとして排出しているプラスチックごみなど

による海洋汚染が、地球規模で環境問題として顕在化し、私たちの生活にも様々

な影響を与えており、廃棄物の適切な取扱いは、社会の持続性にもつながる大き

な課題となっています。 

〇 また、世界の天然資源の採取が、地球全体の温室効果ガス排出量の大きな要因

となり、更には、生物多様性にも深刻な影響をもたらしています。 

〇 加えて、国際的な資源獲得競争の高まりにより、資源（特に希少物資）の確保が

難しくなる懸念が強まっており、国内で資源を循環させて最大限活用することは、

国際的な産業競争力や経済安全保障の強化の面で重要性を増しています。 

〇 これまで、廃棄物の削減、循環型社会の形成に向けては、平成 12 年（2000 年）

６月に循環型社会形成推進基本法、その他各種リサイクル法が制定されるなど、

３Ｒの推進や廃棄物の適正処理に向けての取り組みが進められてきたところです。 

〇 しかし、先に述べた世界が直面する課題を解決し、未来に向けて、持続可能な社

会を形成するためには大量生産・大量消費・大量廃棄型の一方通行型の線形的な

経済から、資源投入量・消費量を抑え、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有

効利用する新たな経済システムであるサーキュラーエコノミー（循環経済）への

移行が強く求められるところです。 

○ また、平成 28 年熊本地震や令和２年７月豪雨などの大規模な災害に見舞われ、

大量に発生した廃棄物を市町村や関係団体と一体となって適正かつ迅速に処理す

る中で、改めて平時からの備えが重要であることを認識しました。 

○ さらに、市町村による一般廃棄物の処理を、将来に渡って適切に持続していく

ためには、長期的計画に基づく一般廃棄物処理施設の広域化も進める必要があり

ます。 

○ このような様々な課題がある中、SDGs の視点（本計画が対象とする SDGs のゴー

ルとターゲットは、表 1－1－1 のとおり）も踏まえ、県民、事業者、市町村等との

連携・協働のもと、本県の実情を踏まえた持続可能な形で資源を効率的・循環的に

利用する新たな経済システムであるサーキュラーエコノミー（循環経済）への移

行に向けた取組みをより一層進めるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

５条の５の規定に基づき、第６期（令和８年度（2026 年度）～令和１２年度（2030

年度））の廃棄物処理計画を策定します。 

 

  

第１章 計画の基本的事項 

第１節 計画策定の趣旨 
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第１章 計画の基本的事項 

表 1-1-1 本計画が対象とする SDGs のゴールとターゲット 

ゴール ターゲット 

 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進する 

2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚

染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。（3.9） 

 

すべての人に包摂的かつ公正な質の

高い教育を確保し、生涯学習の機会を

促進する 

2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライ

フスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グ

ローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発へ

の貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を

促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。（4.7） 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する 

2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放

出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利

用の世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。

（6.3） 

 

すべての人々の、安価かつ信頼できる

持続可能な近代的エネルギーへのアク

セスを確保する 

2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネル

ギーの割合を大幅に拡大させる。（7.2） 

 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包

摂的かつ持続可能な産業化の促進及

びイノベーションの推進を図る 

2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配

慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業

改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力

に応じた取組を行う。（9.4） 

 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）

で持続可能な都市及び人間居住を実

現する 

2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に

特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上

の悪影響を軽減する。（11.6） 

 
持続可能な生産消費形態を確保する 

2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食

料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンに

おける食品ロスを減少させる。（12.3） 

2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイ

クルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実

現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や

廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。（12.4） 

2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用に

より、廃棄物の発生を大幅に削減する。（12.5） 

 

気候変動及びその影響を軽減するた

めの緊急対策を講じる 

気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓

発、人的能力及び制度機能を改善する。（13.3） 

 

持続可能な開発のために海洋・海洋資

源を保全し、持続可能な形で利用する 

2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による

汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。（14.

1） 

 

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシップ

を活性化する 

さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な

公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。（17.17） 
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第１章 計画の基本的事項 

 

○ 本計画は、「循環型社会」の形成の推進のため、県民や事業者が営む生産、流通、

消費、廃棄等の社会経済活動の全段階を通じて、廃棄物の発生抑制、適正処理等の

観点から、本県の廃棄物対策に関する施策の方向性を示し、県民、事業者及び行政

がそれぞれの役割と責任を果たしながら、連携・協力して取組みを進めるための

計画です。 

 

 

○ 本計画の期間は、令和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）まで

の５年間とします。 

○ また、計画期間内でも、今後の社会経済情勢の変化や廃棄物処理に関する法制

度の改正等によっては、必要な見直しを行います。 

 

 

○ 本計画は、廃棄物処理法第５条の５の規定による法定計画として、本県全体の

廃棄物に関する施策の基本方針を示すとともに、県政運営の基本方針「くまもと

新時代共創基本方針・総合戦略」や「熊本県環境基本計画（第２章：熊本県循環型

社会形成推進計画）」を上位計画とした循環型社会を築くための個別計画として

位置付けられるものです。 

○ 「熊本県分別収集促進計画」や「熊本県 PCB 廃棄物処理計画」等の関連計画とも

整合を図るとともに、市町村が策定する一般廃棄物処理計画と相互に協力し補完

し合う関係にあります。 

○ 本計画中の「バイオマス活用の推進に向けた取組み」については、バイオマス活

用推進基本法第 21 条の規定による「熊本県バイオマス活用推進計画」として位置

付けます。 

○ 「災害廃棄物の処理に関する事項」については、平成 30 年（2018 年）３月に改

定された国の「災害廃棄物対策指針」を参考としながら、廃棄物の減量その他その

適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針

（令和 7 年（2025 年）環境省告示第 6 号。以下「国の基本方針」という。）に基

づく「熊本県災害廃棄物処理計画」として位置付けます。 

○ 「一般廃棄物処理施設に関する事項」については、令和 6 年 3 月 29 日付け環循

適発第 24032923 号「中長期における持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理

の広域化及びごみ処理施設の集約化について」に基づく「熊本県長期広域化・集約

化計画」として位置づけます。 

第２節 計画の性格と役割 

第３節 計画の期間 

第４節 計画の位置付け 
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第１章 計画の基本的事項 

図 1-4-1 本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

くまもと新時代共創基本方針・総合戦略 

熊本県環境基本指針 
熊本県環境基本計画（第 2 章︓熊本県循環型社会形成推進計画） 

廃棄物の減量・適正処理の 
総合的かつ計画的な推進 

 

第６期（令和８～１２年度） 

熊本県廃棄物処理計画 
県内における 

◎廃棄物の減量など適正処理に関する目標と

目標を達成するために必要な事項 

◎バイオマスの活用に関すること 
（バイオマス活用推進計画） 

◎災害廃棄物の処理に関すること  など 

            （災害廃棄物処理計画） 

◎一般廃棄物処理施設に関すること 

      （熊本県長期広域化・集約化計画） 

循環型社会形成推進基本法 
廃棄物処理法 

バイオマス活用推進基本法 
国の廃棄物処理基本方針 

災害廃棄物対策指針 
◎廃棄物の減量など適正処理に関する目標と施策

を推進するために必要な事項 

◎処理施設の整備に関すること 

◎非常災害時における廃棄物処理  など 

 

各種リサイクル法 
・容器包装リサイクル法  ・家電リサイクル法 
・食品リサイクル法     ・建設リサイクル法 な
ど 

【市町村】 

・一般廃棄物処理計

画 

・廃棄物処理施設の

長寿命化計画 

・市町村バイオマス

活用推進計画 

・市町村災害廃棄物

処理計画   など 

【県】 

・熊本県分別収集促

進計画 

・熊本県ＰＣＢ廃棄物

処理計画 

・熊本県食料・農業・

農村基本計画 

・熊本県総合エネル

ギー計画 

・熊本県地域防災計

画   など 
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第１章 計画の基本的事項 

 

 

○ 循環型社会形成に向けた制度の整備が、次のとおり行われました。 

 

令和３年 ６月 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」公布（製

品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる

主体におけるプラスチック資源循環等の取組（3R+Renewable）を

促進するための措置を講じる。） 

 

令和４年 ９月 「バイオマス活用推進基本計画（第３次）」閣議決定（農山漁村

だけでなく都市部も含めた地域主体のバイオマスの総合的な利

用の推進や製品・エネルギー産業の市場のうち、一定のシェアを

国産バイオマス産業による獲得を目指す。） 

 

令和５年 ６月 「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための基本的な方針」変更（2050 年カー

ボンニュートラルに向けた脱炭素化の推進、地域循環共生圏の構

築推進、ライフサイクル全体での徹底した資源循環の促進等、廃

棄物処理を取り巻く情勢変化を踏まえ、所要の変更を行った。） 

 

令和５年 ６月 「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定（2023 年度から 2027 年度

の５ヶ年の廃棄物処理施設整備計画を策定。） 

 

令和６年 ５月 「第六次環境基本計画」閣議決定（政府の環境施策の大綱を定め

るもの。環境保全を通じた、現在および将来の国民一人一人の「ウ

ェルビーイング／高い生活の質」最上位の目的に掲げ、環境収容

力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展で

きる「循環共生型社会」（「環境・生命文明社会」）の構築を目

指す。） 

 

令和６年 ５月 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法

律」公布（資源循環を進めていくため、製造業者等が必要とする

質と量の再生材が確実に供給されるよう、再資源化事業等の高度

化を促進し、資源循環産業の発展を目指す。） 

 

 

第５節 前計画策定（令和３年（2021 年）3 月）以降の国の動向 
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第１章 計画の基本的事項 

 

令和６年 ８月 「第五次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定（循環型社会の

形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定め

るもの。第五次計画では循環経済への移行を国家戦略として位置

付けた上で、各施策の方向性を示した。） 

 

令和６年 ８月 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更」閣議決定（高

濃度ＰＣＢ廃棄物について、北九州・大阪・豊田事業地域での処

理事業を終了し、今後、北海道事業所にて同エリアの高濃度ＰＣ

Ｂ廃棄物を処理することとした。） 

 

令和７年 ２月 「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための基本的な方針」変更（令和６年８月

に決定された第五次循環型社会形成推進基本計画と整合させる

形で、目標値を改定した。） 
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（１） ごみの排出状況 

○ ごみ総排出量は、平成 28 年熊本地震の翌年以降コロナ渦等の影響もあり、令和元

年度までは増加していましたが、その後は減少傾向で推移しています。 

○ １人１日当たりの排出量もごみ総排出量と同様に、令和元年度以降は減少傾向にあ

り、令和 5 年度には 822ｇとなり、過去 10 年で最も少なくなっています。 

〇 １人１日当たりの排出量は、全国値を下回る値で推移していますが、順位に関して

は、平成 30 年度以前は全国で上位 5 位内に位置していましたが、令和元年度以降は

8.9 位を推移しています。（表 2－1－1、図 2－1－2） 

 

表 2-1-1 県内の一般廃棄物排出量と 1 人 1 日当たりの排出量 

 

○1 人 1 日当たりの排出量（ｸﾞﾗﾑ／人・日）＝（ごみ総排出量）／（総人口※）／365 日（又は 366 日） 

                      ※「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省：各年 10 月 1 日時点）による。                

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

図 2-1-2 熊本県内のごみ総排出量と１人１日当たりのごみ排出量の推移 

 

○本図は、表２－１－１をグラフ化したもの。 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

561,337 560,921 552,656 559,100 555,520 567,615 559,256 545,230 535,917 520,091

熊本県 846 847 843 857 856 876 871 855 845 822

（参考）

全国
947 939 925 920 919 918 901 890 880 851

熊本県
順位

3 4 3 4 5 8 9 9 9 8

　　　　　　　　　　　　　　年度
区分

１人１日当たりの

排出量（グラム）

ごみ総排出量（ﾄﾝ）

561 561 553 559 556 568 559 545 536 520 

846 847 843 
857 856 

876 871 
855 

845 
822 

947 939 
925 920 919 918 

901 
890 

880 
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0

200
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1,200

1人1日当たり

の排出量(g/人・日)

（年度）

排出量(千ｔ/年)

ごみ総排出量（千トン）
熊本県1人1日当たりのごみ排出量
(参考)全国1人1日当たりのごみ排出量

第２章 一般廃棄物の現状と課題 

第１節 一般廃棄物（ごみ）の排出及び処理の状況と課題 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

○ ごみの排出量は市町村ごとに違いがあり、市町村別のごみ総排出量を見ると、県

内人口の 42％を占める熊本市が県全体量の 45％を占めています。 

○ １人１日当たりの排出量では、嘉島町で 1,000 グラムを超えている状況であり、

嘉島町では総排出量に占める事業系ごみ量の割合が高いことが影響しているものと

考えられます。 

○ 一方、１人１日当たり排出量が少ないのは津奈木町（459 グラム）、産山村（551

グラム）、芦北町（577 グラム）、球磨村（585 グラム）などとなっており、この４町

村は事業系ごみが非常に少ないことに加え、球磨村では可燃ごみの収集が週１回と

少ないことや、芦北町と津奈木町ではごみの分別区分が 20 以上と多い等が影響して

いることが考えられます。 

 

      表 2-1-2-2 市町村別ごみの排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

○ ごみ総排出量を生活系と事業系との排出形態別に見ると、生活系ごみは、熊本地震

の翌年の平成 29 年度に約 384 千トンと前年度より約７千トン（約 2.0%）増加し、令

和元年度と令和２年度にかけては新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、外出自粛

やテレワークの増加等の影響で生活系ごみの量が増え、令和２年度には約 393 千トン

まで増加しました。その後は減少傾向で推移しており、令和５年度は約 357 千トンと

なり、過去 10年間の中で最も少ない排出量となっています。 

○ 一方、事業系ごみは令和元年度までは横ばいで推移していましたが、新型コロナウ

イルス感染症拡大を受け、令和 2 年度に事業系ごみは大きく減少し、その後も比較的

増加することなく横ばいで推移しており、令和 5 年度は約 163 千トンとなっていま

す。（図 2－1－3） 

○ 他県での事業系一廃の組成調査結果等によると、事業系ごみの内訳は、紙類や廃プ

ラスチック類、厨芥類（飲食店や青果市場等の事業所から出てくる野菜くずや食べ物

の残り等）が多くを占めています。 

 

図 2－1－3 熊本県内の排出形態別ごみ総排出量の推移 

 
○各形態別ごみ発生量は四捨五入しているため、合算した値は合計値と異なる場合がある。 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

（参考）リチウムイオン電池について 

 ○ 廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、リチウムイオン電池を使用した製品

に起因する火災事故等が頻繁に発生し、令和 5 年度には、全国の市町村において

8,543 件発生し、本県でもリチウムイオン電池の混入が原因として考えられる火災

が発生しています。 

 ○ 火災事故等が発生した場合、廃棄物処理施設や収集運搬車両そのものへの被害に

加え、作業員に対しても危害が及ぶ危険性があります。また、廃棄物処理施設が火

災事故等により稼働停止し、廃棄物処理が滞る場合には、その地域の生活環境保全

上の支障等に大きな影響を及ぼします。 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

 

図 2－1－4 ごみ処理フロー（令和５年度、熊本県内） 

 
   ○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】    

 

 

〇 第５期計画では、平成 30 年度の実績に対し令和 7 年度において約５％（１人１日

当たり 856 グラム→811 グラム）削減し、総量としては 506 千トンとすることを目標

としました。 

〇 ごみ総排出量の目標値 506 千トン（令和 7年度）に対し、令和 5 年度実績は約 520

千トンであり、近年の減少率を継続できれば目標値を達成する見込みはあります。 

〇 また、１人１日当たり排出量の目標値 811 グラム（令和 7年度）に対し、令和５年

度実績は約 822 グラムであり、このままの推移でいけば目標値の 811 グラムは達成す

る可能性はあります。また、生活系ごみに関しては令和 5 年度実績で 564 グラム、事

業系ごみの令和 5 年度実績は 258 グラムであり、このままの推移でいけば目標値を達

成する見込みはあります。 

 

 

（単位：ｔ/年）
ごみ総排出量 集団回収量

520,091 10,438
(100.0%) (2.0%)

直接資源化量
8,745
(1.7%)

中間処理量 処理残渣量
502,077 115,350 73,334

(96.5%) (22.2%) (14.1%)
計画処理量 ごみ総処理量

509,653 513,620 減量化量
(98.0%) 386,727

計画収集量 (74.4%) 42,016
462,326 (8.1%)
(88.9%)

直接搬入量 直接最終処分量

47,327 2,798
(9.1%) 自家処理量 (0.5%)

828

注1）「計画処理量」と「ごみ総処理量（＝直接資源化量+中間処理量+直接最終処分量）」は、計量方法の違いやタイムラグ等があるため、一致していない。

注2）（ ）はごみ総排出量に対する割合を示す。
注3）図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。
注4）図中の数値は、熊本市の民間直接資源化量を除いた量。

中間処理後
再生利用量

中間処理後
最終処分量

最終処分量
44,814

(8.6%)

資源化量
92,517
(17.8%)

資源化量
82,079
(15.8%)

（単位：千トン）

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

568 559 545 536 520 506 534

（単位：g/人・日）

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

　　１人１日当たり排出量（全体） 876 871 855 845 822 811 856

うち生活系 599 612 601 587 564 557 588

うち事業系 277 259 254 258 258 254 268

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画

年度

ごみ総排出量

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画

年度
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

 

【 ごみの排出に関する課題 】 

〇 令和5年度の県民１人１日当たりのごみ排出量（822グラム）は、全国で8番目に

少ない状況ですが（全国851グラム）、更なる削減に取り組む必要があります。 

○ １人１日当たりのごみ排出量は、市町村ごとに違いがあるため、特に量の多い

市町村において削減が必要です。 

〇 事業系一般廃棄物の排出量は横ばいで推移しているため、今後より一層の排出量

削減のためには事業系一般廃棄物の削減を強化する必要があります。 

○ 日本の食品ロス発生量の推計値によると、令和5年度には、家庭の可燃ごみの中

にまだ食べられるのに捨てられている食品ロスが１人１日あたり約102g（おにぎ

り１個のご飯の量に相当）含まれていることが報告されています。近年、食品ロ

スは減少傾向ですが、引き続き中長期的な推移の注視が必要です。 

〇 廃棄された小型家電、特に携帯電話（スマートフォンを含む）や加熱式タバコな

どに内蔵されるリチウムイオン電池が一般ごみに混入すると、ごみ収集車や清掃工

場での発火、火災に繋がる危険性があります。 

 ○ 廃棄物処理施設において、水銀が混入したごみの搬入が原因と考えられる排ガス 

中の水銀濃度の上昇による焼却炉の停止が発生しています。 

○ 水銀フリー社会の実現に向け、水銀含有製品の適正処理を推進するため、水銀が

含まれる製品とその処分方法について、県民や排出事業者に周知を徹底する必要が

あります。 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

（２） 再生利用の状況 

○ 再生利用率は、令和２年度に 20.8％まで上昇しましたが、その後は減少しており、

令和 5 年度は 17.7％となっています。（図 2－1－5） 

〇 再生利用率を全国値と比較すると、令和２年度を除き、本県の方が低く推移してい

ます。 

○ 再生利用率が伸び悩む要因として、直接焼却率（ごみ処理量に占める直接焼却して

いる割合）が令和 5 年度で 79.6％と高いことがある。これは平成 29年度の 77.8％か

ら増加傾向で推移しています。 

○ また、品目ごとの資源化量の推移を確認すると、平成 30 年度と比較して肥料が半

減し、固形燃料も約 70％に減少しています。他にも集団回収量が半減し、特にその

多くを占める紙ごみの回収量が約 40％まで減少するなど、資源化量が以前より減っ

ている状況にあります。 

〇 なお、熊本市の家庭ごみ（燃やすごみ）の組成状況調査結果について、熊本県で検

討したところ、令和元年度からの推移より、生ごみの量は減少傾向にあり、本来資源

化可能な木くず・草、プラスチック関連のごみ、古着などは増加傾向の可能性がある

状況から、ライフスタイルの変化やリサイクル可能なものが燃やすごみとして処理さ

れている状況が示唆されました（表 2－1－5－2）。 
○ さらに、事業系ごみのうち資源ごみの割合が少ないことも再生利用率向上を妨げて

いる一つの要因と考えられます。具体的にみると、令和 5 年度の生活系ごみ搬入量に

占める資源ごみの割合が 15.9％であるのに対し、事業系ごみでは 0.9％となってい

ます。 

〇 以上のことから再生利用率の向上のため、様々な要因について、総合的に取り組ん

でいく必要があります。 

図 2－1－5 熊本県内の総資源化量と再生利用率の推移 

 

○再生利用率(%)＝｛(処理後再生利用量＋直接資源化量＋集団回収量)／(ごみ総処理量＋集団回収量)｝×100 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

○ 令和 5 年度の再生利用率の高い市町村としては、可燃ごみをＲＤＦ（Refuse 

Derived Fuel：ごみ固形燃料）化して、発電所のエネルギー源として供給している

荒尾市、阿蘇地域の６市町村で 55％を超えています。 

○ また、生ごみ等のたい肥化に取り組んでいる水俣市、芦北町、津奈木町において、

再生利用率が約 35％前後となっています。 

 

 (参考)熊本市の家庭ごみ（燃やすごみ）の組成状況 

表 2－1－5－2 熊本市の家庭ごみ（燃やすごみ）の組成状況 

  
 （参考）資源化施設※の状況 

○ 市町村等が設置する資源化を行う施設は、令和 2年度に生ごみ処理施設が１施設減

り、処理能力も 70 トン／日減少し、その後は 27 施設処理能力 320 トン前後で推移し

ています。（表 2－1－6） 

○ ごみ燃料化施設は平成 26年度以降、施設数も処理能力も変化はありません。 

表 2－1－6 熊本県内の資源化施設の状況 

    

○市町村・事務組合が設置する施設で、休止施設を含み廃止施設を除く。 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 ※資源化施設 

  不燃ごみの選別施設、圧縮・梱包施設等の施設、ごみ堆肥化施設、ごみ飼料化施設などが該当し、粗

大ごみ処理施設、ごみ燃料化施設、保管施設以外をいいます。 

R1 R2 R3 R4 R5
82.2% 73.7% 75.5% 78.4% 77.0%

うち生ごみ 34.6% 32.9% 38.2% 27.8% 25.4%
うち木くず・草 0.5% 4.6% 1.8% 12.3% 5.0%
うちプラスチック

製品
0.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.3%

8.9% 6.6% 9.4% 6.8% 7.6%
1.3% 5.2% 4.4% 4.0% 6.2%

うち古着 1.0% 4.6% 3.9% 3.5% 5.6%
6.5% 12.9% 9.9% 10.1% 8%
0.5% 1.0% 0.5% 0.3% 0.6%ペットボトル

燃やすごみ

古紙類
資源物等

プラスチック製容器包装

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

H26 27 359 2 133 29 492

H27 27 359 2 133 29 492

H28 28 368 2 133 30 501

H29 27 354 2 133 29 487

H30 28 390 2 133 30 523

R1 28 390 2 133 30 523

R2 27 320 2 133 29 453

R3 27 320 2 133 29 453

R4 27 317 2 133 29 450

R5 27 325 2 133 29 458

資源化を行う施設 ごみ燃料化施設 合計
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

（参考）市町村の分別収集状況 

○ 市町村は地域の実情に応じて、紙類やガラス類、ペットボトル、容器包装プラス

チック等の分別収集を行っています。平成 26 年度から大きな変動はありません。

なお、令和 4 年度から統計で資源ごみの中で「製品プラスチック」が追加されまし

たが、令和 6 年度で分別回収を実施している自治体は１４自治体となっています。 

（表 2－1－7） 

 

表 2－1－7 熊本県内市町村の分別収集の状況（市町村数）  

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

○ 市町村による資源ごみ個別品目の分別収集の取組み状況について表２－１－７－

２、表２－１－７－３のとおりである。 

○ 分別収集に取り組んでいる市町村数が少ない品目としては、「剪定枝」「その他のプ

ラ」「生ごみ」などが挙げられ、それらを分別収集していない理由については、表２－

１－７－３のとおり「資源化施設が整備されていない」との回答が多くなっている。 

 

表 2-1-7-2 資源ごみの個別品目の分別収集の取組み 

 

○出典：「市町村の一般廃棄物処理に関する取組及び今後の動向等の調査」（R6 熊本県循環社会推進課） 

 

 

  

　　　　　分別数
年度

５以下 ６～１０ １１～１５ １６～２０ ２１以上

H26 0 6 8 21 10

H27 0 6 7 22 10

H28 1 6 7 22 9

H29 1 7 7 21 9

H30 0 7 8 20 10

R1 1 7 9 18 10

R2 1 8 8 16 12

R3 1 8 9 16 11

R4 1 8 9 17 10

R5 1 8 9 16 11
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

表 2-1-7-3 資源ごみの個別品目の分別収集していない理由 

 

○出典：「市町村の一般廃棄物処理に関する取組及び今後の動向等の調査」（R6 熊本県循環社会推進課） 

 

【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】  

 
 
○ 第５期計画では、国の基本方針の目標（平成 30年度の約 20％から令和 7年度にお

いて約 28％に増加）に準じて、「令和 7 年度において 28％を目標」としています。 

〇 目標値 28%（令和７年度）に対し、令和 5 年度実績は約 17.7%と、目標達成は難し

い状況となっています。 

○ なお、国の目標値（28%）を達成した県は全国で岡山県、鳥取県のみとなっていま

す。（※令和 5年度時点）です。 

 

【 再生利用に関する課題 】 

○ 再生利用率に関しては、近年は横ばいの状況が続いており、ごみ排出量が減少し

ている中、再生利用率は向上していない状況が続いています。 

〇 再生利用率を高めるため、近年上昇傾向にある焼却率（令和 5年度実績：79.6％）

を下げる必要があります。 

○ 資源ごみの分別収集に関しても市町村ごとに取組みの違いがあるため、再生利用

率を高めるためには、資源ごみの分別収集の取組みが進んでいない市町村では取り

組みの強化が必要になります。 

○ 特に、製品プラスチックについては、従前から可燃ごみとして焼却されているこ

とが多く、プラスチック資源循環促進法（プラ新法）に基づき、適切に分別・資源

化することが求められています。 

○ ごみのＲＤＦ化については、全国的に撤退する市町村が相次ぎ、先行きが不透明

な中、今後国がどのように進めるのか注視する必要があります。 

  

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

18.9% 20.8% 18.7% 18.1% 17.7% 28.0% 20.3%再生利用率

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画

年度
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

（３） 最終処分量の状況 

○ 最終処分量は、減少傾向で推移しており、令和 5 年度は約 45 千トンとなっていま

す。 

○ １人１日当たりの最終処分量も減少傾向で推移しており、令和５年度は約 71 グラ

ム/人・日となっています。令和 2 年度以降は、全国値と同様の推移となっており、

令和 5 年度は全国で 25 番目となっています。（表 2－1－8、図 2－1－9） 
 

表 2－1－8 最終処分量及び最終処分率の推移 

      
○１人１日当たり最終処分量(ｸﾞﾗﾑ/人・日)＝(最終処分量)／(総人口)／365 日（又は 366 日） 

○最終処分率(%)＝(最終処分量)／(ごみ総排出量)×100 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

図 2－1－9 県内の最終処分量及び１人１日当たりの最終処分量の推移 

 

    ○本図は、表 2－1－8 の最終処分量及び１人１日当たりの最終処分量の推移をグラフ化したもの。 

 

 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

中間処理後最終処分量 （千トン/年） 54 55 58 59 52 45 47 45 44 42

焼却残渣 （千トン/年） 46 47 50 44 39 37 39 38 37 35

焼却施設以外からの

処理残渣
（千トン/年） 8 8 9 15 13 8 9 7 7 7

直接最終処分量 （千トン/年） 3 4 3 5 6 4 3 3 3 3

合計 （千トン/年） 57 59 61 64 58 48 50 48 47 45

（％） 10.2 10.5 11.1 11.4 10.4 8.5 9.0 8.9 8.9 8.6

（千人） 1,819 1,810 1,797 1,788 1,779 1,770 1,759 1,747 1,738 1,729

(g/人・日) 86 89 94 98 89 75 79 76 75 71

(g/人・日) 92 89 85 83 83 82 79 74 74 69

(千トン/年) 561 561 553 559 556 568 559 545 536 520

注1）総人口には、外国人人口を含んでいる。

注2）１人１日当たりの最終処分量＝最終処分量（合計）÷総人口÷365日（または366日）

注3）最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量×100

一般廃棄物排出量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         年度

区分

最

終

処

分

量

最終処分率

総人口

１人１日当たりの

最終処分量

（参考）全国の１人１日当たりの

最終処分量
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】   

 

        

〇 第５期計画では、国の基本方針の目標（平成 30 年度に対し令和 7 年度において約

17％削減）に準じて、「平成 30 年度に対し令和７年度において 17％（約 10 千トン）

削減することを目標」としています。 

○ 目標値 48 千トン(令和 7年度)に対し、令和 5 年度の実績は約 45 千トンと約３千ト

ン少なくなっており、目標は達成する見込みとなっています。 

 
【 最終処分量に関する課題 】 

〇 最終処分量は目標を既に達成している状況ではありますが、埋め立てられている

ごみには、まだまだ多くの資源が含まれていることも想定されます。 

 

 

  

（単位：千トン）

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

48 50 48 47 45 48 56

年度

最終処分量

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

 

 
（１） ごみ焼却施設の整備状況 

○ ごみの焼却処理については、３市町で単独処理が行われており、その他の市町村は

すべて複数市町村で構成される一部事務組合や広域連合等（以下「事務組合等」とい

う）による広域処理が行われています。 

〇 市町村合併により複数のごみ焼却施設を管理する市や事務組合等では、施設の集約

化に向けた検討が進められています。また、一部では更なる広域的な処理に向けた協

議も進められています。 

〇 既存焼却施設の余熱利用※については、13 施設（全体の 65％）で実施されており、

そのうち５施設（全体の 25％）で発電が行われています。（表 2－2－1） 

なお、全国（令和 5 年度）では焼却施設の 72.1％で余熱利用が実施され、40.9％の

施設が発電設備を有しています。 

〇 本県の既存施設のうち、平成 27 年度以降に使用を開始した５施設では、発電や二

酸化炭素排出抑制等、地球温暖化防止や省エネルギー化等に配慮した整備が行われて

います。 

                          

表 2－2－１ 熊本県内のごみ処理施設（焼却）の推移 

 
  〇出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

※余熱利用 

焼却施設からの余熱を有効に利用する方法としては、発電のほか、施設内の暖房・給湯、温水

プール等での温水利用や蒸気利用等があります。 

 

 

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

温水利用 蒸気利用 発電利用 その他

H26 20 2,081.5 12 12 1 2 0 8

H27 21 2,001.5 13 13 1 2 0 8

H28 21 2,097.0 13 13 1 3 0 8

H29 21 2,097.0 13 13 1 3 0 8

H30 20 2,079.0 13 13 1 4 0 7

R1 21 2,175.0 14 13 1 5 0 7

R2 21 2,175.0 14 13 1 5 0 7

R3 20 2,040.0 14 13 1 5 0 6

R4 20 2,064.0 14 13 1 5 0 6

R5 20 2,064.0 13 12 1 5 0 7

ごみ焼却施設 余熱利用有り
余熱利用

無し
年度

第２節 一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備状況等と課題 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

（２）最終処分場の整備状況 

〇 最終処分場数及び埋立が可能な残余容量は減少傾向にあり、また、一部の市町村（事

務組合等を含む）では、最終処分場を有していない状況となっています。（表 2－2－

2）。 

○ 平成 28、29 年度の残余年数が他の年度に比べて短くなっているのは、当該年度の

埋立量の増加によるものです。 

 

表 2－2－2 熊本県内の最終処分場の推移 

 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

○埋立面積及び全体容量は設置許可時のもの（当初から拡張の計画がある場合はそれを含む。） 

○残余容量とは、設置許可時の全体容量のうち、竣工した部分の容量から埋立量を引いた量 

○残余年数とは、新規の最終処分場が整備されず、当該年度の最終処分量により埋立が行われた場合に、埋立   

処分が可能な期間（年）をいい、以下の式により算出される。  

当該年度末の残余容量  

     当該年度の最終処分量 ／ 埋立ごみ比重 （埋立ごみ比重は 0.816 とする。） 

表 2－2－3 県内の最終処分場の状況 

 

施設数
埋立面積
（千m2）

全体容量
（千m3）

残余容量
（千m3）

残余年数
（年）

（参考）全国平均
残余年数（年）

H26 14 237 2,480 1,366 19.4 20.1

H27 14 237 2,480 1,362 18.9 20.4

H28 14 237 2,507 1,151 15.3 20.5

H29 14 235 2,507 1,325 17.0 21.8

H30 13 232 2,501 1,296 18.3 21.6

R1 13 229 2,469 1,257 21.2 21.4

R2 11 224 2,432 1,196 19.3 22.4

R3 11 224 2,432 1,158 19.5 23.5

R4 12 244 2,562 1,167 20.1 23.4

R5 12 244 2,567 1,138 20.7 24.8

市町村名及び一部事務組合名 最終処分場数
熊本市 1
荒尾市 1
水俣市 1
天草市 1

山鹿植木広域行政事務組合 1
八代生活環境事務組合 1
阿蘇広域行政事務組合 1
人吉球磨広域行政組合 2
有明広域行政事務組合 1

菊池広域連合 2
計 12

※残余容量がある処分場のみ記載

残余年数＝ 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

（３）ごみ処理経費の状況 

○ 平成 30 年度以降、建設改良費、処理及び維持管理費は増加しています。 

（図 2－2－3） 

○ 平成 30 年度は八代市、令和 2 年度は菊池広域連合の大規模施設の建設に伴い、建

設改良費が増加しています。 

 

図 2－2－3 熊本県内のごみ処理経費の推移 

 
〇出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

【 一般廃棄物処理施設に関する課題 】 

〇 今後の人口減少に伴うごみ排出量の減少に向け、市町村は、経済性、効率性を

踏まえ、ごみ焼却施設等の集約化や他の市町村等との連携による広域的な処理な

ど、一般廃棄物の処理主体として適正な処理体制を確保する必要があります。 

〇 今後、市町村は、地球温暖化防止や省エネルギー化等に配慮したエネルギー回

収効率の高いごみ焼却施設の整備を行う必要があります。 

〇 また、新たな施設設置が困難な市町村にあっては、市町村策定の長寿命化計画

に基づき老朽化した施設の更新や改良を適切な時期に行う必要があります。 

〇 災害時には施設被害の発生や施設の処理能力を超える廃棄物が発生し、廃棄物

処理に支障が生じることが想定されます。 

○ これらの課題については、令和６年３月の環境省通知を受けて、今回、県が市

町村等と連携し策定した「長期広域化・集約化計画」（第８章参照）に基づき対応

していく必要があります。 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

 

 本節では、市町村が主体となって収集・運搬・処分を行う、くみ取りし尿や浄化槽汚

泥（一般廃棄物）を中心に記載します。 

 (１) 水洗化の状況 

○ 公共下水道、浄化槽など生活排水処理施設については、計画的な整備が進められ、

水洗化率は年々高くなっており、令和５年度における水洗化率は 93.1%（全国 96.3％

(令和５年度)）となっています。（表 2－3－1、図 2－3－2） 

表 2－3－1 熊本県内の生活排水処理施設の推移 

 

 

○「浄化槽人口」には、農業集落排水施設人口が含まれる。 

○「浄化槽水洗化率」は、コミュニティ・プラント人口を除いた数値で計算している。 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

図 2－3－2 熊本県内のし尿処理形態の推移 

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

  

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

(人） 1,818,735 1,810,065 1,796,725 1,787,992 1,778,909 1,769,564 1,759,455

公共下水道人口 (人） 1,114,202 1,139,870 1,126,606 1,135,370 1,144,574 1,144,909 1,152,305

浄化槽人口 (人） 477,468 476,696 482,298 474,019 457,266 456,013 451,850

単独 (人） 198,029 211,999 215,634 201,042 181,033 175,397 174,123

合併 (人） 279,439 264,697 266,664 272,977 276,233 280,616 277,727

コミュニティ・プラント人口(人） 562 539 6,269 7,152 12,708 11,739 11,481

合計 (人） 1,592,232 1,617,105 1,615,173 1,616,541 1,614,548 1,612,661 1,615,636

計画収集人口 (人） 223,845 190,917 180,109 169,926 163,102 155,722 142,708

自家処理人口 (人） 2,658 2,043 1,443 1,525 1,259 1,181 1,111

合計 (人） 226,503 192,960 181,552 171,451 164,361 156,903 143,819

(％） 87.5 89.3 89.9 90.4 90.8 91.1 91.8

(％） 12.5 10.7 10.1 9.6 9.2 8.9 8.2

(％） 61.3 63.0 62.7 63.5 64.3 64.7 65.5

(％） 26.3 26.3 26.9 26.6 25.9 25.9 25.8

(％） 15.4 14.6 14.9 15.3 15.6 16.0 15.9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
区分

総人口

水洗化
人口

非水洗
化

人口

水洗化率

非水洗化率

公共下水道水洗化率

浄化槽水洗化率

うち合併処理

R3 R4 R5

(人） 1,747,473 1,738,157 1,728,528

公共下水道人口 (人） 1,157,910 1,158,414 1,166,776

浄化槽人口 (人） 403,580 398,917 390,714

みなし（単独） (人） 108,211 103,861 99,615

合併 (人） 267,264 278,399 277,227

その他 (人） 28,105 16,657 13,872

コミュニティ・プラント人口(人） 388 393 394

集落排水施設等人口 (人） 49,364 49,050 51,289

合計 (人） 1,611,242 1,606,774 1,609,173

計画収集人口 (人） 135,217 130,443 118,485

自家処理人口 (人） 1,014 940 870

合計 (人） 136,231 131,383 119,355

(％） 92.2 92.4 93.1

(％） 7.8 7.6 6.9

(％） 66.3 66.6 67.5

(％） 23.1 23.0 22.6

総人口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
区分

浄化槽水洗化率

水洗化
人口

非水洗
化

人口

水洗化率

非水洗化率

公共下水道水洗化率

第３節 一般廃棄物（し尿等）の現状と課題 



 

- 22 - 

 

第２章 一般廃棄物の現状と課題 

（２） くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況について 

○ くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の計画処理量の合計は約 437 千キロリットルで、平成

30年度（457 千リットル）に比べ、約 4.3％減少しています。 

〇 計画処理量のうち、し尿処理施設での処理量は 337 千キロリットル（約 77％）、下

水道投入による処理量は 99 千キロリットル（約 23％）となっています。（図 2－3－

3） 

 

図 2－3－3   熊本県内のくみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況（令和５年度） 

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

  

（３） し尿処理施設の整備状況について 

〇 し尿処理については、５市町で単独処理が行われており、その他の市町村は、複数

市町村で構成される一部事務組合等による広域処理又は民間への委託により行われ

ています。 

〇 市町村合併により複数のし尿処理施設を管理する市や事務組合等では、施設の集

約化に向けた検討が進められています。（表 2－3－5） 
 

表 2－3－5 熊本県内のし尿処理施設の推移 

 
                    ○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

し尿処理施

設

337,025 

(77.2%)

ごみ堆肥化

施設

1,028 

(0.2%)

下水道投入

98,685 

(22.6%)

その他

3 

(0.0%)

計画処理量

436,741 kl/年

施設数
処理能力

（キロリットル/日））

H26 22 1,390

H27 23 1,486

H28 24 1,578

H29 21 1,447

H30 21 1,469

R1 20 1,429

R2 20 1,429

R3 18 1,272

R4 18 1,272

R5 18 1,272
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（４） し尿処理経費の状況について 

〇 18 施設のうち 10施設が稼働から 20年以上経過しています。 

○ し尿処理及び施設の維持管理にかかる費用は、近年増加傾向で推移しています。（図 

2－3－6） 
 

図 2－3－6 熊本県内のし尿処理経費の推移 

 
 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

【 し尿処理に関する課題 】 

〇 市町村は、公衆衛生の向上及び公共水域の水質保全のため、引き続き下水道や浄

化槽などの生活排水処理施設の整備を促進する必要があります。  

〇 特に、平成 13 年度から新設が禁止されている単独処理浄化槽(し尿のみの処理)

は、引き続き合併処理浄化槽等への切替えを進める必要があります。 

〇 一方、新たな施設整備が困難な市町村にあっては、長寿命化計画を策定し、老

朽化した施設の更新や改良を適切な時期に行うとともに、激甚化する災害を想定

し適切に対応する必要があります。 
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（１）産業廃棄物の処理状況 

○ 令和 5年度の産業廃棄物発生量は約 7,530 千トン、うち有償物量の約 69 千トン（発

生量の 0.9％）を除いた排出量は約 7,460 千トン（同 99.1％）で、平成 30 年度の 7,430

千トンより約 30 千トン（0.4％）増加しています。 

○ 排出量のうち、脱水や焼却など中間処理されたのは約 6,836 千トン（排出量の

91.6％）、直接再生利用されたのは約 584 千トン（同 7.8％）、直接最終処分された量

は約 40 千トン（同 0.5％）となっています。 

○ 一方、中間処理による減量化量は約 3,387 千トン（同 45.4％）で、再生利用量は約

3,966 千トン（同 53.2％）、最終処分量は約 107 千トン（同 1.4％）となっています。 

（図 3－1－1） 

 

図 3－1－1 産業廃棄物フロー（令和 5 年度、熊本県内） 

 
   ○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 資源化量
7,530 69 4,035

<100.0%> <0.9%> <53.6%>

直接再生利用量 再生利用量
584 3,966
(7.8%) (53.2%)

中間処理量 残さ量
6,836 3,449
(91.6%) (46.2%)

排出量
7,460 減量化量

<99.1%> 3,387
(100.0%) <45.0%> 67

(45.4%) (0.9%)

直接最終処分量 最終処分量
40 107

(0.5%) その他量 <1.4%>
0 (1.4%)

<0.0%>
(0.0%)

注1）＜＞は発生量に対する割合、（）は排出量に対する割合を示す。
注2）図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。

中間処理後
最終処分量

第３章 産業廃棄物の現状と課題 

第１節 排出、再生利用、減量化及び最終処分の現状と課題 
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第 3 章 産業廃棄物の現状と課題  

（２）排出量の状況 

○ 全体排出量は、平成 17 年の産業廃棄物税導入以降減少傾向にありましたが、平成

30年度以降増加傾向にあります。 

○ 排出事業者の意識調査によると「産業廃棄物の発生抑制」へ現在取り組んでいる排

出事業者は６割程度（59.0％）で、平成 30 年度実施の調査（58.4％）からほとんど

増えていない状況です。 

 

  図 3－1－1－2 産業廃棄物の発生抑制への取組状況  

 

     ○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

 ＜種類別＞ 

○ 令和 5年度の種類別排出量は、動物のふん尿が約 3,133 千トン（42％）で最も多く、

２番目に多い汚泥約 1,967 千トン（27％）と合わせ、２種類で全体の 68％を占めてい

ます。次いで、がれき類が約 1,366 千トン（18％）、ばいじんが約 239 千トン（3％）

となっています。 

○ 全国値と本県の排出量を比較すると動物ふん尿と汚泥が逆転しています（全国値

（R5 年度速報値）では汚泥が 42％、動物のふん尿が 22％、がれき類が 17％）。 

○ 平成 30 年度と比較すると、がれき類で約 188 千トン（16.0％）、動物のふん尿で約

156 千トン（5.2％）、図 3－1－2の「その他」に含まれるその他産業廃棄物（主に混

合物等）で約 70 千トン（159.9％）それぞれ増加しています。（図 3－1－2、表 3－1

－3） 

○ がれき類や混合廃棄物が平成 30 年度より増加した要因は、建設工事の元請完成工

事高が平成 30 年度に対し令和 5 年度は約 50％増加*するなど、コロナ渦以降に大幅

に工事等が増加した影響が考えられます。 

* 出典：国土交通省 建設工事施工統計調査報告（令和 5 年度） 

○ 家畜のふん尿は平成 30 年と比較するとやや増加しているものと考えられます。特

に豚・採卵鶏による増加が大きく、これは好調な畜産相場価格の影響で農家の生産意

欲が高まったためであると考えられます。 

* 参考：令和 6 年熊本県畜産統計 
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〇 令和 4年から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行さ

れ、廃プラスチックの排出抑制と再資源化の取組みの促進が求められており、廃プ

ラスチック類の排出量は、平成 30 年度と比較して減少しています。 

○ ただし、排出事業者の意識調査によると「廃プラスチックの削減・再資源化」に

取り組んでいる排出事業者は４割程度（40.8％）にとどまっています。 

 

図 3-1-2 熊本県内の産業廃棄物の種類別排出量の推移 

 

○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 
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表 3－1－3 平成 30 年度と令和 5 年度の種類別排出量の比較（参考） 

 

○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」をもとに熊本県循環社会推進課作成 

  

（単位：千トン）

平成30年度 令和５年度 増減量
増減率
（％）

合計 7,430 7,460 30 0.4%

燃え殻 40 12 -29 -71.5%

汚泥 1,959 1,967 8 0.4%

廃油 41 30 -10 -25.6%

廃酸 53 32 -21 -39.1%

廃アルカリ 43 15 -29 -65.8%

廃プラスチック類 75 53 -22 -29.4%

紙くず 9 4 -4 -49.8%

木くず 121 150 29 23.9%

繊維くず 1 1 0 16.4%

動植物性残さ 49 38 -11 -22.3%

動物系固形不要物 -

ゴムくず 1 3 2 243.8%

金属くず 71 56 -15 -20.6%

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず 291 178 -113 -38.9%

鉱さい 58 61 3 4.7%

がれき類 1,178 1,366 188 16.0%

ばいじん 411 239 -172 -41.8%

動物のふん尿 2,976 3,133 156 5.2%

動物の死体 9 10 1 8.0%

その他産業廃棄物 44 113 70 159.9%
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 ＜地域別＞ 

○ 平成 30 年度と比較して、増減量が多い地域は次のとおりです。増加している地域

は、菊池地域で約 174 千トン（12.5％）、人吉・球摩地域で 232 千トン（37.5％）増

加しています。一方で減少している地域は、天草地域で約 210 千トン（29.5％）、上

益城地域で約 147 千トン（28.2％）、八代地域で約 135 千トン（12.7％）減少してい

ます。（表 3－1－4） 

○ 増加の要因としては、菊池地域では＜種類別＞でも記載した家畜のふん尿の増加や

半導体企業の排出量増加の影響、玉名・荒尾地域や宇城地域は＜種類別＞でも記載し

た、建設工事の元請完成工事高の増加に伴う、がれき類や混合廃棄物の増加、人吉・

球摩地域に関しては令和 2 年度の水害による復興工事の影響で大きく増加したと考

えられる。 

○ 減少している地域のうち上益城地域の減少の要因は、平成 30 年度は熊本地震の復

興工事の影響で排出量が多くなっていたが、工事等も落ち着いてきた影響があると考

えられる。 

表 3－1－4 地域別排出量の比較（参考） 

 
○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」をもとに熊本県循環社会推進課作成  

（単位：千トン）

項目
合
計

熊
本
市
域

玉
名
・
荒
尾
地
域

鹿
本
地
域

菊
池
地
域

阿
蘇
地
域

上
益
城
地
域

宇
城
地
域

八
代
地
域

芦
北
・
水
俣
地
域

人
吉
・
球
摩
地
域

天
草
地
域

平成30年度 7,430 1,343 410 205 1,397 743 523 280 1,057 142 618 712

令和５年度 7,460 1,348 476 205 1,572 781 376 315 923 114 850 502

増減量 30 5 66 0 174 38 -147 34 -135 -28 232 -210

増減率（％） 0.4 0.4 16.2 0.1 12.5 5.1 -28.2 12.2 -12.7 -19.6 37.5 -29.5
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＜業種別＞ 

〇 令和 5 年度の業種別排出量は、農業・林業が約 3,143 千トン（42％）で最も多く、

次いで建設業で約 1,671 千トン（22％）、製造業で約 1,441 千トン（19％）、電気・水

道業で約 1,174 千トン（16％）となっており、これら 4 業種で全体の 99％を占めてい

ます。 

○ 全国値と本県の排出量を比較すると農業・林業の割合が高くなっています（全国値

（R5 年度速報値）では電気・水道業が 28％、農業・林業が 22％、建設業が 22％）。 

○ 平成 30 年度と比較すると、建設業で約 313 千トン（23.0％）、農業・林業で約 157

千トン（5.3％）それぞれ増加しています。一方、製造業では約 352 千トン（19.6％）

減少しています。（図 3－1－5） 

○ 建設業の増加に関しては、＜種類別＞でも記載した建設工事の元請完成工事高が平

成 30 年度に対し令和 5 年度は約 50％増加*の影響が考えられます。 

* 出典：国土交通省 建設工事施工統計調査報告（令和 5 年度） 

○ 農業・林業の増加に関しても、＜種類別＞でも記載した動物のふん尿の増加の影響

が考えられます。 

 

 図 3－1－5  熊本県内の産業廃棄物の業種別排出量の推移 

 

○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

○ 製造業に関しては、業種中分類毎に大きな増減があり、平成 30 年度と比較すると、

パルプ・紙製造業で約 149 千トン（19.2％）減少しており、こちらは大手の製紙会社

で紙需要の減少を受け生産量が減少していることが影響しています。 

○ 窯業・土石で約 140 千トン（44.6％）、金属で約 120 千トン（64.4％）減少してお

りこの業種では特定の事業所のガラス陶磁器くず等の減少量が影響しています。 
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○ 一方、電子部品においては、約 133 千トン（225.5％）増加しており、半導体企業

の進出等により、関連企業の排出量が大きく増加した影響が考えられます。（表 3－1

－6） 

 

表 3－1－6  平成 30 年度と令和 5 年度の製造業中分類別排出量の比較（参考） 

 

 

（参考）太陽光パネルをとりまく現状 

○ 再生可能エネルギーは、温室効果ガスの排出削減、エネルギーセキュリティ、新規

産業・雇用創出、震災復興等の観点から注目されており、平成 24 年７月から開始し

た再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）により、導入が大幅に進んでいま

す。 

○ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の下で設置された太陽光発電設備

が一定の寿命を迎え、使用済み太陽光パネルとして排出された場合、2030 年代後半以

降、全国で年間 50～80 万 tが排出されると想定されています（環境省推計）。 

○ 将来の大量廃棄に備え、実効性のある適切な処理方法の確立が必要な状況となって

おり、排出事業者の意識調査では、太陽光パネルの処理に関して「リサイクル先がわ

からない」と「リサイクル費用が高額」を課題として挙げている設置事業者がそれぞ

れ２割程度います。 

○ 現在、国において、使用済太陽光パネルに関し、その解体費用やリサイクル費用に

ついての事前預託などを含むリサイクル義務化に向けた検討が行われています。 

 

  

（単位：千トン）

平成30年度 令和５年度 増減量
増減率
（％）

製造業計 1,793 1,441 -352 -19.6%

食料品 129 87 -42 -32.7%

飲料・飼料 94 50 -43 -46.3%

繊維 1 2 1 57.6%

木材 28 24 -4 -13.2%

家具 3 1 -2 -56.5%

パルプ・紙 777 628 -149 -19.2%

印刷 4 3 -1 -28.8%

化学 27 32 5 17.4%

石油・石炭 1 2 1 117.0%

プラスチック 11 15 5 42.6%

ゴム 8 7 -1 -7.6%

皮革 0 0 0 -

窯業・土石 314 174 -140 -44.6%

鉄鋼 80 83 3 3.5%

非鉄金属 3 6 4 147.1%

金属 186 66 -120 -64.4%

はん用機器 2 0 -1 -94.5%

生産用機器 16 13 -2 -15.2%

業務用機器 1 0 0 -58.2%

電子部品 59 192 133 225.5%

電気機器 10 13 3 29.4%

情報通信機器 4 0 -4 -98.9%

輸送機器 35 41 6 16.5%

その他 2 0 -2 -95.2%
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【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】  

 

〇 第５期計画では、国の基本方針を踏まえて、令和 7 年度の推計値を目標としていま

す。 

〇 目標値 7,660 千トン（令和７年度）に対し、令和 5 年度実績は約 7,460 千トンと、

200 千トン少なく、目標は達成する見込みです。 

○ しかしながら、業種によっては増加している業種もあり、今後の半導体企業の動向

等によって増減することも考えられるため、推移を注視する必要があります。 

○ なお、第３期以降の廃棄物処理計画では、「①排出量が多いものの排出抑制が困難

である動物のふん尿、②廃棄物分野からの施策が講じにくい火力発電所のばいじん」

（以下、この章において「ふん尿・ばいじん」という。）を控除した目標も設定して

おり、こちらも令和 5 年度実績においては目標を達成しています。 

 

【 産業廃棄物の処理状況、排出量の状況に関する課題 】 

○ 排出量全体としては、目標は達成しているが、さらなる削減のためには事業者の

意識調査でも「産業廃棄物の発生抑制」に関する意識に大きな変化はないため、排

出抑制に関する意識啓発が必要です。 

〇 今後も半導体企業の進出や新たな工場の稼働が予定されており、県内の関連企業

のみならず、建設業、サービス業等の需要が増えることに伴い廃棄物の排出量に影

響を与えることが予測されます。 

○ 廃プラスチック類の排出は減少しているものの、事業者の意識としては「廃プラ

スチックの削減・再資源化」に関する意識が低い傾向があります。 

〇 水銀含有廃棄物の適正処理について、許可業者に対し、指導を継続する必要があ

ります。 

〇 太陽光発電設備について、今後、固定価格買取制度（ＦＩＴ）の買取期間の終

了と共に、太陽光パネルを含む廃棄物が大量に排出されることが予想されます。 

〇 太陽光パネル等は、ＦＩＴの買取期間終了後、廃棄されるだけでなく、撤去さ

れずに放置されるおそれもあります。 

  

（単位：千トン）

H16 H20 H25 H30 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

動物のふん尿、火力発電所の
ばいじん含む

7,348 7,140 7,114 7,430 7,460 7,660 7,660

動物のふん尿、火力発電所の
ばいじん除く

- 3,834 3,807 4,081 4,119 4,378 4,378
排出量

年度

実績（産業廃棄物実態調査） 第５期計画
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（３）再生利用量の状況 

〇 平成 30 年度と比較すると、令和 5 年度の産業廃棄物の再生利用量は、約 3,952 千

トンから約 3,966 千トンへ微増し、再生利用率は、約 53％と横ばいとなっています。

全国の再生利用率（令和 4 年度速報値：環境省）は約 54.7％であり、若干下回ってい

る状況となっています。（図 3－1－7） 

○ 種類別に平成 30 年度と比較すると、建設業の排出量の増加に伴い、がれき類は約

183 千トン（15.9％）増加しており、動物のふん尿が約 85 千トン（5.2％）増加して

います。一方、ばいじんは約 171 千トン（41.7％）減少しており、これは火力発電所

から発生するばいじんの排出量が半減（平成 30 年度：約 400 千トン→令和 5 年度：

約 220 千トン）している影響が考えられます。 

 
  図 3－1－7  熊本県内の産業廃棄物の再生利用量及び再生利用率の推移 

 

○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

 

○ また、排出事業者の意識調査によると「産業廃棄物等抑制のための再使用・再利用

への取組状況」で現在取り組んでいる排出事業者は６割程度（60.7％）で、平成 30 年

度実施の調査（63.0％）と比較すると大きな割合の増減は見られていません。 
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表３－1－７－２ 産業廃棄物等抑制のための再使用・再生利用への取組み状況 

 

     ○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

○ 図 3－1－8 に示す通り、汚泥等は再生利用が 7.5％と低くなっていますが、脱水

や焼却等による減量・減容化している量が多く、減量+再生利用率は 99.1％と非常

に高くなっており、産業廃棄物全体でも減量+再生利用率は 98.6％となっていま

す。 

○ ただし、ほとんどの種類で 90％を超えている中、廃プラスチック類、鉱さい、そ

の他産業廃棄物は 90％に満たず、特に廃プラスチック類に関しては【排出量に関す

る課題】でも記載したように、「廃プラスチックの削減・再資源化」に取り組んでい

る排出事業者は４割程度（40.8％）となっています。 

 

表 3－1－8 令和５年度の種類別の再生利用量+減量化量及び再生利用+減量化率（参考） 

 

 

 

再生利用量
(千ｔ）

再生利用率
（％）

減量+再生
利用量(千ｔ）

減量+再生
利用率
（％）

合計 3,966 53.2% 7,353 98.6%

燃え殻 11 97.5% 11 97.5%

汚泥 148 7.5% 1,950 99.1%

廃油 13 42.8% 30 97.5%

廃酸 6 19.4% 32 99.0%

廃アルカリ 3 21.1% 14 97.5%

廃プラスチック類 38 72.1% 46 86.4%

紙くず 3 63.7% 4 98.0%

木くず 129 86.0% 147 98.4%

繊維くず 1 61.2% 1 91.6%

動植物性残さ 25 66.8% 37 98.9%

動物系固形不要物 - -

ゴムくず 3 99.8% 3 99.8%

金属くず 55 98.4% 55 98.4%

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず 112 63.1% 165 92.8%

鉱さい 48 79.1% 52 84.6%

がれき類 1,335 97.8% 1,336 97.8%

ばいじん 239 100.0% 239 100.0%

動物のふん尿 1,708 54.5% 3,133 100.0%

動物の死体 10 100.0% 10 100.0%

その他産業廃棄物 79 69.4% 88 77.7%
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○ 中間処理による減量化・減容化の取り組みについて、排出事業者の意識調査によ

ると、現状では「破砕」が 52.6％、「焼却（焼成、溶融を含む）」が 23.3％、「圧

縮」が 14.0％と続いています。 

表 3－1－8－2 産業廃棄物等の中間処理による減量化・減容化への取組内容 

 

○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

○ また、再生利用を考える際に必要となる施設について、排出事業者の意識調査に

よると、「破砕」が 37.1％で最も高く、次いで「焼却（焼成、溶融を含む）」が

31.0％、「圧縮」が 16.2％と続いています。 

表 3－1－8－2 再生利用を考える際に必要となる施設 

 

○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 
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【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】        

                                     

 

 

〇 第５期計画では、国の基本方針の目標に準じて、令和 7 年度に 55.4％を目標とし

ています。 

〇 目標値 55.4％（令和７年度）に対し、令和 5 年度実績は 53％であり、平成 20 年

度以降は 52～53%と横ばいで推移している状況を踏まえればと、目標達成は難しい

状況となっています。 

○ なお、第３期以降の廃棄物処理計画では、ふん尿・ばいじんを控除した再生利用

量の目標値も設定しており、こちらも令和 5 年度実績においては目標を達成してい

ません。 

 

【 再生利用量に関する課題 】 

○ 再生利用率は平成 20 年度以降、横ばいであり、着実に再生利用は定着しつつあ

るが、更なる再生利用率の向上のためには、事業者の意識調査でも、「廃棄物の再生

利用」に関する意識に大きな変化はないため、再生利用に関する意識啓発が必要で

す。 

〇 廃プラスチック類、鉱さい、その他産業廃棄物の再生利用率が低い状況です。 

○ 排出事業者の中間処理の手法として、焼却処理の意識が依然として高い状況にあ

ります。 

 

 

  

（単位：千トン）

H16 H20 H25 H30 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

3,480 3,726 3,708 3,952 3,966 - 4,148

(47%) (52%) (52%) (53%) (53%) (55.4%) (54%)

1,815 1,817 1,957 2,050 - -

(47%) (48%) (48%) (50%) (52.2%) -

上段：再生利用量、下段：再生利用率

年度

再生利用

動物のふん尿、火力発電所の
ばいじん含む

動物のふん尿、火力発電所の
ばいじん除く

-

実績（産業廃棄物実態調査） 第５期計画
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（４）減量化量の状況と課題 

○ 令和 5 年度では、排出量約 7,460 千トンから、脱水処理や焼却処理等により、約

3,387 千トンの減量が行われ、減量化率は平成 30 年度とほぼ変わらず、45％となって

います。 

〇 種類ごとの減量化量は、汚泥が約 1,802 千トンで最も多く、次いで動物のふん尿で

約 1,425 千トンで２種類で全体の約 95％を占めています。（図 3－1－9） 

 

図 3-1-9 産業廃棄物の種類別の減量化量の推移 

 

○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

 

【 減量化に関する課題 】 

○ 減量化率が横ばいの状況が続いています。 
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（５）最終処分量の状況と課題 

○ 最終処分量は、平成 17 年の産業廃棄物税の導入以降、再生利用が進み、平成 16 年

度の約 339 千トンから約 30％の量まで減少しています。 

○ 令和 5年度の最終処分量は約 107 千トンで、平成 30 年度の約 156 千トンから約 49

千トン減少しており、最終処分率は 2.1％から 1.4％に減少しています。 

○ 増減の内訳は、汚泥で約 21 千トン（55.4％）、ガラス・陶磁器くずで約 13 千トン

（50.5％）それぞれ減少しており、がれき類で約 5 千トン（18.9％）増加しています。

（図 3－1－10） 

 

図 3-1-10 産業廃棄物の種類別の最終処分量の推移 

 
○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 
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○ 種類別の最終処分率をみると、廃プラスチック類（13.6％）や鉱さい（15.4％）に

おいては 10％を超える割合となっています。 

 

表 3－1－11 令和 5 年度の種類別の最終処分量及び最終処分率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最終処分量

(千ｔ）

最終処分率

（％）

合計 107 1.4%

燃え殻 0 2.5%

汚泥 17 0.9%

廃油 1 2.5%

廃酸 0 1.0%

廃アルカリ 0 2.5%

廃プラスチック類 7 13.6%

紙くず 0 2.0%

木くず 2 1.6%

繊維くず 0 8.4%

動植物性残さ 0 1.1%

動物系固形不要物

ゴムくず 0 0.2%

金属くず 1 1.6%

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず 13 7.2%

鉱さい 9 15.4%

がれき類 30 2.2%

ばいじん 0 0.0%

動物のふん尿

動物の死体

その他産業廃棄物 25 22.3%
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【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】  

 

 

○ ふん尿・ばいじんを含む場合、目標値 167 千トン（令和 7 年度）に対し、令和 5

年度実績は約 107 千トンと 60 千トン少なく、目標を達成する見込みです。これは

汚泥やガラス・陶磁器くずの最終処分量が大きく減少した影響です。 

○ ふん尿・ばいじんを控除した場合も同様の目標値となっており、目標は達成する

見込みとなっています。 

 

 

【 最終処分量に関する課題 】 

○ 最終処分量は全体では大きく減少していますが、種類別の最終処分率をみると、

種類によっては最終処分率が高い品目があります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千トン）

H16 H20 H25 H30 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

339 175 178 156 107 167 172

(5%) (2%) (3%) (2%) (1%) - (2%)

123 109 156 107 167 172

(3%) (3%) (4%) (3%) - (4%)

上段：再生利用量、下段：再生利用率

実績（産業廃棄物実態調査） 第５期計画

年度

最終処分

動物のふん尿、火力発電所の
ばいじん含む

動物のふん尿、火力発電所の
ばいじん除く

-
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○ 令和 5 年度末現在で埋立可能な安定型最終処分場は、処理業者設置の 10 施設で、

残余容量は約 1,005 千㎥、残余年数は約 22.8 年となっています。 

〇 また、令和 5 年度末で埋立可能な管理型最終処分場は、排出事業者設置の３施設、

処理業者設置の２施設、計５施設で、うち処理業者が設置する施設の残余容量は約 308

千㎥で、残余年数は約 15.2 年となっています。なお、近年最終処分量が減少してい

ることから、残余年数が増加しています。（表 3－2－1、表 3－2－2、表 3－2－3） 

                   

表 3－2－1 熊本県内の最終処分場の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○（ ）内は熊本市分で内数 

○出典：熊本県循環社会推進課調べ 

 

表 3－2－2 最終処分場の所在地 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ○出典：熊本県循環社会推進課調べ 

第２節 産業廃棄物処理施設（最終処分場）の現状と課題 

施設の種類 年度

H16 23 (7) 23 (7)

H20 23 (7) 23 (7)

H25 23 (11) 23 (11)

H30 12 (5) 12 (5)

R5 10 (5) 10 (5)

H16 5 4 (2) 9 (2)

H20 5 3 (1) 8 (1)

H25 3 3 (1) 6 (1)

H30 3 3 (1) 6 (1)

R5 3 2 (1) 5 (1)

H16 1 1 2

H20 1 1 2

H25 1 1 2

H30 1 1

R5

H16 5 28 (9) 1 34 (9)

H20 5 27 (8) 1 33 (8)

H25 3 27 (12) 1 31 (12)

H30 3 15 (6) 1 19 (6)

R5 3 12 (6) 15 (6)

計

安定型最終処分場

管理型最終処分場

遮断型最終処分場

計

排出事業者 処理業者 公共

排出事業者 処理事業者 排出事業者 処理事業者

熊本市 5 1 6

八代市 1 1 2

天草市 1 1

菊池市 1 1

宇城市 1 1

南関町 1 1

大津町 1 1

御船町 1 1

苓北町 1 1

計 10 3 2 15

市町村名
安定型最終処分場 管理型最終処分場

計
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表 3－2－3 熊本県内の最終処分場の残余容量（令和 5 年度末） 

 
○埋立容量は、許可容量とする。 

○最終処分量は、令和 5 年度末時点において埋め立て処分された量（覆土を含む） 

○残余年数は、残余容量を年間処分量（令和 5 年度実績）で除した年数 

 

 

  

【 産業廃棄物処理施設（最終処分場）に関する課題 】 

○ 最終処分量は減少していますが、最終処分場は、県内の経済活動に必要な施設で

あり、既存施設による安定的な処理を継続する必要があります。 

○ 県内の最終処分場は立地の偏りがあり、最終処分場までの距離が遠い地域では、

運搬コストが高くなっています。 

 

 

  

埋立の種類 施設数
埋立容量
（ｍ3）

最終処分量
（ｍ3）

残余容量
（ｍ3）

残余年数
（年）

排出事業者 - - - -

処理業者 10 2,985,029 1,979,992 1,005,037 22.8

排出事業者 3 4,294,197 3,089,677 1,204,520 15.6

処理業者 2 1,110,395 802,647 307,748 15.2

安定型最終処分場

管理型最終処分場
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○ 令和 5年度のマニフェスト（産業廃棄物管理票）の使用数は、約 133 万件で、紙マ

ニフェストが約 100 万件、電子マニフェストが約 33 万件となっています。 

〇 電子マニフェストの利用率は、県内では約 25％、全国では約 81％となっています。

なお、排出事業者の意識調査によると今後電子マニフェストを導入したいと考えてい

る事業者は 38.6％でした。 

○ 優良産廃処理業者認定制度において、令和 5 年度末時点では本県に本社を有する

1,452 事業者のうち 25 の事業者が優良基準適合事業者となっており、５年前（平成

30年度）に比べ、８事業者増加しています。 

○ 排出事業者の意識調査によると、処理業者の選定では「料金の安さや利便性」を重

視する事業者が 50.2％と最も多く、「優良性評価制度適合事業者」を選ぶ割合は

43.8％にとどまっています。また、優良産廃業者認定制度の認知度も低く、「知って

いる」が 34.2％、「知らない」が 60.4％となっています。 

 

【 事業者における適正処理推進上の課題 】 

○ 県内の電子マニフェスト利用率は、平成 30 年度と比較すると、令和 5 年度は約

７％増加しているものの、依然として全国平均を大きく下回っています。 

○ 平成 30 年度との比較では、県内は７％の増加に対し、全国では 23％増加してお

り、全国の利用率との差が一層広がっています。 

○ 意識調査結果を踏まえると、排出事業者の電子マニフェスト導入の意識や優良産

廃業者認定制度の認知度が低い状況です。 

  

第３節 事業者における適正処理推進の現状と課題 
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○ 産業廃棄物の排出量 7,460 千トンのうち、処理・処分を目的として事業場から搬出

された産業廃棄物量(以下、搬出量という)は 2,357 千トンとなっている。 

○ 搬出量 2,357 千トンのうち、県内で処理・処分された量は 2,118 千トン(89.9％)、

県外で処理・処分された量は 239 千トン(10.1％)となっており、搬出量の約９割が県

内で処理・処分されています。 

○ 特別管理産業廃棄物となる廃酸など、産業廃棄物の種類によっては、県内で処理で

きる事業者が少ないため、処理できる県外の事業者に処理が委託されています。 

○ 本県では、「熊本県産業廃棄物指導要綱」を定め、県外から県内への搬入量が年度

間 500 トン以上の場合は事前協議（優良産廃処理業者へ委託する場合は、初回時に届

出）を行うよう指導しています。（表 3－4－1） 

 

【 産業廃棄物の広域移動に関する課題 】  

○ 各自治体において、区域外から搬入される産業廃棄物の種類や量等の把握による

適正処理の確保や最終処分場の延命等の観点から、できるだけ県内処理ができるよ

う、優良な処理業者の育成や処理体制の確保などを進める必要があります。 

 

表 3－4－1 産業廃棄物の移動状況（令和 5 年度）         （単位：千トン） 

 

  

合計 熊本市域
玉名・荒
尾地域

鹿本地域 菊池地域 阿蘇地域
上益城地

域
宇城地域 八代地域

芦北・水
俣地域

人吉・球
摩地域

天草地域

2,357 531 213 59 217 155 165 226 202 69 268 253
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

自己最終処分量 8 7 2
委託中間処理量 2,310 526 205 53 215 153 164 216 194 69 266 249
委託直接最終処分量 39 5 8 6 2 2 1 11 1 0 1 2
その他量 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,360 305 111 2 78 75 74 115 146 52 162 239
(57.7%) (57.6%) (51.9%) (3.4%) (35.9%) (48.5%) (45.1%) (50.9%) (72.5%) (75.1%) (60.5%) (94.4%)

自己最終処分量 8 7 2
委託中間処理量 1,342 302 109 2 77 74 74 115 139 52 162 236
委託直接最終処分量 9 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1
その他量 0 0 0 0 0 0 0 0 0

759 181 42 45 104 71 82 85 27 13 97 11
(32.2%) (34.1%) (19.5%) (76.1%) (48.1%) (45.7%) (49.8%) (37.7%) (13.5%) (19.1%) (36.3%) (4.5%)

自己最終処分量
委託中間処理量 741 180 39 39 104 70 81 82 27 13 96 11
委託直接最終処分量 17 1 2 6 1 1 0 3 1 0 1 1
その他量

239 44 61 12 35 9 8 26 28 4 9 3
(10.1%) (8.3%) (28.7%) (20.4%) (16.0%) (5.8%) (5.1%) (11.4%) (14.0%) (5.8%) (3.2%) (1.1%)

自己最終処分量
委託中間処理量 226 44 57 12 34 9 8 19 28 4 8 3
委託直接最終処分量 13 0 4 0 0 0 0 7 0 0 1 0
その他量

県
外
計

　　搬出量

県
内
他
地
域

　　搬出量

県
内
自
地
域

　　搬出量

　　　　　　　　　　　　　　発生
処分

合
計

　　搬出量

第４節 産業廃棄物の広域移動の現状と課題 
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○ 産業廃棄物のうち、爆発性、有害性及び感染性等を有する特別管理産業廃棄物の令

和 5 年度の排出量は、約 39.5 千トンと平成 30 年度の 41.7 千トンから 2.2 千トンの

減少となっています。 

〇 種類別では、廃酸が約 11.7 千トンで全体の約 30％を占め、次いで感染性産業廃棄

物が約 11.1 千トン（約 28％）、特定有害産業廃棄物（廃石綿等を含む）が約 10.3 千

トン（約 26％）となっています。 

〇 増減の内訳としては、廃酸が約 17.9 千トンから約 11.7 千トンと約 6.2 千トン（約

52.8％）減少する一方、特定有害産業廃棄物は約 5.8 千トンから約 10.3 千トンと約

4.5 千トン（約 44.0％）増加しています。（図 3－5－1） 

○ 特別管理産業廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）を含有する変圧器・コ 

ンデンサ－等のＰＣＢ廃棄物は、令和 5 年度末までに変圧器１０６台、コンデンサ－ 

９３台の処理を完了しています。 

○ また、令和 5 年度末時点で、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法に基づき、県又は熊本市に届出がされている変圧器１１６台、コンデン

サー１５５台が県内事業所で保管されています。（表 3－5－2）  

 

【 特別管理産業廃棄物に関する課題 】 

○ 感染性産業廃棄物については、分別を徹底し適正に処理する必要があります。ま

た、感染性産業廃棄物と判断されない場合も、マスクや紙おむつなどは、小さな袋

に入れて所定のごみ袋に入れる等、感染防止に配慮した取組みが必要です。 

○ ＰＣＢ廃棄物について、高濃度ＰＣＢ廃棄物は令和 7 年度までに、北海道室蘭市

にある JESCO 処理事業所で処分することが示されており、低濃度ＰＣＢ廃棄物は令

和 9年 3月 31 日までに、適正に処理する必要があります。 

  

第５節 特別管理産業廃棄物の現状と課題 
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図 3－5－1 熊本県内の特別管理産業廃棄物の種類別排出量（令和 5 年度） 

  
○出典：「産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本県循環社会推進課） 

 

 

表 3－5－2 熊本県内 PCB 廃棄物の保管の状況（令和 5 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：熊本県循環社会推進課調べ 

 

  

廃油

4.8 

12%

廃酸

11.7 

30%

廃アルカリ

1.7 

4%

感染性産業廃棄

物

11.1 

28%

特定有害産業廃

棄物

10.3 

26%

特別管理

産業廃棄物

排出量（R5）

39.5千トン

調 整 中 
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○ 令和元年度から令和 6 年度までの 5年間において、対策を講ずべき不法投棄事案は

●件で、そのうち ●件が改善しました。 

〇 令和元年度以前の 5 年間では対策を講ずべき不法投棄事案は 1,250 件であり、●％

増加しています。 

 

図 3－6－1 熊本県内の不法投棄発見件数及び改善件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：熊本県循環社会推進課調べ 

 

【 廃棄物の不法投棄に関する課題 】 

○ 不法投棄の撲滅に向けて、県、市町村及び関係団体と連携した監視体制及び通報体

制の充実に努める必要があります。 

○ 不法投棄事案については、厳正な指導や処分を実施し、原因者による早期改善を行

わせる必要があります。 

第６節 廃棄物の不法投棄の現状と課題 

調 整 中 
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(１) 将来推計の方法 

○ 一般廃棄物（ごみ）の総排出量の将来推計は、現時点（令和 5 年度実績）における

排出状況等が今後も変わらないものとし、ごみ排出の実績値に将来推計人口を乗じて

算出しました。 

○ 将来推計人口は、「日本の地域別将来推計人口（令和 5年（2023 年）推計）」（国立

社会保障・人口問題研究所）を用いました。 

 

 
 

※１ ごみ排出原単位 

 令和 5 年度の実績値：１人１日当たり 822 グラム 
  出典：「一般廃棄物処理事業実態調査（令和 5 年度）」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

※２ 将来推計人口 

表 4－1－1 将来推計人口（熊本県） 

 令和 5年度 令和 12 年度 

人口（人） 1,728,528 1,644,352 

○令和 5 年度：「一般廃棄物処理事業実態調査（令和 5 年度）」（環境省） 

○令和 12 年度：「一般廃棄物処理事業実態調査（令和 5 年度）」（環境省）の人口をベースに「日本の地域別将来

推計人口（令和 5 年（2023）推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）の算出人口の伸び率を乗じて算出。 

 
○ また、将来における処理状況について、再生利用量は過去の実績値を用いて再生利

用率のトレンド予測を行い、その再生利用率をごみ排出量に乗じて推計、最終処分量

も過去の実績値を用いて最終処分率のトレンド予測を行い、その再生処分率をごみ排

出量に乗じて推計しました。 

 
(２) 将来推計結果 

○ 令和 12 年度のごみ総排出量は、49 万 3 千トンで、県内人口の減少により令和 5 年

度に比べ約 5.2％（2 万 7 千トン）減少すると予測されます。 

○ 再生利用率は 17.4％で、令和 5 年度に比べ 0.4％減少すると予測されます。 

○ 最終処分量は 43 千トンで、令和 5 年度に比べ約 4.4％（2千トン）減少すると予測

されます。 

 
表 4－1－2 熊本県内の一般廃棄物（ごみ）の処理状況の将来推計 

（単位：千トン） 

 令和 5 年度（実績値） 令和 12 年度（推計値） 

ごみ総排出量 520 493 

再生利用量 93 86 

再生利用率 17.8％ 17.4％ 

減量化量 383 365 

減量化率 73.6％ 74.0％ 

最終処分量 45 43 

最終処分率 8.6％ 8.7％ 
○令和 5 年度（実績値）の「再生利用率」「減量化率」「最終処分率」は、「ごみ総排出量」に対する割合としている。 

 

第４章 廃棄物の将来推計 

第１節 一般廃棄物（ごみ）の将来推計（令和 12 年度） 

＝ 
ごみ排出原単位 

（※１） 

将来推計人口 

（※２） 
× 
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(１) 将来推計の方法 

○ し尿及び浄化槽汚泥の排出量の将来推計については、将来の計画収集人口及び浄化

槽人口に、し尿及び浄化槽汚泥それぞれの排出原単位を乗じることにより予測を行い

ました。 

 

 

 
※３ し尿の排出原単位 

 過去５年間（令和元～5 年度）実績の平均値程度で今後も推移すると仮定。 
※４ 計画収集人口の将来推計値 

 過去５年間（令和元～5 年度）実績を用いて計画収集人口の予測を行い推計。 
 

 

 
※５ 浄化槽汚泥の排出原単位 

 過去５年間（令和元～5 年度）実績の平均値程度で今後も推移すると仮定。 

※６ 浄化槽人口の将来推計値 

 浄化槽人口は、合併浄化槽人口、集落排水施設人口、コミュニティ・プラント人口及び単

独浄化槽人口の合計。 

 合併浄化槽人口、集落排水施設人口及びコミュニティ・プラント人口の将来推計は、過

去５年間（令和元～5 年度）実績を用いて計画収集人口の予測を行い推計。 
 

(２) 将来推計結果 

○ 令和 12 年度のし尿の排出量は、87 千キロリットルで、人口の減少や浄化槽への転

換、公共下水道の普及により、令和 5年度に比べ 17.8％減少すると予測されます。 

○ 令和 12 年度の浄化槽汚泥の排出量は、300 千キロリットルで、くみ取りし尿から浄

化槽への転換が見込まれるものの、人口の減少や公共下水道の普及により、令和 5 年

度に比べ 9.4％減少すると予測されます。 

 

表 4-2-1 熊本県内のし尿及び浄化槽汚泥排出量の将来推計 

（単位：千キロリットル） 

 令和 5 年度（実績値） 令和 12 年度（推計値） 

し尿 105 87 

浄化槽汚泥 331 300 

 

  

第２節 一般廃棄物（し尿等）の将来推計（令和 12 年度） 

＝ 
し尿の排出原単位 

（※３） 

計画収集人口の将来 

推計値（※４） 
× 

＝ 
浄化槽汚泥の 

排出原単位（※５） 

浄化槽人口の 

将来推計値（※６） × 
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(１) 将来推計の方法 

○ 産業廃棄物量の将来予測に当たっては、今後とも「大きな技術革新及び法律上の産

業廃棄物の分類に変更がなく、現時点（令和 5 年度実績）における産業廃棄物の排出

状況等と業種ごとの活動量指標（建設業：元請完成工事高、製造業：製造品出荷額等）

との関係は変わらない」ものと仮定し、業種別、種類別ごとに次の式により推計しま

した。 

 
 

 

 

※7 排出原単位 

 「令和 6 年度熊本県産業廃棄物実態調査等業務報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）」（熊本

県）（以下「実態調査」という。）による令和 5 年度の実績値を用い次の式により算出した。 
 
 

 

 
○ また、将来における処理状況についても、産業廃棄物に対する中間処理、再生利用、

最終処分等の処理体系が令和 5 年度のまま今後も変わらないものと仮定して推計し

ました。 

 

○ なお、前計画に引き続き、①排出量が多いものの排出抑制が困難である動物のふん

尿、②廃棄物分野からの施策が講じにくい火力発電所のばいじんを控除した推計値も

算出しました。 

 
(２) 将来推計結果 

① 排出量 

○ 動物のふん尿、ばいじんを含む場合、7,661 千トンで、令和 5 年度から 2.7％

（201 千トン）増加すると予測されます。 

○ 動物のふん尿、ばいじんを含まない場合、4,438 千トンで、令和 5 年度から 7.7％

（319 千トン）増加すると予測されます。 

 

 ② 再生利用率 

  ○ 動物のふん尿、ばいじんを含む場合 52.7％で、令和 5 年度から約 0.5％減少す

第３節 産業廃棄物の将来推計（令和 12 年度） 

＝ 
排出原単位 

（※７） 
将来の活動量指標 × 

排出原単位 ＝ 
令和 5年度の産業廃棄物量（実績） 

令和 5年度の活動量指標 
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ると予測されます。 

○ 動物のふん尿、ばいじんを含まない場合 49.3％で、令和 5 年度から 0.5％減少

すると予測されます。 

 
 ③ 最終処分量 

  ○ 動物のふん尿、ばいじんを含む場合、114 千トンで、令和 5 年度に比べ約 7％

（7千トン）増加すると予測されます。 

○ 動物のふん尿、ばいじんを含まない場合も、最終処分量は上記と同様と予測さ

れます。 

  

 
表 4－3－1 熊本県内の産業廃棄物の処理状況の将来推計 

（単位：千トン） 

 令和 5 年度（実績値） 令和 12 年度（推計値） 

動物のふん

尿、ばいじん 
含む場合 含まない場合 含む場合 含まない場合 

排出量 7,460 4,119 7,661 4,438 

再生利用量 3,966 2,050 4,037 2,190 

再生利用率 53.2％ 49.8％ 52.7％ 49.3％ 

減量化量 3,387 1,962 3,508 2,133 

減量化率 45.4％ 47.6％ 45.8％ 48.0％ 

最終処分量 107 107 114 114 

最終処分率 1.4％ 2.6％ 1.5％ 2.6％ 
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（１） サーキュラーエコノミー（循環経済）とは 

○ 近年、我々が日常的に使用し、ごみとして排出しているプラスチックごみなどに

よる海洋汚染が、地球規模で環境問題として顕在化し、私たちの生活にも様々な影

響を与えており、廃棄物の適切な取扱いは、社会の持続性にもつながる大きな課題

となっています。 

〇 また、世界の天然資源の採取が、地球全体の温室効果ガス排出量の大きな要因と

なり、更には、生物多様性にも深刻な影響をもたらしています。 

〇 加えて、国際的な資源獲得競争の高まりにより、資源（特に希少物資）の確保が

難しくなる懸念が強まっており、国内で資源を循環させて最大限活用することは、

国際的な産業競争力や経済安全保障の強化の面で重要性を増しています。 

〇 これまで、廃棄物の削減、循環型社会の形成に向けては、平成 12 年（2000 年）

６月に循環型社会形成推進基本法、その他各種リサイクル法が制定されるなど、３

Ｒの推進や廃棄物の適正処理に向けての取り組みが進められてきたところです。 

〇 しかし、先に述べた世界が直面する課題を解決し、未来に向けて、持続可能な社

会を形成するためには大量生産・大量消費・大量廃棄型の一方通行型の線形的な経

済から、資源投入量・消費量を抑え、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効

利用する新たな経済システムであるサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行

が強く求められるところです。 

〇 更に、国は 2030 年までに循環経済関連ビジネスの市場規模を現在の 50兆円から

80 兆円以上にすることを目指しており、新たな経済成長も期待されています。 

○ 令和６年８月に改訂された国の第五次循環型社会形成推進基本計画において国

家戦略として位置づけられ、国によりその実現に向けた取り組みが進められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 （循環経済）への移行における現状と課題 

第１節 目指すべき姿 
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第５章 サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行における現状と課題  

参考 第五次循環型社会形成推進基本計画 概要 

 

（２）熊本版サーキュラーエコノミー（循環経済）移行目指すべき姿 

○  なるべく少ない資源で、また、再生利用しやすい設計で生産された製品や循環資

源から生み出された製品をどこでも購入でき、複数の者で同じ製品を共有するサー

ビスを活用し、不要になったものでまだ利用できるものはすぐに再使用され、再使

用もできなくなったものは、また循環資源として再生利用されるという一連の流れ

が当たり前のものになる。 

これにより、環境への負荷が低減するだけではなく、人々は豊かな暮らしを送

り、これらの製品やサービスを提供することで企業も利益を得て成長し雇用の創

出、地場産業の振興の実現につなげられている。 

 

各段階のイメージ図
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（３）各段階で目指す姿 

【生産段階】 

天然資源投入量を最小限に抑え、動脈産業と静脈産業が連携し、資源や製品が循環的

に利用され付加価値を創出している。 

 ○ モノの生産に必要な資源について、循環資源・再生可能資源の割合をできるだ

け高めている。また、活用する資源として、熊本県内の豊富な再生可能資源であ

るバイオマスが活用され、地域産業の柱の一つとなっている。 

○ 個々のモノについて、生産・流通・使用段階の情報をリアルタイムで把握し、

素早く解析し、生産量や生産時期の最適化を図る仕組みや、使用・廃棄段階の情

報を基にリペア・交換・分解・分別・アップデート等が容易となる設計などの環

境配慮設計を行った拡大生産者責任に沿った製品が広がり、こうしたビジネスモ

デルがブランド価値を高めている。 

 

【流通・サービス段階】 

消費者や企業が必要なモノ・サービスを環境負荷が少ない形で必要な時に必要な分

だけ受け取れるビジネスモデルが広がり、モノを所有せずに、使用するサービスが大

きな経済規模を占めるようになっている。 

○ 供給者と生活者の持つ様々なデータを基にしたマッチングシステムの構築、流

通経路の最適化、複数の利用者の持つ様々なデータを基にモノ・サービスの共有

を図るシェアリングプラットフォームの構築など新たな技術・システムを用いた

ビジネスモデルが広がっている。 

○ 製品の使用状況に関する情報、分解修理等の方法に関する情報、製品や部品の

量や質に関する情報などリユース・シェアリング・リマニュファクチャリング等

を進めるための情報や、循環資源の量や質に関する情報等の適正なリサイクルを

進めるために必要な情報が関連事業者や生活者間で共有されている。 

 

【使用段階】 

消費者の行動や企業の活動が循環経済の中でまわっている。 

○ 多くの生活者の需要を喚起して大量に生産したモノを大量に売り切ることで

稼ぐビジネスモデルではなく、例えば、モノを購入・所有し使用する代わりに、

サービス（サブスク、シェアリングサービス等）を利用し、必要最小限のモノの

提供を受け、使用している。 

○ 使用するモノが定期的に点検・リペア・交換等がなされるなど個々の生活者に

寄り添い長期にわたり稼いでいくビジネスモデルが広がっている。 

○ 所有が必要なモノに関しては、リユース品や各地域での資源循環の取組により

生産された循環資源や再生可能資源を用いた製品を選択するなど、消費者のライ

フスタイルが転換している。 

○ 企業も循環資源や再生可能資源を用いた製品を積極的に選択するなど環境に

配慮した事業活動を行うようになっている。 
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第５章 サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行における現状と課題  

 

【廃棄段階】 

循環的に利用できるものは利用し、可能な限り廃棄物として処理する量を少なくす

る。 

○ 各段階で不要となったものは、技術的及び経済的に可能な範囲で再利用し、再

利用できないモノで再資源化可能なモノは再資源化し、再資源化できないモノで

エネルギー回収できるモノはエネルギー回収し、再資源化もエネルギー回収もで

きないモノのみ減量化等の中間処理を行った上で最終処分されている。 

〇 不要となったものが、リユース、リサイクルされることを意識した廃棄、回収、

運搬が行われている。 

 

【熊本県の特性を生かすべき姿】 

熊本県内の豊富な循環資源や未利用資源が循環的に活用されている。 

○ 未利用資源等のバイオマス資源の肥料、エネルギー等としての循環利用、適切

な森林管理や木材の利用拡大を通じた森林資源の循環利用、環境と調和のとれた

持続可能な農林水産業等が地域産業として確立されている。 

○ 環境に配慮した持続的な農業の実現に向けて、堆肥散布の地域的偏りの解消お

よび堆肥の活用による化学肥料使用量の削減が図られ、窒素負荷低減の取組みが

推進されている。更に、全国的にみれば民間事業者による海外への堆肥輸出の事

例もあることを踏まえ、県内事業者の同様の取組を支援していくことで、持続可

能な窒素・リン管理の取組が推進されている。 

○ 国内の半導体関連産業の中心地となった熊本から、生産・流通・使用・廃棄の

各段階で世界トップクラスの資源循環に取り組んだ上で、世界に向け製品が供給

されている。 

 

 

 

（１） 生産段階 

【現状】 

○ 排出事業者アンケートでは、廃棄物排出抑制の取組みとして「自社から発生する

廃棄物を自社製品の原料・副原料としての再使用（8.1％）」や「自社製品での水平

リサイクル（2.7％）」、「再生可能資源を活用する（9.7％）」という回答結果であっ

た。 

○ 本県の資源生産性（県内総生産／天然資源等投入量：より少ない天然資源で生産

活動を向上させているかを総合的に表す指標）は 38 であった（国の平均値は 46）。  

○ 排出事業者アンケートでは、廃棄物排出抑制の取組みとして「耐久性があり、

長く使える製品等の設計・製造（8.6％）」「再使用・再生利用のしやすさを考慮し

た製品等の設計、製造（6.5％）」という回答結果であった。  

（参考：再使用・再生利用を考慮した分別の割合（66.2％） 

 

 

第２節 各段階における現状と課題 
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【課題】 

○ 自社製品の製造における原材料としての循環資源や再生可能資源の活用に関す

る事業者の意識が低い。 

○ 指標上も生産段階の循環資源・再生可能資源の利用が低く、天然資源の依存度が

高い。  

○ 事業者の拡大生産者責任に伴う環境配慮設計に関する意識が低い。 

 

（２）流通・サービス段階 

【現状】 

○ 熊本県内で利用可能な代表的なサービスとして以下の取組み例がある。  

・アプリを利用し、ロス（食品等）情報を地域で共有し、有効活用するプラット

フォーム事業    

・県内複数の市町でシェアサイクル  

・県内駅で EV シェアリングサービス。  

○ 排出事業者アンケートで廃棄物処理のデジタル化の対応として「トレーサビリ 

ティの導入（1.7％）」という回答結果であった。 

 (※参考：電子マニフェストの利用割合（13.3％）) 

  

○ 処理事業者アンケートで今後取り組みたい事業として製造業者との提携による

使用済製品等の回収、リサイクル事業（10.3％）という回答結果であった。 

   (※参考：既存リサイクル事業の拡大（31.0％）) 

 

【課題】 

○ 熊本県内でもシェアリングプラットフォームやシェアリングサービス等を利用

できる状況にあるが、利用可能な環境が限定的（限られた地域、限られた商品）で

ある。  

○ 適正なリサイクルを進めるために必要な排出事業者と処理事業者間の情報共有

意識や連携意識が低い。 

 

（３）使用段階 

【現状】 

〇県民アンケートでは、サーキュラーエコノミーをどの程度知っているかについて、

「内容も含めて知っている」は 2.4％とかなり低かった。 

○ 県民アンケートでごみ排出削減の取組みとして「シェアリングサービスを利用

（1.6％）」「レンタル、リース製品の使用（4.9％）」「リサイクル製品の積極的な購入

（10.5％）」という回答結果であった。 

(※参考：マイボトル・マイバックの携帯（59.8％）) 

  

○ 排出事業者アンケートで廃棄物排出抑制の取組みとして「使用済製品・再生品

等の調達（グリーン購入）（12.2％）」という結果であった。 
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第５章 サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行における現状と課題  

 

【課題】 

〇 県民にサーキュラーエコノミーがほとんど認知されていない。 

○ 県民の「モノの購入に代わるサービスの利用」や「長期間モノを使用する」とい

う意識が低い状況。  

○ 事業者の使用済製品、再生品等の調達（グリーン購入）に関する意識が低い。 

 

（４）廃棄段階 

【現状】 

○ 本県の一般廃棄物再生利用率は 17.7%（R5 年度）であり、全国平均値 19.5％を下

回っている。 

○ 本県の一般廃棄物直接焼却率は 79.61%であり、全国平均値 80.3％を下回ってい

るものの、増加傾向で推移。 

○ 県民アンケートでごみ排出削減の取組みとして「不要なものは、捨てずにリユー

スショップで売買したり、フリーマーケットアプリ（メルカリ等）を活用（23.4％）」

という回答結果であった。 

(※参考：分別して定められた場所に出す割合（93.1％）) 

○ 食品廃棄物の利活用率は31.3％であり、全国平均値60％を大きく下回っている。 

○ 本県の産業廃棄物再生利用率は 53％と横ばいの状況が続いており、全国平均値

54.7％を下回っている。 

○ 廃プラスチックの排出量に対する最終処分率が他の品目と比較し高い（廃プラス

チック：14.2％）  

（※参考：他項目の状況 がれき類：2.2％、汚泥：0.9％） 

〇 粗大ごみは、廃棄処分することを前提として、市町村が回収しているケースが多

く、未だ使用できるものがリユースされていない。 

〇 「製品プラスチック」の分別回収を実施している自治体は１４自治体（令和６年

度）にとどまっている。 

〇 廃棄物処理業界は、社会的インフラとして無くてはならない業種であり、更に国

家戦略に掲げられているサーキュラーエコノミーにおいて、循環資材の供給の役割

を期待されている。 

【課題】 

○ 一般廃棄物の再生利用率が低く、一方で直接焼却率が高いため、再利用や再資源

化可能なものが焼却処分されている可能性がある。  

○ 不要なモノを有効利用する県民の意識が低い。 

○ 食品廃棄物のバイオマス利活用率が低い。 

○ 産業廃棄物の再生利用率が伸び悩んでいる。 

○ 廃プラスチック最終処分率が他の品目と比較し高い。 

○ 県内では粗大ごみのリユース実施が普及していない 

〇 出来るだけ多くの自治体が「製品プラスチック」の分別回収を実施していく必要

がある。 
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〇 廃棄物処理業界は、社会的インフラであり、サーキュラーエコノミーにおいても、

循環資材の供給の役割を期待されているが、その一方で、人材不足が大きな課題の

一つとなっており、各事業者の将来的な事業の継続、発展への支障となっている。 

 

（５）熊本県の特性を活かす 

【現状】 

○ 未利用系のバイオマス資源の利活用率は、農業残渣：99.9％、残材：88.7％と高

い状況。残材に関しては県内木質バイオマス発電施設で使用されている。 

○ 家畜排せつ物を活用したメタン発酵による発電は現在、本県では行われていない。 

○ 令和 6年度に整備（増改築、改修も含む）した公共建築物（県・市町村）及び補

助事業により整備した施設の木造化率は 86％、木質化率は 83％ 

○ 畜産地帯と耕種地帯が離れており、堆肥が遍在している。 

○ 国外市場も対象にしている企業は国外市場で製品を流通させるために必要な対

応が求められているが、国内市場を対象としている企業はそのレベルでの対応が求

められておらず、資源循環の取組に温度差がある。 

 

【課題】 

○ 家畜排せつ物の利活用手法が堆肥化等に限られている。 

○ 本県の森林は県土の約６割を占めており、戦後植栽されたスギやヒノキの人工林

の多くが本格的な利用期を迎えているため、この豊富な森林資源を積極的に利用す

る必要がある。 

○ 散布のしやすさなどから化学肥料等を利用したり、地域に畜産農家がなく堆肥を

購入できないなどの理由から、堆肥が利用されていない状況がみられる。また、耕

種農家への堆肥の広域流通が十分に進んでいない。  

○ 中小規模の企業に資源循環の取組みを促すための啓発、情報提供が十分に行われ

ていない。 
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○ 県や市町村、事業者の排出抑制や資源化の取組みが今後も推進されるものとし

て、また、令和 7 年 2 月に変更された国の「廃棄物の減量その他その適正な処理

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（以下、「基

本方針」という。）を踏まえて目標の設定を行いました（表 5-1-1）。 

○ 「ごみ総排出量」について、基本方針では、一般廃棄物の排出量を令和 12 年度

に約 3,700 万トンとする目標（令和 4 年度比約 9％削減）が設定されています。本

県の目標値についても、基本方針と同様、令和 5 年度比 9％削減した４７万３千ト

ンを目標とします。 

○ また、総排出量の目標値を達成するため、１日１人あたりの家庭系ごみ（資源ご

みを除いた家庭から出るごみの量）の排出量を４１７グラムとして目標設定を行

います。この目標を達成するためには、令和 5 年度から４１グラム（１年に約 8 グ

ラム）家庭系ごみの量を減らす必要があります。 

○ 「再生利用率」については、基本方針と同様、令和１２年度において約 26％と

高い目標を掲げています。 

○ 「１人１日あたりのごみ焼却量（1 人が 1 日に排出する一般廃棄物のうち、焼却

処理される量）」について、基本方針では、令和 12 年度に 580 グラムとする目標

（令和４年度比約 15％削減）が設定されています。県は、基本方針と同様、令和

5 年度実績に対し、約 15％削減した 553 グラムを目標とします。 

○ 「最終処分量」について、基本方針では、令和 12 年度に約 320 万トンとする目

標（令和４年度比約 5％削減）が設定されています。県は、基本方針と同様、令和

5 年度の実績に対し約 5％削減した 43 千トンを目標とします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 一般廃棄物の目標値（令和 12 年度） 

【目標値設定の考え方】 

○ 国の基本方針において示された、数値目標に即して本県の目標値を定める。 

基本方針における

目標項目 

令和 4 年度 

実績 
参考となる数値目標 

令和 12 年度 

令和 4 年度

比 

排出量 4,000 万トン 約 3,700 万トン ▲9％ 

再生利用量の 

割合 
20％ 

一般廃棄物の出口側

の循環利用率 

約 26％ 

＋6％ 

最終処分量 340 万トン 約 320 万トン ▲5％ 
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表 5-1-1 熊本県の一般廃棄物の目標値（熊本県） 

 
令和 5 年度 

（実績値） 

令和 12 年度 

（推計値） 

令和 12 年度 

（目標値） 

令和 5 年度 

比較 

ごみ総排出量 520 千トン 493 千トン 473 千トン ▲9％ 

1 人

1 日

当た

り排

出量 

 822 グラム 822 グラム 749 グラム ▲73 グラム 

生活系 564 グラム 564 グラム 514 グラム ▲50 グラム 

うち家庭系 458 グラム 458 グラム 417 グラム ▲41 グラム 

事業系 258 グラム 258 グラム 235 グラム ▲23 グラム 

再生利用率 17.8％ 17.4％ 26％ ▲8.2％ 

１人１日あたりの 

焼却量 
648 グラム － 553 グラム ▲15％ 

最終処分量 45 千トン 43 千トン 43 千トン ▲5％ 

 

 

 

○ 排出事業者等の主体的な取組みが引き続き推進されるものとして、また、国の

基本方針を踏まえて目標値を設定しました（表 5-2-1、表 5-2-2）。 

○ なお、今回の計画においても前計画に引き続き、①排出量が多いものの排出抑

制が困難である動物のふん尿、②廃棄物分野からの施策が講じにくい火力発電所

のばいじんを控除した産業廃棄物の目標値も併せて設定します。 

○ 「排出量」について、基本方針では、産業廃棄物の排出量を令和 12 年度に約 3

億 7 千 4 百万トンとする目標（令和 4 年度比約 1％上昇）が設定されています。 

一方、県は、本県の特殊事情（近年の排出量増加率が国平均と比較し大きいこと

や半導体企業の進出や新たな工場の稼働に伴う、経済活動の活発化が予測される

こと）を踏まえ、令和 12 年度の推計値と同じ 766 万 1 千トン（令和 5 年度比約 2.

7％上昇）を目標とします。 

○ 「再生利用率」について、基本方針では、令和 12 年度に約 37％とする目標（令

和 4 年度比±0％）が設定されています。 

県は、基本計画と同様、令和 5 年度の実績に対し令和 12 年度において同様の約

53.2％を目標とします。 

なお、第３章の表 3-1-8 に、産業廃棄物の種類別の再生利用率、「減量＋再生

利用率」を記載しています。令和 5 年度の再生利用率は 53.2%ですが、汚泥など水

分の多い種類では、再生利用率が見かけ上低くなっています。水分を減らすこと

による減量化まで加味した「減量＋再生利用率」を見ると、98.6％と非常に高いこ

第２節 産業廃棄物の目標値（令和 12 年度） 
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とが分かります。 

このことから、産業廃棄物については、再生利用はかなり進んでおり、現状以上

に再生利用率を高めることは困難な状況です。 

これからは、第４節 取組みの方向性に記載しているとおり、サーキュラーエ

コノミーの取組を進め、水平リサイクル等、天然資源の代わりに循環資源を使用

して製造するなど、再生利用の質を高め、天然資源の消費を減らすことで、経済の

持続的な発展を目指すことが必要です。 

○ 「最終処分量」について、基本方針では、令和 12 年度に 780 万トンとする目標

（令和 4 年度比約 10％削減）が設定されています。 

県は、基本方針と同様、令和 5 年度の実績に対し令和 12 年において約 10％減少

の 9 万 6 千トンを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-2-1 熊本県の産業廃棄物の目標値（動物のふん尿、火力発電所のばいじんを

含む） 

 

 
令和 5 年度 

（実績値） 

令和 12 年度 

（推計値） 

令和 12 年度 

（目標値） 

排出量 7,460 千トン 7,661 千トン 7,661 千トン 

再生利用率 53.2％ 52.7％ 53.2％ 

最終処分量 107 千トン 114 千トン 96 千トン 

○ 動物のふん尿、火力発電所のばいじんを含まない場合の目標値は、表 5－2－2 の

とおりです。 

【目標値設定の考え方】 

○ 国の基本方針において示された、数値目標に即して本県の目標値を定める。 

基本方針における

目標項目 

令和 4 年度 

実績 

参考となる数値目標 

令和 12 年度 

令和 4 年度 

比 

排出量 3 億 7,000 万トン 約 3 億 7,400 万トン ＋1％ 

再生利用量の 

割合 
37％ 37％ ±0％ 

最終処分量 870 万トン 約 780 万トン ▲10％ 

○ ただし、前計画の考え方を引継ぎ、動物のふん尿及び火力発電所のばいじん

は、発生抑制が困難又は廃棄物分野からの施策が講じにくいため、令和 7 年度に

おける当該 2 種類は、将来推計の値で推移すると設定したうえで、動物のふん尿

及び火力発電所のばいじん以外の産業廃棄物で全体目標が達成できるように目

標値を設定する。 
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表 5-2-2 熊本県の産業廃棄物の目標値（動物のふん尿、火力発電所のばいじんを

含まない場合） 

 

 
令和 5 年度 

（実績値） 

令和 12 年度 

（推計値） 

令和 12 年度 

（目標値） 

排出量 4,119 千トン 4,438 千トン 4,438 千トン 

再生利用率 49.8％ 49.3％ 50.1％ 

最終処分量 107 千トン 114 千トン 96 千トン 
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○ サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行に向けた数値目標については、

国の第５次循環型社会形成基本計画（以下、「循環基本計画」という。）を踏ま

えて目標の設定を行いました。 

○ 循環経済への移行により循環型社会を形成するためには、どの程度の資源を採

取・消費・廃棄しているのかといった「もの」の流れ（物質フロー）の全体像を

的確に把握し、循環性の向上及び天然資源利用の削減を図っていくことが必要で

あるため、物質フローの３つの断面である「入口」「循環」「出口」を代表する

指標である「資源生産性」「循環利用率」「最終処分量」を、数値目標の指標と

して設定します。 

 ※資源生産性＝県内総生産／天然資源投入量 

  より少ない天然資源でどれだけ大きな豊かさを生み出しているかを総合的に表

す指標。 

 ※出口側の循環利用率＝循環利用量/廃棄物等発生量 

  廃棄物等の発生量のうち循環利用量（再使用・再生利用量）の占める割合を表

す指標。第２章～第６章第２節までは「再生利用率」と表記。 

 

なお、入口側の循環利用率＝循環利用量／（天然資源投入量＋循環利用量） 

 は、経済社会に投入されるものの全体量のうち循環利用量（再使用・再生利用

量）の占める割合を表す指標です。この指標は、「資源生産性」「出口側の循環

利用率」に使用したデータ（天然資源投入量、循環利用量）から算出し、数値目

標は設定しませんが、本県における物資の循環性の参考指標として把握します。 

○ また、サーキュラーエコノミー（循環経済）に移行するために求められる県民

の意識・行動変容の状況を図るため「サーキュラーエコノミー（循環経済）の認

知度」「廃棄物の減量化や循環利用の意識」「３Ｒ行動に関する意識」を指標と

して設定します。 

 

 表５－３－１ サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行に向けた目標値 

指標 
令和 5 年度 

実績値 

令和 12 年度 

目標値 
目標値の考え方 

資源生産性 38 万円／ｔ 約 60 万円／t 循環基本計画の目標値

と同様 

入口側の循環利用率 19.3％  ―  

出口側の循環利用率 

（産業廃棄物の再生

利用率） 

53.2％ 約 53.2％ 基本方針の考え方と同

様（令和 5 年度比

0％） 

最終処分量 10 万 7 千ｔ 約 9 万 6 千ｔ 基本方針の削減率（▲

10％）と同様 

サーキュラーエコノミー（循環

経済）の認知度 

2.4％ 約 90％ 廃棄物の減量化や循環

利用、グリーン購入の

意識の国目標値

（90％）と同様 
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廃棄物の減量化や循

環利用の意識①（使

用済みのリユース製

品や再生原料を使用

しているリサイクル

製品を購入してい

る） 

10.5％ 約 90％ 同上 

廃棄物の減量化や循

環利用の意識②（自

転車シェアリングな

どのシェアリングサ

ービスを利用してい

る） 

1.6％ 約 90％ 同上 

リデュースの意識

（物を大事に使い、

修理などをしながら

長持ちさせるように

している） 

58.3％ 約 90％ 同上 

リユースの意識（不

要になったものは、

捨てずにリサイクル

ショップで売買した

り、フリーマーケッ

トアプリで出品して

いる） 

22.7％ 約 90％ 同上 

リサイクルの意識

（リサイクルしやす

いように、資源とし

て回収される容器類

は洗ってから出して

いる） 

72.2％ 約 90％ 同上 
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 ① 一般廃棄物の排出抑制・再使用・再生利用・熱回収の推進 

  〇 県内の一般廃棄物の状況を的確に把握するとともに、県民、事業者に対し、 

廃棄物の排出抑制等に関する取組みを推進します。 

  〇 レジ袋有料化を契機としたプラスチックごみの削減、食品廃棄物の減量化

など、広く県民、事業者、行政などと連携し、家庭、地域社会、学校、職場な

どのあらゆる場における３Ｒの推進を図るため、市町村等への助言や啓発等

を行います。 

〇 市町村に対し、１人１日当たりのごみ排出量の状況及び生活系・事業系の

内訳を情報提供するとともに、特に排出量の多い市町村に対し廃棄物の排出

抑制に向けた取組みを促します。 

〇 廃棄物の再使用・再生利用を推進するため、廃棄物の分別収集及びリサイ

クル用途の周知啓発を行うなど、住民の分別意識の向上につながる取組みを

市町村に促します。 

〇 廃棄物の分別収集を徹底するとともに、堆肥化等のリサイクルが困難な場 

合も、廃棄物発電等の熱回収、生ごみ等からのバイオガス発電等の推進を図

るため、市町村等への助言や技術的支援等を行います。 

〇 循環型社会形成に向けて、循環型社会形成推進基本法をはじめ各種リサイ

クル法に基づく取組みが進むよう、普及啓発や関係者間の調整に努めます。 

〇 食べきり、使い切りなどにより家庭での食品ロスを減らし、生活系ごみの 

大きな割合を占める食品廃棄物の削減を図ります。 

〇 国のプラスチック資源循環施策等を踏まえ、プラスチック使用製品ごみ等 

のリサイクルが進むよう市町村における分別回収等の取組みを県の補助事業 

等により後押しします。 

○ その他の資源化可能な一般廃棄物（食品ごみ、小型家電、剪定枝、使用済

紙おむつ等）についてもリサイクルが進むよう市町村における分別回収等

の取組みを県の補助事業等により後押しします。 

○ プラスチックの水平リサイクル推進に向けて、複合素材の重層（例：お菓子

の袋（プラスチック＋アルミ））の見直しなどメーカーによる環境配慮設計を

支援します。 

〇 海洋プラスチックごみ削減に向け、普及啓発を通して幅広く県民の理解と

協力を得ながら「回収」「排出処理」「リサイクル」を推進します 

また、関係機関と連携した陸域・海域における排出抑制・回収の取組みを進 

めるとともに、県民及び商工・農業・漁業団体への啓発を行います。 

〇 資源化可能な一般廃棄物の分別回収を徹底・拡充することにより、更なる

第４節 取組みの方向性 

（１） 一般廃棄物に関する施策の概要 
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最終処分量の減量化を図っていきます。 

〇 市町村が廃棄物処理施設を整備する際の「循環型社会形成推進地域計画」

及び「長寿命化計画」の策定を支援し、エネルギー回収効率を高めたごみ焼却

施設の整備を推進します。 

 

 

  〇 「熊本県一般廃棄物処理長期広域化・集約化計画」に基づき、市町村による

ごみ焼却施設等の集約化や広域的処理に向けた取組みを支援します。 

〇 市町村が廃棄物処理施設を整備する際の「長寿命化計画」の策定や「熊本県

一般廃棄物処理長期広域化・集約化計画」に基づく施設の統合の推進並びに

既存施設の有効利用を支援します。 

〇 「熊本県防災計画」との整合性を取りつつ、平時から市町村や関係団体との

連携や研修を行い、必要に応じて災害時における広域的な調整を行います。 

〇 市町村の災害廃棄物処理計画の見直しを支援し、仮置場の適正な設置検討

を支援します。 

〇 市町村が廃棄物処理施設を整備する際の「循環型社会形成推進地域計画」

の策定を支援し、発電や熱利用等、環境に配慮した施設整備を推進します。 

 

 

  〇 リチウム蓄電池等混入による発火や火災を防ぐため、市町村による住民へ

の危険性や排出方法の周知及び回収体制の構築等に向けた取組みを、国に対

する必要な措置の要望も含めて後押しします。   

〇 環境中に水銀が飛散・流出しないよう分別収集・運搬について、水銀含有廃

棄物の適正な処理を推進します。 

  〇 効率的な手法による未普及対策の早期慨成及び持続可能な維持管理を基本

   とする「生活排水処理構想」に基づく対策を継続して実施します。 

〇 下水道等への接続率の向上、合併処理浄化槽への転換及び浄化槽の適正な

維持管理などの普及啓発に取組みます。  

 

 

 

〇 事業所での廃棄物の減量化・リサイクル等を促進するため情報収集を行うと

ともに、事業者に対し、これら情報の横展開を含め、排出抑制・再生利用に関

して積極的に情報を提供します。 

〇 特に世界トップクラスの半導体企業における資源循環の取組みについて情

報収集し、サプライチェーンを含めた他の企業に横展開を図ります。 

② 一般廃棄物処理施設の適正な維持管理 

（2） 産業廃棄物に関する施策の概要 

③ 一般廃棄物の適正処理 

 

①  産業廃棄物の排出抑制・再使用・再生利用・熱回収の推進 
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〇 県内で発生するプラスチックごみ等を 100％リサイクルできる体制整備を

目指し、リサイクル施設の整備やリサイクル製品の研究・開発の支援等に取り

組むとともに、優良な処理業者の育成を推進。 

〇 プラスチックなどの水平リサイクル推進に向けて、複合素材の重層（例：お

菓子の袋（プラスチック＋アルミ））の見直しなどメーカーによる環境配慮設

計を支援します。（再掲） 

〇 リサイクルしやすい素材や代替素材の利用を促進するとともに、リサイクル

製品の認証制度等の支援策について更なる周知を図ります。 

〇 プラスチックごみ等を確実にリサイクルできる体制整備として以下の取組

みを進めます。 

・各種支援制度や活用可能な補助金について整理し事業者に提供 

・県内の廃棄物処理事業者、リユース・リサイクル事業者の指導・育成の推進 

・学術、研究機関と連携し、リサイクル施設の整備やリサイクル製品の研究・開

発の支援等 

・製造事業者等による再生プラスチックやバイオプラスチックの利用、小売事業

者等による容器包装やレジ袋の削減や食品容器等の店頭回収、排出事業者によ

る排出の抑制について周知啓発 

・廃棄物処理業者と製造事業所のマッチング（動静脈連携）を支援 

・マテリアルリサイクルは困難な場合でも、RPF 等の燃料化により確実にリサイ

クルできる処理体制を推進（RPF: Refuse Paper＆Plastic Fuel 古紙及び廃プ

ラスチック類を主原料とした固形燃料） 

・県の廃棄物処理計画におけるサーキュラーエコノミーの取組みに沿った動静

脈連携の民間事業者の事業構想については、広域的な回収、収集運搬、保管、

リサイクルに関する廃掃法等の法令の仕組みを最大限活用・運用すると共に、

県指導要綱を柔軟に運用、必要に応じて見直すなどにより、県として、事業を

支援（再掲） 

 

〇  太陽光パネル等の廃棄物については、国が定めるリサイクル制度を踏まえ、

  県内における適正なリユース及びリサイクル体制等の構築を促進します。 

〇  放置された太陽光パネルが発生しないよう、ＦＩＴの買取期間終了までの

期間を有効活用し、撤去資金を「貯める」、そしてＦＩＴ期間終了後も「使う」、

撤去時には「リサイクル」をするという「太陽光ＦＩＴ後放置ゼロ」の取組み

を、各関係者や市町村と連携しながら進めます。 

〇 最終処分については、公共関与管理型最終処分場「エコアくまもと」等の既

存施設の活用による長期的、安定的な処理体制の維持に努めます。 

〇 産業廃棄物税を活用し、管理型最終処分場の周辺施設整備の促進や既存最終

② 産業廃棄物の適正処理 

① 産業廃棄物の排出抑制・再使用・再生利用・熱回収の推進 
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処分場の理解促進に係る周辺環境調査等を支援します。また、排出事業者及び

処理業者等が行う適正処理の研究・技術開発を支援します。 

〇 産業廃棄物処理の透明性の確保のため、県産業資源循環協会などとも連携し

ながら、研修会等様々な機会を捉え、電子マニフェスト制度のメリット等につ

いて周知し、電子マニフェストの更なる普及を推進します。 

〇 処理業者による適正処理を推進するため、立入検査を行い、指導を徹底しま

す。 

〇 産業廃棄物の適正処理促進のため、研修会等様々な機会を捉え、優良産廃業

者認定制度について周知し、排出事業者に対する普及啓発を推進することで、

認定取得業者の増加を図ります。 

○ 「熊本県産業廃棄物指導要綱」に基づく事前協議指導により、区域外から搬

入される産業廃棄物の種類や量等を把握し、適正処理の確保を進めます。更に

できるだけ県内処理ができるよう、優良な処理業者の育成や処理体制の確保な

どを進める必要があります。 

〇 廃棄物の適正処理は、県民生活・経済の安定確保に不可欠な業務です。新興

感染症が発生した場合等においても、事業を継続することができるよう適切な

処理体制の確保を指導します。 

〇 ＰＣＢ廃棄物の期限内処理を目指して、保管事業者に対する早期処理の働き

かけなどを行います。 

〇 水銀含有廃棄物の適正処理について、許可業者に対し、継続的な監視、指導

を行います。 

 

〇 不法投棄防止対策の強化のため、監視カメラの設置や関係団体との連携等に

より、監視体制及び通報体制の充実に努めるとともに、現状回復等、発生後の

速やかな対応を図ります。 

 

 

①  生産段階 

〇 循環資源、再生可能資源の活用や拡大生産者責任を踏まえた、環境配慮設計 

の重要性について、積極的に情報発信を行います。 

〇 製品製造段階での減量化や再生材の積極的な利用は資源投入量や廃棄物発

生量の抑制につながることや、原材料素材の表示、解体しやすい設計により、

効率的なリユース・リサイクルが可能となることを各種媒体を使用し情報発

信します。 

〇 リユース・リサイクルが進むためには、環境配慮設計の国における推進が必

要となるため、更なる推進について、国への要望を行う。 

③ 不法投棄の未然防止対策強化及び原状回復 

② 産業廃棄物の排出抑制・再使用・再生利用・熱回収の推進 

 

（３）サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行における施策の概要 
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〇 循環資源や再生可能資源が活用されるよう関係者間で連携する以下の取組

みを進めます。 

・ サーキュラーエコノミーの周知と事業者の具体的で積極的な取組みをサポ

ートするため、『サーキュラーエコノミー相談・マッチング支援員制度』を R

7 年度から開始しています。 

・ 研究機関や地域金融機関と連携し、地域の循環資源等の活用に資するような

知見を事業者に提供します。 

・ 動脈産業と静脈産業の事業者や研究機関等が交流、意見交換する場を作る 

・ 国が進めているサーキュラーエコノミー情報流通プラットフォームに関す

る情報提供を行い、参加を促します。 

 

〇 製品製造段階での減量化や再生材の積極的な利用は資源投入量や廃棄物発

生量の抑制につながることや、原材料素材の表示、解体しやすい設計により、

効率的なリユース・リサイクルが可能となることについて、各種媒体を使用し

情報発信します。 

〇 拡大生産者責任を踏まえた、環境配慮設計製品等に対する支援を行うため、 

環境配慮設計製品の研究支援を行とともに、環境配慮設計製品を認証し、P 

R を行います。 

 

②  流通・サービス段階 

〇 モノの点検・リペア・交換やシェアリング等を行う新たなビジネスに対する

以下の支援を行います 

・ サーキュラーエコノミー移行に資するリペア、シェアリング、サブスク等の

新たなビジネスモデルを県で認証し、PR を行います。 

・ これらビジネスモデルの事業立上げへの補助事業を行います。 

〇 素材、再生材含有率、CO2 情報、環境負荷、耐久性等製品の循環性等に関す

る情報がサプライチェーン全体で共有されるデジタル製品パスポート（DPP）

の将来的な導入が国で検討されています。この動きを視野に入れた製品履歴を

見える化するアプリの開発など、サーキュラーエコノミーの促進につながるソ

フトウェアの開発事業についても補助事業により支援します。 

〇 循環資源や再生可能資源が活用されるよう関係者間で連携する以下の取組

みを進めます。【再掲】 

・サーキュラーエコノミーの周知と事業者の具体的で積極的な取組みをサポー

トするため、『サーキュラーエコノミー相談・マッチング支援員制度』を R7 年

度から開始しています。 

・ 研究機関や地域金融機関と連携し、地域の循環資源等の活用に資するような
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知見を事業者に提供します。 

・ 動脈産業と静脈産業の事業者や研究機関等が交流、意見交換する場を作りま

す。 

・ 国が進めているサーキュラーエコノミー情報流通プラットフォームに関す

る情報提供を行い、参加を促します。 

 

③ 使用段階 

  〇 県民に対し、より環境負荷の少ないライフスタイルに積極的に取り組んでい 

く意識を醸成するため、以下の取組みを行います。 

・ ごみを発生させないため、サブスクリプション・シェアリングサービスの利

用、リユース品、リサイクル製品等の積極的な利用の重要性について、事業者

や NPO・NGO と連携して効果的に情報発信し、県民の積極的な取組みを促す。 

・  譲渡する前提でモノを購入し、大事に使用するなど、賢い消費者行動を促 

す。 

・ 工業連合会、商工組合などの事業者団体へのサーキュラーエコノミーの普及

啓発を進め、将来的にこれら団体が自主的にサーキュラーエコノミーの普及啓

発、実践に取り組んでもらうようにする。 

〇 より多くの使用済製品が県内で循環されるよう、リユースの裾野を拡大す 

   るため、以下の取組みを行います。 

  ・ 民間事業者等と連携し、県民に対して、リユース製品のメリット等（暮らし

     が豊かになる、物価高騰対策になる）をわかりやすく周知する 

・ リユースの意義等を理解し自らリユースを体験するため、小中学生等の若年

層を対象とした環境教育・普及活動を推進し、環境問題への共通理解や参加意

欲の高揚に努めます。 

・  消費者団体や業界団体とも連携をかかりつつ、家庭、地域社会、職場などに

おける環境教育・環境学習を推進します。 

・ 公共関与型最終処分場「エコアくまもと」において、循環型社会の形成のた

めの環境教育・環境学習に熊本県環境センター等と連携して取組みます。 

 

〇 循環資源や再生可能資源を用いた製品の選択を推進するため以下の取組み

を行います。 

・ 県としてグリーン購入などを通じてリサイクル製品のみならず、リユース品

も含めた優先的な調達など、循環型社会の形成に向けた行動を率先して実行す

る。 

・ 市町村に対して率先行動を求めとともに、県内事業者等に対しても取組みを

依頼する。 
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④  廃棄段階 

〇 廃棄物の分別収集を徹底するとともに、堆肥化等リサイクルが困難な場合も、

  廃棄物発電等の熱回収、生ごみ等からのバイオガス発電等の推進を図るため、

  市町村等への助言や技術的支援等を行います。 

  〇 市町村における分別回収の取組みについて支援を行います。 

 

〇 食品廃棄物の利活用を推進するため、以下の取組みを行います。 

・ 食品関連事業者と連携し食品ロスの削減について情報発信を行う。 

・ 食品関連事業者とリサイクル事業者が交流、意見交換する場を作る 

・ 食品循環資源の肥飼料化やメタン発酵によるバイオガス発電等の取組みを 

支援する 

〇 県内で発生する廃棄物を確実にリサイクルできる体制整備を目指し、以下の

取組みを行います。 

・ 各種支援制度や活用可能な補助金について整理し事業者に提供する。 

・ 県内の廃棄物処理事業者、リユース・リサイクル事業者の指導・育成を推 

  進する 

・  学術、研究機関と連携し、リサイクル施設の整備やリサイクル製品の研究・ 

開発の支援等に取り組む 

・ 製造事業者等による再生プラスチックやバイオプラスチックの利用、小売 

   事業者等による容器包装やレジ袋の削減や食品容器等の店頭回収、排出事業

   者による排出の抑制について周知啓発を行う。 

・ 廃棄物について、廃棄物処理業者と製造事業所のマッチング（動静脈連携）

を支援するため、『サーキュラーエコノミー相談・マッチング支援員制度』の取

組みを進める。 

・ 県の廃棄物処理計画におけるサーキュラーエコノミーの取組みに沿った動静

脈連携の民間事業者の事業構想については、広域的な回収、収集運搬、保管、

リサイクルに関する廃掃法等の法令の仕組みを最大限活用・運用すると共に、

県指導要綱を柔軟に運用、必要に応じて見直すなどにより、県として、事業を

支援する。 

〇 より多くの使用済製品が県内で循環されるよう、リユースの裾野を拡大す 

   るため、以下の取組みを行います。 

  ・ 一般家庭等の粗大ごみについて、リユースするスキーム（回収方法、リサイ

クルとの連動等を含む）を市町村や事業者と連携して構築するなど、市町村に

対し、回収した使用済製品を民間事業者等と連携して、流通させる取り組みを

促す 

〇 廃棄物処理業界の課題となっている人材不足への対応として、若者を中心と
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した一般の方々向けに、様々な周知媒体あるいはセミナーなどにより、国家戦

略に掲げられているサーキュラーエコノミーにおいて、循環資材の供給の役割

を期待されているなど、この業界の将来性、魅力を積極的に周知することで、

この業界を目指す人材の確保につなげます。 

 

⑤熊本県の特性を活かした姿 

〇 地域の資源循環に加えて、脱炭素社会の実現に向けた取組として、バイオマ 

ス資源を最大活用し、化石燃料の使用抑制等を通じた環境負荷の軽減を図りま 

す。また高純度ＢＤＦ（Bio Diesel Fuel：バイオディーゼル燃料）の普及と 

ともに原料となる廃食油の回収を促進します。 

〇 研究機関や地域金融機関と連携し、地域の循環資源等の活用に資するような

知見を事業者に提供します。 

〇 学術、研究機関と連携し、バイオマス資源の利活用に関する研究・開発の支

援等に取組みます。 

〇 未利用資源のメタン発酵によるバイオガス発電等の取組みを支援します。 

〇 公共建築物のみならず、これまで木材の利用が低位であった非住宅の建築物

や中高層建築物を含め建築物全体における木材の利用を促進し、森林資源のを

循環的なに利用を推進します。 

〇 公共建築物等における木材利用に率先して取組みます。 

〇 民間建築物における木材の利用が促進されるよう、木造建築物の普及、木材

利用に関する技術的情報の提供、木造建築物の設計及び施工に関する知識及び

技能を有する人材の育成、建築物木材利用促進協定制度の周知等に取組みます。 

〇 建築物における木材の利用の促進の意義等について県民に分かりやすく周知

します。 

〇 堆肥の広域流通の推進のため、以下の取組みを行います。 

・良質堆肥の生産に向けた堆肥の品質向上研修会や堆肥共励会を開催。 

・耕種農家と畜産農家のマッチングを支援。 

・堆肥の製造技術に長けた堆肥生産者を「たい肥の達人」として協議会が認定。 

・堆肥の保管施設やペレット化設備等の導入を補助。 

・品質が認められた堆肥を県がリサイクル認証制度により認証し、PR 

・民間事業者による海外への堆肥輸出の事例もあることを踏まえ、県内事業者の 

同様の取組みを支援していくことで、持続可能な窒素・リン管理の取組みを推 

進します。 

〇  食品残さを飼料として利用するエコフィード利用促進に向けた取組みとして、

食品残さが発生する飲食店や食品製造業などと畜産農家をつなぐネットワーク

作りに取組みます。 
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〇 半導体企業の資源循環の取組みについて可能な範囲で情報収集し、他の企業 

に横展開を図ることで、生産・流通・使用・廃棄の各段階で世界トップクラス 

の資源循環を目指します。 

 

 

 

(１) 推進体制 

本計画の推進に当たっては、庁内関係部局が連携して本県の循環型社会の形

成に向けた施策を総合的に推進します。 

 

(２) 計画の進行管理 

① 第４節に挙げた取組の方向性は、サーキュラーエコノミー（循環経済）への移

行に向け、継続的に取組を進めて行きますが、今後５年間の本計画期間中、現在

直面している課題の解決に向けて、以下の事項について、特に集中的に取組む

こととします。 

 

【一般廃棄物に関する集中的取組】 

〇 食品ごみのリサイクルが進むよう市町村における分別回収等の取組みを後押

しするとともに、生ごみ等からの堆肥化、バイオガス発電等の取組を推進しま

す。 

〇 国のプラスチック資源循環施策等を踏まえ、プラスチック使用製品ごみ等の

リサイクルが進むよう市町村における分別回収等の取組みを後押しします。 

〇 リチウム蓄電池等混入による発火や火災を防ぐため、市町村による住民への

危険性や排出方法の周知及び回収体制の構築等に向けた取組みを、国に対する

必要な措置の要望も含めて後押しします。  

〇 「熊本県一般廃棄物処理長期広域化・集約化計画」に基づき、市町村によるご

み焼却施設等の集約化や広域的処理に向けた取組みを支援します。 

 

【産業廃棄物に関する集中的取組】 

〇 水平リサイクル推進に向けて、メーカーによる環境配慮設計を支援します。 

〇 太陽光パネル等の廃棄物については、国が定めるリサイクル制度を踏まえ、

県内における適正なリユース及びリサイクル体制等の構築を促進するとともに、

放置された太陽光パネルの発生防止に向けた「太陽光ＦＩＴ後放置ゼロ」の取

組みを、各関係者や市町村と連携しながら進めます。 

 

 

第５節 計画の推進体制・進行管理 
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第６章 サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行に向けた目標・取組みの方向性  

【サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行に関する集中的取組】 

サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行に向け、上記の一般廃棄物、産

業廃棄物に関する取組に加えて、取組の効果が期待される次の分野について、

事業者に向けた支援を含む以下の集中的な取り組みを行います。 

＜事業者支援＞ 

〇 環境配慮設計製品等に対する支援を行うため、環境配慮設計製品の研究支援

を行とともに、環境配慮設計製品を認証し、PR を行います 

〇 モノの点検、リペア、交換やシェアリング等を行う新たなビジネスに対する

以下の支援を行います。 

・サーキュラーエコノミー移行に資するリペア、シェアリング、サブスク等の新

たなビジネスモデルを県で認証し、PR を行う。 

・これらビジネスモデルの事業立上げへの補助事業を行う。 

・サーキュラーエコノミーの促進につながるソフトウェアーの開発事業につい

ても補助事業により支援します。 

〇 廃棄物処理業者と製造事業所のマッチング（動静脈連携）を支援するため、

『サーキュラーエコノミー相談・マッチング支援員制度』等の取組みを進めま

す。 

〇 動静脈連携の民間事業者の事業構想については、広域的な回収、収集運搬、

保管、リサイクルに関する廃掃法等の法令の仕組みを最大限活用・運用すると

共に、県指導要綱を柔軟に運用、必要に応じて見直すなどにより、県として、

事業を支援します。 

 

＜事業者支援以外の取組＞ 

〇 ごみを発生させないため、サブスクリプション・シェアリングサービスの利

用、リユース品、リサイクル製品等の積極的な利用の重要性について、事業者

や NPO・NGO と連携して効果的に情報発信し、県民の積極的な取組みを促しま

す。 

〇 県としてグリーン購入などを通じてリサイクル製品のみならず、リユース

品も含めた優先的な調達など、循環型社会の形成に向けた行動を率先して実

行します。 

〇 研究機関や地域金融機関と連携し、地域の循環資源等の活用に資するよう

な知見を事業者に提供します 

〇 地域の資源循環に加えて、脱炭素社会の実現に向けた取組として、バイオマ

ス資源を最大活用し、化石燃料の使用抑制等を通じた環境負荷の軽減を図り

ます。 

 



 

- 74 - 

 

第６章 サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行に向けた目標・取組みの方向性 

② 本計画を着実に推進するため、廃棄物の排出量、再生利用量、最終処分量等

や、サーキュラーエコノミーに関する施策・実施の状況について把握するとと

もに、その結果を広く県民に情報提供します。 
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cx 

 

 

 

(１) 目的等 

○ バイオマスは、温室効果ガスを増加させない「カーボンニュートラル」とい 

う特性を有する持続的に再生可能な資源であり、本県の豊富なバイオマス資源 

が多様な主体によって活用されることが必要です。 

○ そのため、本県のバイオマス資源の更なる活用を通した循環型社会の形成に 

向け、平成24年（2012年）３月に熊本県バイオマス活用推進計画（以下、「第

１期計画」という。）を策定し、取組みを進めてきました。 

〇 地球温暖化対策として、バイオマスの活用が期待される中、新たに本計画に 

より、今後のバイオマス活用の方向性を示し、関係部局と連携してバイオマス 

の更なる活用を推進します。また、本章をバイオマス活用推進基本法第21条の 

規定による「熊本県バイオマス活用推進計画」として位置付けます。 

 

(２) バイオマスの特徴及び種類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 県内のバイオマスの種類と発生状況 

○ 県内におけるバイオマス発生量（令和５年度実績）（図１） 

推計で年間約４８８万トン 

･うち廃棄物系バイオマス：４１３万トン 

･うち未利用系バイオマス： ７４万トン 

 

第１節 計画策定の基本方針 

第７章 バイオマス活用の推進に向けた取組み 
（熊本県バイオマス活用推進計画） 

第２節 現状及び目標達成状況 

 

＜バイオマスとは＞ 

再生可能な生物由来の有機性資
源で、石油などの化石資源を除い

たもの 

＜バイオマスの特徴＞ 

 再生可能で枯渇しない 
 温室効果ガスを増加させない 

（カーボンニュートラル） 等 

未利用系バイオマス 
・林地残材 

・農作物残さ 
（稲わら、もみ殻、麦わら、い草） 

 

廃棄物系バイオマス 
・家畜排せつ物 

・食品廃棄物 
・下水汚泥等 

・黒液（パルプ製造時の廃液） 
・木質系廃材 
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第 7 章 バイオマス活用の推進に向けた取組み（熊本県バイオマス活用推進計画） 
） 

 〇 県内各地域のバイオマスの発生状況は図２のとおりであり、家畜排せつ物に

  関しては菊池、阿蘇、人吉球磨の各地域、林地残材に関しては人吉球磨地域で

  多く発生しています。 
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第 7 章 バイオマス活用の推進に向けた取組み（熊本県バイオマス活用推進計画） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出典＞ 

○家畜排せつ物・・令和５年度熊本県畜産統計（畜産課）（令和 6 年 2 月 1 日調査）から推計 

○食品廃棄物・・・令和６年度一般廃棄物処理事業実態調査（環境省）（令和 5 年度実績）から推計 

令和６年度熊本県産業廃棄物実態調査等業務報告書（熊本県）（令和 5 年度実績） 

○下水汚泥等・・・下水環境課調査（令和 5 年度実績）  

○黒液・・・・・・日本製紙株式会社調査（令和 5 年度実績） 

〇木質系廃材・・・林業振興課調査（令和 5 年度実績） 

平成 30 年度建設副産物実態調査（国土交通省）（平成３０年度実績）から推計 

○林地残材・・・・林業振興課調査（令和 5 年度実績） 

○農作物残さ（稲わら、もみがら、麦、い草）・・・農産園芸課調査（令和 5 年産実績） 

図２ 県内各地域のバイオマスの発生状況（令和 5 年度実績） 

図１ 県内におけるバイオマスの発生量（令和 5 年度実績） 
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第 7 章 バイオマス活用の推進に向けた取組み（熊本県バイオマス活用推進計画） 
） 

  

(２) 前計画の目標達成状況 

〇 前計画の目標の達成に向けて、バイオマス活用施設の整備や市町村の具体的

取組みを支援するとともに、普及啓発等を行いました。 

〇 「廃棄物系バイオマス」の利用率は、令和7年度の目標値（95％）に対し、9

4％（令和5年度実績）となっています。一方、「未利用系バイオマス」は目標

値（95％）に対し、100％（令和5年度実績）の利用率となっています。 

〇 「廃棄物系バイオマス」については、食品廃棄物の利用率は28％（令和5年度

実績）で第１期計画策定時（28％）から横ばいで、目標値（40％）を大きく下

回っています。 

〇 「未利用系バイオマス」については、平成22年度にほとんど利用のなかった

林地残材の利用率は、平成24年度に開始された固定買取価格制度（ＦＩＴ）に

よるバイオマス発電の増加の影響により前計画策定時に89%（平成30年度実績）

と大幅に伸び、令和5年度は100%となりました。 

  

 

＜バイオマスの利用目標及び達成状況＞   

種類  
平成 30 年度 

【利用率】 

令和 5 年度 

【利用率】 

令和 7 年度 

【前計画目標】 

廃棄物系バイオマス 94% 94% 95% 

未利用系バイオマス 93% 100% 95% 

主
な
バ
イ
オ
マ
ス
の
種
類 

廃
棄
物
系 

家畜排せつ物 98% 97% 98% 

食品廃棄物 28% 28% 40% 

下水汚泥等 99% 95% 100% 

黒液 100% 100% 100% 

木質系廃材 89% 90% 95% 
未
利
用
系 

林地残材 89% 100% 90% 

農作物残さ 100% 100% 100% 
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第 7 章 バイオマス活用の推進に向けた取組み（熊本県バイオマス活用推進計画） 

 

 

（１）バイオマスの種類ごとの現状と課題、今後の方向性 

 バイオマスは種類ごとに形態や課題が異なることから、家畜排せつ物や食品

廃棄物、下水汚泥等といった種類ごとに、現状と課題、令和12年度の利用目標、

今後の方向性を示します。 

 

① 家畜排せつ物 

 〔現状及び課題〕 

〇 家畜排せつ物は、年間 3,063 千トン発生しているものと推計され、その

ほとんどが堆肥化され、耕種農家などで土づくりなどに活用されています。 

〇 県内では畜産が盛んな地域と耕種農業が盛んな地域が異なるため、堆肥

の生産と需要に地域的な偏りがあり、この偏りを解消するために堆肥の広

域流通が行われています。 

〇 家畜排せつ物の供給が過剰な地域では、メタン発酵や燃料などによる活

用も考えられますが、初期投資や運転に要するコストが高額になることに

加え、残さ物の利用が課題となっています。 

〔利用目標〕 

 〇 令和 5 年度利用率：97％ → 令和 12 年度目標値：98％ 

  ※活用困難分を除き、全て利活用 

〔今後の方向性〕 

〇 引き続き良質堆肥についての講習や表彰等を行い、堆肥の生産技術向上

と利用促進を図ります。 

〇 堆肥の偏在を解消するために必要な広域流通について引き続き推進しま

す。 

〇 メタン発酵によるバイオマス発電等が進むよう、事業者、市町村等に対 

し、発電量や投資コスト、消化液の利活用等、事業啓発に向けた情報提供 

等を行います。 

②食品廃棄物 

〔現状及び課題〕 

〇 食品廃棄物は、年間186千トン発生しているものと推計されます。食品廃

棄物のうち、産業廃棄物（製造業等）の多くは堆肥化や飼料化など再生利用

されていますが、一般廃棄物（家庭、小売業、飲食業等）の多くは焼却され

ており、活用の余地は大きいと見込まれます。 

   〇 一般廃棄物については、県内の一部地域で堆肥化やごみ固形燃料（ＲＤ

Ｆ）化、廃食用油のＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）化の取組みが行われて

いますが、利用率の向上には繋がっていません。 

   〇 生ごみの堆肥化等による利用等を進めるには、家庭や事業所から出る生

第３節 取組みの方向性 
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第 7 章 バイオマス活用の推進に向けた取組み（熊本県バイオマス活用推進計画） 
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 ごみの分別収集と、堆肥化等の処理施設が必要となります。 

   〇 ごみ固形燃料（ＲＤＦ）化については、利用先の確保等が課題です。 

   〇 廃食用油は高純度ＢＤＦ化し、運送用トラック、重機、発電機などで軽油

代替燃料として利用されていますが、更なる普及には、市町村等における

回収を定着させ、さらに、価格や供給体制の改善が必要です。 

〔利用目標〕 

〇 令和 5 年度利用率：28％ → 令和 12 年度目標値：40％ 

  ※前計画目標値と同じ値とする。 

〔今後の方向性〕 

   〇 事業所や家庭から出される生ごみの処理については、市町村や事業者に

よる分別収集の取組み並びに堆肥化、飼料化及びメタン発酵等の情報を提

供するなど、利活用を推進します。 

〇 家庭から出される生ごみの抑制については、市町村における生ごみ処理

機（コンポスト容器）普及支援策等により、各家庭での堆肥利用を推進しま

す。 

〇 市町村による資源ごみ（食品ごみ、プラスチックごみ、食品ごみ、小型家

電、剪定枝、使用済み紙おむつ等）の分別収集の促進を目的とした事業（ご

み収集カレンダー等作成、住民への周知啓発、調査等）を支援するため、県

による補助事業を実施します。 

 

〇 高純度ＢＤＦについては、石油代替燃料としての普及啓発等に努めると 

ともに、市町村とも連携して、廃食用油の回収を推進し、利用拡大を図りま 

す。 

 

〇 県では、令和4年（2022年）3月に「熊本県食品ロス削減推進計画」を策定 

し、消費者が食品ロスの意義を理解し、日常生活ですぐ取り組め、行動変容

    につながる4つの行動、「てまえどり」行動の推進、「食べき運動」の推進、 

「フードドライブ」活動の推進、「食ロスチェック」の実施を、食品ロス削 

減アクション『四つ葉のクローバ運動』として重点的に推進します。 

 

③下水汚泥等 

〔現状及び課題〕 

   〇 下水汚泥等は年間89千トン発生しています。利用率は平成22年度に69％

でしたが、下水道法が改正され、発生汚泥等の燃料・肥料としての再生利用

が努力義務化されたことなどにより、肥料や建設資材利用等としての利用

が進み、95％（令和5年度実績）となりました。 

    〇 さらに、近年、下水汚泥等におけるエネルギー利用技術の開発・普及が

進んでおり、下水汚泥の減量・消化行程で発生するメタンガスの発電利用
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第 7 章 バイオマス活用の推進に向けた取組み（熊本県バイオマス活用推進計画） 

等も含めたより効率的な活用も行われています。 

〔利用目標〕 

〇 令和 5 年度：95％ → 令和 12 年度目標値：100％ 

  ※前計画目標値と同じ値とする。 

〔今後の方向性〕 

   〇 下水汚泥等については、堆肥化、焼却灰の建設資材としての利用に加え、

メタン発酵による発電や炭化による石炭代替燃料としての有効利用を進め

ます。 

〇 県が管理する流域下水道及び熊本市の終末処理場においては、汚泥の処

理過程で発生するメタンガスを利用した発電を継続し、エネルギーとして

利用します。 

○  汚泥中の有機物をエネルギー・緑農地利用した割合を示す「下水道バイ

オマスリサイクル率」が国のバイオマス活用推進基本計画（第３次）の指

標として追加されました。令和 12 年の国の目標率が約 50％とされていま

すが、県ではすでに、83％が利用（肥料、エネルギー）されています。 

 

④黒液 

〔現状及び課題〕 

 〇 黒液は、年間367千トン発生しており、計画当初からすべてが黒液ボイラ

ーで焼却され、発電及び熱利用されています。また、工場排水処理後の有機

性汚泥（パルプスラッジ）についても焼却され熱利用されています。 

〔利用目標〕 

〇 令和 5 年度利用率：100％ → 令和 12 年度目標値：100％ 

  ※前計画目標値と同じ値とする。 

〔今後の方向性〕 

〇 県内のパルプ工場で発生する黒液については、発電及び熱利用の燃料と

しての活用が継続されます。 

 

⑤木質系廃材 

〔現状及び課題〕 

 〇 製材工場等残材、建設発生木材などの木質系廃材の年間発生量は、427千

トンで、製材残材を中心に、畜産業用の敷料（畜舎の床に敷くおがくずや 

稲わら）、堆肥、燃料、チップ等に利用されています。利用率は90％（令和

5年度実績）と、令和7年目標(95%)を下回っており、前計画策定時の89％（平

成30年度実績）からほぼ横ばいの状態です。 

〔利用目標〕 

〇 令和 5 年度実績値：90％ → 令和 12 年度目標値：95％ 

  ※前計画目標値と同じ値とする。 

〔今後の方向性〕 



 

- 81 - 

 

第 7 章 バイオマス活用の推進に向けた取組み（熊本県バイオマス活用推進計画） 
） 

 〇 製紙用チップ、燃料等として利用されていますが、地球温暖化対策等の

観点から更なる活用を推進します。 

 

 

⑥林地残材 

〔現状及び課題〕 

   〇 主伐、除間伐による林地残材の県全体の発生量は、472千トンと推測され

ます。 

〇 平成22年度にほとんど利用のなかった林地残材の利用率は、令和７年度

目標(90%)を上回り、100％（令和5年度実績）となっています。 

〔利用目標〕 

〇 令和 5 年度利用率：100％ → 令和 12 年度目標値：100％ 

  ※活用困難分（急傾斜地等）を除き、全て利活用 

〔今後の方向性〕 

〇 固定買取価格制度（ＦＩＴ）に伴う木質バイオマス発電所の稼働により

林地残材の利用が増加しており、燃料としての用途が確立されつつありま

す。今後も木質バイオマス発電や熱利用施設でのエネルギー利用を促進し

ます。 

 

⑦農作物残さ 

〔現状及び課題〕 

 〇 稲わら、もみ殻、麦わら、い草残さからなる農作物残さの年間発生量は、

271千トンで、大部分が、農地へのすき込み（耕しながら土中に入れ込む）、

畜産業用の飼料・敷料、園芸用途、堆肥に利用され、計画当初から利用率は

100%となっています。 

〔利用目標〕 

〇 令和 5 年度利用率：100％ → 令和 12 年度目標値：100％ 

  ※前計画目標値と同じ値とする。 

〔今後の方向性〕 

 〇 農作物残さについては、今後とも農地へのすき込み、飼料や敷料への利

用等を促進します。 

 

(２) バイオマス活用の横断的な取組みの方向性 

＜サーキュラーエコノミー推進の一環としての取組み＞ 

〇県内の豊富なバイオマス資源の循環的活用は、本県におけるサーキュラーエ

コノミーの推進上重要です。サーキュラーエコノミー関連の取組（相談員制

度、市町村補助事業、事業者向け補助金、研究会等）を活用して、バイオマ

ス資源の更なる循環利用を進めます。 
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〇バイオマス資源の肥料、エネルギー等としての循環利用、適切な森林管理や

木材の利用拡大を通じた森林資源の循環利用を進めることで、環境と調和の

とれた持続可能な農林水産業等の地域産業としての確立にもつなげます。 

○環境に配慮した持続的な農業の実現に向けて、堆肥散布の地域的偏りの解消

および堆肥の活用による化学肥料使用量の削減を図り、窒素負荷低減の取り

組みを推進します。更に、全国的にみれば民間事業者による海外への堆肥輸出

の事例もあることを踏まえ、県内事業者の同様の取組を支援していくことで、

持続可能な窒素・リン管理の取組を推進します。 

 

＜広域連携による取組み＞ 

〇 バイオマスは地域における住民や団体等による利用が中心ですが、より有

効に活用するため広域連携による取組みを推進します。 

 

＜バイオマス資源の新たな活用、研究・開発＞ 

〇 未利用のバイオマスの用途開発やバイオマスの効率的な活用などの調査研

究等を支援します。 

 

＜バイオマス製品等の普及啓発＞ 

〇 バイオマス製品について、県のリサイクル認証制度による利用推進及び普

及啓発、情報の提供を行うことにより需要拡大を図ります。 

〇バイオマスの活用推進のため、供給、製造、ユーザーのネットワークの構築

を進めます。 
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(１) バイオマスの種類ごとの目標利用率 

○ 目標年度（令和 12 年度）におけるバイオマスごとの目標利用率を下表のとお

りとし、目標達成に向けて、バイオマスの利用を引き続き推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 各主体の体制 

〇 県では、県内のバイオマス利用の現状や目標、今後の方向性等を示し、市町

村、事業者、県民等に対し、利活用の必要性についての普及啓発に努めます。 

また、県内の豊富なバイオマス資源の循環的活用は、本県におけるサーキュラ

ーエコノミーの推進上重要です。サーキュラーエコノミー関連の取組（相談員

制度、市町村補助事業、事業者向け補助金、研究会等）を活用して、バイオマ

ス資源の更なる循環利用を進めます。 

 また、市町村と密接な情報交換を行いつつ、市町村の範囲を超える広域的なバ

イオマスの活用、市町村間の連携等を促進します。 

〇 実施主体となる市町村や事業者、ＮＰＯ等は、情報交換等を通じ、それぞれ

連携し、バイオマスの積極的な活用に取り組みます。 

 

(３) 進捗管理 

〇 バイオマスの種類ごとに毎年度利活用の進捗状況を把握するとともに、本計

画の最終年度には利活用率の目標と達成状況について検証を行います。 

 

第４節 利用目標等 

＜バイオマスの目標利用率＞    

種類  
令和 5 年度 

【利用率】 

令和 7 年度 

【前計画目標】 

令和 12 年度 

【目標】 

廃棄物系バイオマス 94% 95% 95% 

未利用系バイオマス 100% 95% 100% 

主
な
バ
イ
オ
マ
ス
の
種
類 

廃
棄
物
系 

家畜排せつ物 97% 98% 98% 

食品廃棄物 28% 40% 40% 

下水汚泥等 95% 100% 100% 

黒液 100% 100% 100% 

木質系廃材 90% 95% 95% 
未
利
用
系 

林地残材 100% 90% 100% 

農作物残さ 100% 100% 100% 
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（１）本章（熊本県災害廃棄物処理計画）の目的と位置づけ 

 非常災害により生じた廃棄物（災害廃棄物）は、人の健康又は生活環境に重大な

被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公

衆衛生上の支障の防止の観点から、その適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速

に処理する必要があります。 

〇 本章（熊本県災害廃棄物処理計画）では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）第 5 条の 5 第 2 項

第 5 号の規定に基づき、今後起こり得る大規模災害を想定し、平時に備える事項、

災害廃棄物処理の基本的な流れや留意すべき事項、処理主体である市町村に県が

行うべき支援、関係機関、処理事業者との連携等、早期処理に必要な事項を事前に

整理します。 

○ 本県では、平成 28 年４月に発生した「平成 28 年熊本地震」において、300 万ト

ンを超える膨大な量の災害廃棄物が発生しましたが、県民の早期の生活再建に資

するよう、約２年間でその処理を完了しました。 

○ また、令和２年７月豪雨災害においては、約７千棟を超える被害が発生した。

熊本地震や他県の災害支援で得た教訓を踏まえ、自衛隊による大型災害ごみの収

集など、分別収集を徹底し、約 30 万トンの災害廃棄物が発生しましたが、約１年

６か月でその処理を完了しました。 

〇 令和７年８月１０日からの大雨災害においては、県内の広範囲に渡り、甚大な

浸水、土砂流入等被害が発生し、令和２年７月豪雨を超える約 9 千棟の住宅被害

が発生しました。過去の災害経験を踏まえ、毎年度、災害廃棄物処理対応にかかる

県及び市町村職員の人材育成等を進めてきた結果、迅速に災害廃棄物処理が進め

られています。 

○ このような過去の大災害の経験を踏まえ、被害の発生前にあらかじめ災害の規

模や廃棄物の発生量、性状などを予測し、災害廃棄物処理の方針を事前に定める

ことで、処理に要する期間を最小化することができます。 

○ 本章は、環境省の定める「災害廃棄物対策指針（平成 30 年３月改定）」を踏ま

え、「熊本県地域防災計画」等との整合を図り、災害廃棄物処理に関する県の基本

的な考え方や取組みを示すものであり、本章を「熊本県災害廃棄物処理計画」とし

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 災害廃棄物の処理に関する事項（熊本県災害廃棄物処理計画） 

第１節 災害廃棄物処理対策の基本的事項 
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図 7-1-1 本章の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）想定する災害 

「熊本県地域防災計画」で被害想定を行っている地震・津波や「令和２年７月豪

雨災害」「平成 24 年７月熊本広域大水害」など、県内広域に大きな被害が発生す

る災害を想定し、様々な災害に備えます。 
 

① 地震・津波 

 断層帯等 
地震 

規模 

県内の 

最大想定震度 

災害廃棄物の 

発生量 

津波の 

想定 

1 
布田川・日奈久断層帯 

（中部・南西部連動型） 
M7.9 震度７ 4,351 千トン ○ 

2 別府・万年山断層帯 M7.3 震度６強 33 千トン  

3 人吉盆地南縁断層帯 M7.1 震度７ 621 千トン  

4 出水断層帯 M7.0 震度６強 13 千トン  

5 雲仙断層群（南東部） M7.1 震度６弱 2,204 千トン ○ 

6 南海トラフ（最大値） M9.0 震度６弱 3,169 千トン ○ 

○「災害廃棄物対策指針 資料編」(環境省)の算定式を基に作成 
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② 水害・台風 

 
災害等 

 

災害廃棄物の 

発生量 

1 「平成 11 年台風」と同規模の台風 189 千トン 

2 「平成 24 年７月熊本広域大水害」と同規模の水害 33 千トン 

3 「令和２年７月豪雨災害」の実数 324 千トン 

○「災害廃棄物対策指針 資料編」(環境省)の算定式を基に作成 

 

（３）災害時に発生する廃棄物 

○ 災害時に発生する廃棄物には、災害に伴い発生する廃棄物（災害廃棄物）と被

災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物があります。（表 7-1-3） 

〇 地震と水害では、発生する災害廃棄物の種類や性状等が異なるため、発生する

災害廃棄物の特徴に応じた対応が必要となります。（表 7-1-4） 

 

表 7-1-3 災害時に発生する廃棄物の種類 

種 類 事 例 

災害廃棄物 

 可燃物／可燃系混合物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃系廃棄物 

 木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

 

畳・布団 
被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受け使用できなくな

ったもの 

不燃物／不燃系混合物 

分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチッ

ク、ガラス、土砂（土砂崩れにより崩壊した土砂、津波堆積物※等）

などが混在し、概ね不燃系の廃棄物 

※海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したも

のや陸上に存在していた農地土壌等が津波に巻き込まれたもの 

コンクリートがら等 コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど 

 金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など 

 
家電（家電リサイクル

法対象４品目） 

被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、

エアコン、冷蔵庫・冷凍庫）で、災害により被害を受け使用できなく

なったもの 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う。 

 小型家電／その他家電 
被災家屋から排出される小型家電等の家電４品目以外の家電製品で、

災害により被害を受け使用できなくなったもの 

 腐敗性廃棄物 
被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料工場

等から発生する原料及び製品など 

 有害廃棄物／危険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、化学物質、フロン類・ＣＣ

Ａ(クロム銅砒素系木材保存剤使用廃棄物）・テトラクロロエチレン

等の有害物質、医薬品類、農薬類の有害廃棄物。太陽光パネルや蓄電

池、消火器、ボンベ類などの危険物等 
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種 類 事 例 

 廃自動車等 

自然災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原

付自転車 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う。 

※処理するためには所有者の意思確認が必要となる。仮置場等での保

管方法や期間について警察等と協議する。 

 
その他、適正処理が 

困難な廃棄物 

ピアノ、マットレスなどの地方公共団体の施設では処理が困難なもの

（レントゲンや非破壊検査用の放射線源を含む）、漁網、石こうボー

ド、廃船舶（災害により被害を受け使用できなくなった船舶）など 

 土砂まじりがれき 水害等によりがれき等を多く含む土砂が堆積した混合廃棄物等 

被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物 

 生活ごみ 家庭から排出される生活ごみ 

 避難所ごみ 
避難所から排出されるごみで、容器包装や段ボール、衣類等が多い。

事業系一般廃棄物として管理者が処理する。 

 し尿 

仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレ及び他市区

町村・関係業界等から提供されたくみ取り式トイレの総称）等からの

くみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水 

○「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)を基に熊本県循環社会推進課作成 

 

 

表 7-1-4 地震と水害・津波で発生する災害廃棄物の特徴 

項 目 地 震 水害・津波 

発生しやすい 

廃棄物 

・屋根瓦、ブロック塀、茶わん、ガラ

スのほか、規模が大きい場合は損壊

家屋等の解体によって生じるがれ

き類（コンクリートがら、廃瓦、木

材、金属等） 

・水に浸かった家財類（布団、畳、ソ

ファ等） 

・土砂に流木や草等が混じった混合廃

棄物 

廃棄物の性状 ・土砂の付着は比較的少ない 

・土砂が付着している 

・水に濡れ腐敗しやすく、悪臭や火災

が発生するリスクが高い 

排出のされ方 

・片付けに伴うごみは、余震が落ち着

いてから一斉に排出される 

・解体に伴うごみは、個々の家屋等の

解体時に順次排出される 

・発災後、水が引き片付けが始まると

一斉に排出される 

・水に浸かり搬出し難いため、被災場

所の近隣に排出されることが多い 

 

（４）災害廃棄物処理の基本的事項 

○ 災害廃棄物は廃棄物処理法に規定する一般廃棄物であり、また、被災者の早期

生活再建に資するため次の①から③のとおり取り組みます。 
 

① 実施主体等 

・ 市町村は、地域内の被災・損壊･倒壊家屋等から生じた災害廃棄物の処理を

主体的に行います｡ 

・ 県は、市町村に対する技術的助言や他市町村・関係機関との調整等の支援

を行います。 
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・ 被害状況が広域かつ甚大であり、市町村での処理が困難である場合、県が

市町村から地方自治法に基づく事務の委託を受け、災害廃棄物の処理を行う

場合があります。（【参考１】【参考２】） 

 

②処理方法 

（ⅰ）分別、再生利用及び減量化の推進 

   被災現場等から仮置場へ搬入する段階から分別を徹底し、可能な限り再資

源化や減量化を行い、最終処分量を削減します。 

（ⅱ）県内処理と広域処理 

原則として、県内市町村及び一部事務組合等の相互支援並びに県内の民間

事業者により県内で災害廃棄物の処理を実施します。 

ただし、被災規模により県内での処理が困難な場合や腐敗や台風等による

飛散を防止するため早急な処理が必要な場合は、県が調整役となり、国や被

災市町村等と協議の上、県外自治体や民間事業者等による広域処理を要請し

ます。 
 

③ 処理期間 

・ 災害の規模や被災状況、災害廃棄物の発生量を踏まえ、適切な処理期間を

設定します。 
 

※ 被災者の早期生活再建に資するよう、熊本地震並みの災害が発生し膨大な

量の災害廃棄物が生じた場合でも、仮置場受入段階からの分別等を徹底する

ことにより、概ね２年以内の処理完了を目指します。 

 

 

図 7-1-3 災害廃棄物処理の大まかな流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※二次仮置場は必要に応じて設置する。 
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【参考１】 事務委託による処理 

○ 災害廃棄物は一般廃棄物であるため、原則として市町村が処理責任を有します

が、市町村単独での処理が困難であると判断された場合、地方自治法 252 条の 14

の規定に基づき、県が市町村から事務の委託を受け、市町村に代わって災害廃棄

物の処理を行うことができます。 

○ 事務委託の実施にあたっては、議会の承認や告示等、複雑な手続きが必要とな

るため、発災時にスムーズに事務委託が行えるよう、事務手続きの整理や必要な

様式の整備など、平時から備えておくことが必要です。 

○ 事務委託手続きの大まかな流れと事務委託の検討に当たっての留意事項を以

下に示します。 

  《事務委託手続きの流れ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《事務委託の検討に当たっての留意事項》 

○ 過去の災害では、県が事務委託を受け２次仮置場を整備している例があ

るが、２次仮置場を開設するには、事務委託の手続きに加え、敷地の整備

や管理委託者の選定などに相当期間を要する。 

○ 事務委託の検討に当たっては、手続だけでなく、委託（受託）する業務

内容を踏まえ、事業実施に必要な準備期間等も考慮する必要がある。 
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【参考２】事務委託のスキームと規約の例 
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 (１) 県の組織体制 

① 県災害対策本部 

○ 災害対策基本法第23条第8項の規定に基づき設置される熊本県災害対策本部

の環境生活対策部廃棄物処理班において、災害により発生した廃棄物の処理に

関することを所掌します。 

○ 廃棄物処理班の主な業務は次のとおりです。 

・ 災害廃棄物の処理に関する情報収集 

・ 処理に係る市町村等への支援（処理に関する技術的な助言、一般廃棄物及

び産業廃棄物処理施設の情報提供、関係団体等との連絡調整、地方自治法に

基づく事務委託等） 

・ その他廃棄物の処理のために必要な業務 

 

 

図 7-2-1 熊本県災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 県の組織体制と情報収集・連絡体制 
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② 廃棄物処理班の組織体制と業務分担 

○ 廃棄物処理班の組織体制は、次の２つの場合を想定して構築します。 

○ それぞれの組織体制を図7-2-2に、各担当の業務分担を表7-2-3に示します。

具体的な組織体制や人員配置、業務分担については、被災状況や処理の進捗状

況等を踏まえ適宜見直します。 
 

（ⅰ） 被災範囲が限定的で、市町村が設置・管理する仮置場のみで対応可能な

規模の災害の場合 

（ⅱ） 被災範囲が広範囲で公費解体が実施され、さらに市町村から県に事務

委託が必要となる様な大規模災害の場合 
 

○ （ⅱ）の場合、公費解体事務の支援や市町村からの受託事務の実施に当たって

は、設計・積算・現場監理など、土木・建築系の専門知識を有する職員が必要不

可欠となるため、土木部局や企画課、市町村課等と連携し土木系技術職員の確

保に努めます。 

 

図 7-2-2 廃棄物処理班組織図 
 

（ⅰ）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班長 
（循環社会推進課長） 

副班長 
（循環社会推進課課長補佐） 

計画調整係 

処理推進係 

班長 
（循環社会推進課長） 

副班長 
（循環社会推進課課長補佐） 計画処理係 
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表 7-2-3 廃棄物処理班の業務分担 

 
  （ⅰ）の場合 

担 当 名 業 務 概 要 

班長、副班長 災害廃棄物処理業務の総括、議会及び報道対応等 

計画処理係 

総務担当 

庁内窓口、県災害対策本部への報告とりまとめ 

庶務、予算管理 

組織体制整備、応援職員要請・受入に係る調整 

関係団体等との調整 

計画担当 

廃棄物処理施設及び家屋等の被災情報収集 

災害廃棄物発生量の推計 

災害廃棄物処理実行計画（処理方針）の策定 

災害廃棄物処理の進捗管理 

補助金担当 

国庫補助事業に係る国との連絡調整 

市町村説明会の実施（資料作成） 

財政支援等に係る国への要望書の作成 

災害報告書作成に係る市町村支援 

災害査定随行、助言等 

仮置場 

担当 

市町村のごみ収集状況及び仮置場設置状況の情報収集 

収集及び廃棄物処理等に係る関係団体への支援要請・調整窓口 

仮置場運営に係る市町村への留意事項の周知 

現場での助言（レイアウト、車両動線の確保等） 

広域調整 

担当 

市町村からの広域処理に係る要望のとりまとめ、調整 

他自治体からの広域処理に係る支援情報のとりまとめ、調整 

処理困難物等の処理先の開拓、確保 

 
 

（ⅱ）の場合 

担 当 名 業 務 概 要 

班長、副班長 災害廃棄物処理業務の総括、議会及び報道対応等 

 

 

 

 

 

 

 

計画調整係 

 

 

 

 

 

 

 

総務担当 

庁内窓口、県災害対策本部への報告とりまとめ 

庶務、予算管理 

組織体制整備、応援職員要請・受入に係る調整 

関係団体等との調整 

し尿処理 

担当 

仮設トイレの必要基数、し尿処理施設被災状況の確認 

関係団体への支援要請及び調整窓口（設置基数の管理） 

国からの仮設トイレのプッシュ型支援に係る情報収集・調整 

その他し尿処理（汲み取り含む）に係る市町村支援 

計画担当 

廃棄物処理施設及び家屋等の被災情報収集 

災害廃棄物発生量の推計 

災害廃棄物処理実行計画（処理方針）の策定 

災害廃棄物処理の進捗管理 
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担 当 名 業 務 概 要 

 

 

 

 

 

計画調整係 

補助金担当 

国庫補助事業に係る国との連絡調整 

市町村説明会の実施（資料作成） 

財政支援等に係る国への要望書の作成 

災害報告書作成に係る市町村支援 

災害査定随行、助言等 

広域調整 

担当 

市町村からの広域処理に係る要望のとりまとめ、調整 

他自治体からの広域処理に係る支援情報のとりまとめ、調整 

処理困難物等の処理先の開拓、確保 

処理推進係 

仮置場 

担当 

市町村のごみ収集状況及び仮置場設置状況の情報収集 

収集及び廃棄物処理等に係る関係団体への支援要請・調整窓口 

仮置場運営に係る市町村への留意事項の周知 

現場での助言（レイアウト、車両動線の確保等） 

公費解体 

担当 

標準単価の算定 

公費解体実施体制に係る関係団体との協議 

公費解体に係る事務手続きの整理 

市町村説明会の実施 

事務受託 

担当 

事務受託に係る市町村との調整（意向確認等） 

事務受託手続き（市町村との協議、議案提出等） 

受託事務の調整、実施 

※ 受託事務の量に応じて担当を配置。 

 

 

（２）情報収集・連絡体制 

○ 災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に実施するため、災害発生時から災害

廃棄物の発生量の推計に必要な情報、廃棄物処理施設の被害状況等の情報を収集

する必要があります。 

○ 発災直後は情報が錯綜し、断片的・不確実なものもあることから、情報収集に

当たっては、予め情報提供の相手方と情報の内容を整理し、情報収集ルートを定

めておくことが重要です。 

○ これらの情報は、時間経過とともに更新されるため、定期的な情報収集に努め

ます。 

○ 廃棄物処理班（循環社会推進課）が災害対策本部や被災市町村等から収集する

情報及び情報収集に係る体制を表 7-2-4、図 7-2-5 に示します。 
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表 7-2-4 情報収集項目  ※ 【  】は、情報収集担当（表 7-2-3） 

１ 被災状況 

 (1) ライフラインの被害状況（電気、ガス、水道、通信等の被災状況）【総務担当】 

 (2) 避難所（箇所数、所在地、避難人員等）           【総務担当】 

 (3) 仮設トイレ必要数（設置数、不足数）          【し尿処理担当】 

 
(4) 廃棄物処理施設（一般廃棄物処理施設の被災状況・稼働の可否、状況を把握で

きる場合は、産業廃棄物処理施設の状況）   【計画担当】 

 
(5) 有害廃棄物の状況（有害物質を保管している事業所等の被災状況、有害物質の

種類等）                【仮置場担当】 

２ 収集運搬体制に関する情報                  【仮置場担当】 

 (1) 道路情報 

 (2) 収集運搬車両の状況（市町村保有車両、処理業者車両の被災状況） 

３ 発生量を推計するための情報          【公費解体担当（総務担当）】 

 (1) 被災建物の棟数 

  ① 全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すな

わち、住家全部が倒壊、流出、埋没したもの、又は住家の損

壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難

なもの 

  ② 半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したも

の、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通り

に再使用できる程度のもの 

  ③ 床上浸水 浸水深が 0.5m 以上 1.5m 未満の被害 

  ④ 床下浸水 浸水深が 0.5m 未満の被害 

  ⑤ 火災消失 （火災焼失に伴う減量を算定する必要がある） 

   a 木造  

   b 非木造 RC 造（鉄筋コンクリート造）、S 造（鉄骨造）等 

 (2) 津波 

  浸水面積 

４ 仮置場に関する情報                     【仮置場担当】 

 (1) 箇所数、所在地、面積等 

 (2) 分別品目、レイアウト図 
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図 7-2-5 情報収集体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 市町村等は、表 7-2-4 の１(4)(5)、２(2)及び４の各項目について、管轄の保健

所に報告を行う。（熊本市は、廃棄物処理班（循環社会推進課）に直接報告） ①’  大規模災害において、市町村等から保健所への報告が困難な場合、廃棄物処理

班（循環社会推進課）又は管轄の保健所が市町村等から直接情報収集を行う。 
 

② 保健所は、管内の廃棄物処理業者の被災状況について情報収集する。また、市

町村における災害廃棄物の処理状況（片付けごみ、仮置場の状況等）について情報

収集するとともに、必要な指導・助言を行う。 
 

③ 保健所は、上記①及び②により収集した情報を取りまとめ、廃棄物処理班（循

環社会推進課）に報告を行う。 
 

④ 廃棄物処理班（循環社会推進課）は、表 7-2-4 の１(1)(2)、２(1)及び３の各項

目について、災害対策本部から情報提供を受けるとともに、③で取りまとめた情

報について災害対策本部に報告を行う。 
 

⑤ 市町村等は、表 7-2-4 の１(3)の項目について、廃棄物処理班（循環社会推進課）

に報告を行う。また、市町村は必要に応じて、県と関係団体との災害時支援協定に

基づく要請書を廃棄物処理班（循環社会推進課）に送付する。 
 

⑥ 災害対策本部から国等関係各機関に報告を行う。 
 

⑦ 廃棄物処理班（循環社会推進課）は、環境省九州地方環境事務所に報告を行う。 
 

⑧ 廃棄物処理班（循環社会推進課）は、市町村から送付された要請書に基づき、災

害時支援協定を締結している関係団体等に対して支援を要請する。 

 

熊本県 

保健所 

廃棄物処理班
（ ） 

国 環境省九州地方環境事務所 

（一社）熊本県産業廃棄物協会 
熊本県環境事業団体連合会 等 

廃棄物処理業者 

市町村、一部事務組合、広域連合 

災害対策本部 

① 
② 

③ 

④ 

⑥ 

⑤ 

本部会議 

①ʻ 

⑦ 

⑧ 
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災害廃棄物の処理に当たっては、市町村が主体となり地域内で処理を行うことが基

本となりますが、被災状況や災害廃棄物の発生量によっては、被災市町村だけでなく、

国や他自治体、関係団体等との連携・協力により、広域的な処理を進める必要があり

ます。 
 

（１） 国や他都道府県との連携・協力 

① D-Waste.Net 等の活用 

○ 環境省では、過去の災害を通して得られた知見・技術を有効に活用し、地方自

治体の災害対応のため、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D-Waste-Net）や災

害廃棄物処理支援員制度を構築しています。 

○ 県や被災市町村は、仮置場の状況確認や分別指導について、必要に応じて D-

Waste.Net 等に支援を要請することができます。 
 

② 自衛隊との連携 

○ 発災直後の大型災害廃棄物（住民だけでは積込みや積み下ろしが困難な畳や

家具・家電等）の運搬・収集に関しては、災害派遣活動に従事している自衛隊と

連携した取組みが有効です。 

○ 県は、災害廃棄物の発生状況や市町村の対応状況を踏まえ、自衛隊の支援が

必要と判断した場合、現地で活動している部隊等に対して支援要望を行います。 

〇 連携にあたっての役割分担や留意事項等については「災害廃棄物の撤去等に

係る連携対応マニュアル（環境省・防衛省）」に整理されています。 
 

③ 大規模災害廃棄物九州ブロック協議会への参画 

○ 環境省九州地方環境事務所と管内の県及び政令市・中核市は、大規模災害時

における連携協力体制の構築等を目的として「大規模災害時廃棄物九州ブロッ

ク協議会（以下「協議会」という。）」を構成しています。 

○ 被害状況や災害廃棄物の発生状況等を踏まえ、広域的な支援が必要と判断さ

れた場合に、協議会において広域連携チームが発足され、被災自治体への職員

派遣や情報提供、助言等の支援が行われます。 

○ 県は、平時から協議会に参画することにより、具体的な支援・受援の流れを把

握するとともに、国及び関係自治体等と連携し、県域を越えた広域な連携体制

を整備します。 
 

④ 九州・山口９県における災害廃棄物処理に係る相互支援協定 

○ 九州・山口９県では、熊本地震や九州北部豪雨災害の経験を踏まえ、県域を越

えた連携体制を構築し、大規模災害での災害廃棄物処理を迅速かつ円滑に進め

ることを目的として、「九州・山口９県における災害廃棄物処理に係る相互支援

協定」を平成 29 年 11 月に締結しています。 

○ 発災時には、被災県の要請に基づき、災害廃棄物処理を経験した職員の派遣

や各県が持つ災害廃棄物処理に関する資源（廃棄物処理施設、資機材等）につい

第３節 関係機関における協力・連携体制 
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ての情報提供等の支援が行われます。 

○ 本県も、平時から協定に基づく連絡会議に参画し、上記支援についての情報

共有を行い、発災時の連携が迅速かつ円滑に行われるよう努めます。 

 

（２）一般廃棄物処理施設の協力・連携 

○ 一般廃棄物処理施設が被災し処理が困難となった場合、県内外での広域処理が

必要となることも想定されます。県内の市町村及び一部事務組合（広域連合）の一

般廃棄物処理施設の処理能力を表 7-3-1、7-3-2 に示します。 

〇 令和 6 年に熊本県内自治体間で一般廃棄物処理（可燃ごみ処理）に係る相互支

援協定書が締結されています。この協定は、協定自治体等が管理する可燃ごみ処

理施設において、災害等の発生によってごみ量が急激に増加した場合など、廃棄

物処理に支障を来すおそれがある場合において、相互支援を図ることを目的とし

ています。 

〇 市町村の処理能力を超える被害が発生した場合、県は県内市町村に焼却施設等

の受入れ可能量を確認し、この協定を踏まえて、被災市町村からの搬出先等を調

整します。 

〇 県内の処理施設等における処理が困難な場合、国や被災市町村等と協議の上、

県が調整役となり、県外の自治体や民間事業者等に対して広域処理を要請します。 
 

表 7-3-1 県内の一般廃棄物焼却施設の処理能力（令和５年度実績） 

 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省)を基に熊本県循環社会推進課作成 

処理実績 処理能力
(t/年度) (t/日)

西部環境工場 82,349 280

東部環境工場 128,763 600

宇城 宇城広域連合 宇城クリーンセンターうきくりん 24,609 86

東部環境センター 12,910 98

クリーンパークファイブ 10,075 50

菊池広域連合 菊池環境工場　クリーンの森合志 41,207 170

山鹿市 山鹿市環境センター 12,818 46

御船町甲佐町衛生施設組合 御船甲佐クリーンセンター 6,807
R7.3月

受入終了

益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 益城クリーンセンター 14,051
R7.3月

受入終了

山都町 小峰クリーンセンター 2,797
R7.3月

受入終了

八代市 八代市環境センター 31,190 134

八代生活環境事務組合 クリーンセンター 2,954
R6.3月
閉鎖

芦北 水俣芦北広域行政事務組合 水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンター 8,936 43

球磨 人吉球磨広域行政組合 人吉球磨クリーンプラザ(焼却施設) 21,011 90

牛深クリーンセンター 4,207 36

御所浦クリーンセンター 444 10

西天草クリーンセンター 1,662 17

本渡地区清掃センター 15,859 93

松島地区清掃センター 7,183 34

429,832 1,787合　計

鹿本
菊池

上益城

八代

天草

地域

熊本

玉名

市町村等 施設名

熊本市

有明広域行政事務組合

天草市

天草広域連合
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表 7-3-2 県内の一般廃棄物最終処分場の埋立容量及び残余容量（令和５年度実績） 

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省)を基に熊本県循環社会推進課作成 

 

（３）民間事業者との協力・連携 

〇 災害廃棄物は、平時に市町村が取り扱う一般廃棄物と性状も量も異なるため、

行政のみで対応することは困難であり、災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理には、

知識や経験、資機材等を有する民間事業者の協力が必要不可欠です。 

〇 平時から、市町村を交え、関係団体等との意見交換や情報共有を行うことで、

災害発生時に速やかに支援要請を行うことができる関係の構築を図ります。 

〇 県が関係団体等と締結している災害廃棄物処理等に係る支援協定及び協定に基

づく支援要請の流れについて、表 7-3-3 及び図 7-3-4 に示します。 

 

 

 

 

 

埋立容量 残余容量
(m3/年度) (m3)

熊本 熊本市 扇田環境センター(新埋立地) 20,911 755,119

宇城 宇城広域連合 松山最終処分場 0 7292

荒尾市 荒尾市一般廃棄物最終処分場 437 17,884

有明広域行政事務組合 東部環境センター最終処分場 1476 16050

菊池広域連合 環境美化センター楽善埋立処分場 1950 16206

菊池広域連合 クリーンの森合志最終処分場 1914 126378

山鹿植木広域行政事務組合 山鹿植木広域行政事務組合最終処分場 3,136 109,645

菊池市 菊池市一般廃棄物最終処分場(暫定施設) 0 0

阿蘇 阿蘇広域行政事務組合 中部清掃センター最終処分場 814 10780

八代 八代生活環境事務組合 クリーンセンター(最終処分場) 475
R6.3月
閉鎖

芦北 水俣市 水俣市岡山不燃物埋立処分地 932 32,798

人吉球磨広域行政組合 深田最終処分場 351 28882

人吉球磨広域行政組合 人吉球磨クリーンプラザ(最終処分場) 433 17666

天草 天草市 牛深一般廃棄物最終処分場 728 6,025

33,557 1,144,725

事業主体 施設名地域

合　計

玉名

鹿本
菊池

球磨
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表 7-3-3 県で締結している災害廃棄物処理等に係る支援協定 

協定名 締結先 締結日 支援内容 

災害時における廃棄物の処

理等支援活動に関する協定 

(一社)熊本県産

業資源循環協会 
H21.5.15 

・廃棄物の収集、運搬、処理 

・仮置場の管理・運営 

災害時におけるし尿及び浄

化槽汚泥の収集運搬等の支

援に関する協定 

熊本県環境事業

団体連合会 
H19.2.2 

(H29.11.15 改定) 

・仮設トイレの設置 

・し尿等の収集運搬 

・汚水の吸引及び移送 

災害時における廃棄物の収

集運搬の支援に関する協定 

熊本県清掃事業

協同組合 

R2.10.30 

（※） 

・生活ごみ、避難所ごみ、片付

けごみの収集運搬 

災害により損壊した建築物

等の解体撤去の支援に関す

る協定 

(一社)熊本県解

体工事業協会 
H30.2.6 

・危険性、緊急性の高い被災建

築物の解体、撤去 

  ※H29.11.25 に熊本県清掃事業協議会と協定締結。同協議会を母体とした事業協同組合設立に伴い R2.10.30 に

協定を再締結したもの。 

 
図 7-3-4 「災害時における廃棄物の処理等支援活動に関する協定」における支援要請の流れ 

（他の協定における支援要請も同様の流れで実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域住民、ボランティア等との連携 

〇 地域のごみ集積場や避難所のごみの排出場所等での排出方法の周知や衛生管理、

災害弱者のごみの排出の援助等については、市町村が地域の行政区等に協力を依

頼します。 

〇 被災家屋における家材等の撤去や排出、貴重品や思い出の品の整理、仮置場で

の荷下ろし補助など、被災者の支援にボランティアが必要な場合、市町村は社会

福祉協議会等が設置するボランティアセンター等を通じて、協力を要請します。 

○ ボランティアの協力要請にあたっては、市町村における分別方法、排出方法等

33

産業資源循環協会との支援協定に係る事務フロー

罹災市町村
熊本県

（循環社会推進課）

協 会

協会支部

協会支部会員

①支援要請

②支援要請

⑤支援指示

③受諾
④受諾報告

⑥受諾

⑧受諾
⑦支援要請

⑨詳細協議、支援（処理作業等）の実施
廃棄物処理委託契約締結

⑩実績報告

⑫実績報告

⑬実績報告

⑪実績報告

〔平常時〕
・人材、機材等情報提供
・災害訓練等参加 など

※他の団体との支援協定についても、ほぼ同様の流れとなる
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の災害廃棄物の処理方法について、事前周知の徹底が重要です。 

○ 様々な事情で、ボランティアの確保が困難な場合、国等と協議し、ボランティ

ア不足を補完する対応も必要です。 

 

（５）住民等への広報 

○ 災害廃棄物を適切に分別し処理するためには、廃棄物の排出段階における住民

や事業者の協力が必要不可欠です。 

○ 住民や事業者の混乱を避けるため、市町村は、災害廃棄物の処理に関する情報

を迅速かつ広く周知する必要があります。 

○ 市町村が早期に周知すべき主な事柄を以下に示します。 

  ・ 仮置場の設置状況（場所、受入日、受入時間等） 

  ・ 仮置場での分別方法（場内レイアウト、持込禁止物等） 

・ 災害廃棄物であることの確認方法（身分証明書、罹災証明書 等） 

・ 禁止事項等（勝手仮置場の設置、便乗ごみ、不法投棄、野焼き等の禁止） 

  ・ 市町村やボランティアセンター等の問い合わせ窓口 

  ・ 仮置場で受入れない生活ごみの収集方法（排出場所、分別方法、収集日等） 

※）片付けごみを仮置場ではなくごみステーション等で収集する場合は、

生活ごみ同様に収集方法について周知することが必要 

○ 特に、分別の徹底は、災害廃棄物の迅速な処理ひいては被災者の早期生活再

建につながることから、機会を捉え、繰り返し周知を図る必要があります。 

○ 情報発信にあたっては、市町村が有する広報媒体の特性、対象者（被災者）の状

況を踏まえ、最も効果的な方法を検討することが重要です。各広報媒体の特徴を

を表 7-3-5 に示します。 

○ 発災直後は被災者に正確な情報を届けることが困難であることから、災害発生

時の仮置場の設置予定場所やごみの分別方法、分別の必要性について、平時から

周知をしておくことが重要です。（【参考３】西原村における事例） 

○ 県は、他自治体における参考事例の収集、情報提供などにより、市町村を支援

します。 
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表 7-3-5 各広報媒体の特徴 

広報媒体 メリット デメリット 

・チラシ 

・回覧板 

・広報誌 等 

・図表など、比較的多くの情報を盛り

込むことができる 

・情報が手元に残るため、正確な情報

伝達が可能 

・情報が行き渡りやすい 

・必要部数の準備や配布に

時間と労力を要する 

・掲示板（避難所等） 

・図表など、比較的多くの情報を盛り

込むことができる 

・必要部数の準備や配布の労力が比

較的少ない 

・情報を入手できる人が限

定される可能性がある 

・ホームページ 

・防災メール 

・ＳＮＳ   等 

・図表など、比較的多くの情報を盛り

込むことができる 

・情報が手元に残るため、正確な情報

伝達が可能 

・必要部数の準備や配布が不要 

・情報を入手できる人が限

定される可能性がある

（特に高齢者） 

・広報車 

・防災無線 等 
・比較的広範囲に一斉に周知が可能 

・情報が一過性のものにな

り、正確に伝わらない可

能性がある 

○出典：栃木県災害廃棄物処理計画をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】平時からの住民への周知の例（西原村ごみカレンダー） 
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（１）実行計画の作成主体 

○ 災害廃棄物処理実行計画（以下「実行計画」という。）は、発災後、災害廃棄物

の処理に関する基本方針や具体的な作業等を定めるものです。 

○ 被災市町村は被害の規模や災害廃棄物の発生量などを踏まえ、実行計画を作成

し、県は市町村の実行計画策定を支援します。 

○ 被害が甚大かつ広範囲に渡り、単独での策定が困難な市町村がある場合や県が

事務委託を受けた場合は、県が必要に応じて実行計画を策定します。 

 
（２）実行計画における検討事項 

○ 実行計画は、市町村の災害廃棄物処理計画の内容を基本として、処理の基本方

針、災害廃棄物の発生推計量、処理処分方法（処理フロー）、安全・環境管理体制

等について定めます。 

○ 発災直後は災害廃棄物の発生推計量を正確に把握することは難しく、また、処

理を進めていく中で新たな課題等が発生することもあるため、処理の進捗状況に

応じて適宜実行計画の見直しを行います。 

 
（３）実行計画の作成事例 

 ① 平成 28 年熊本地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害廃棄物処理実行計画 

【熊本市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：「平成28年４月熊本地震に係る熊本市災害廃棄物処理実行計画(第３版)」（熊本市） 

第１章災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨 

１ 計画の目的 

２ 計画の位置づけと内容 

３ 計画の期間 

４ 計画の見直し 

第２章被害状況と災害廃棄物の量 

１ 被害状況 

２ 災害廃棄物の量 

第３章 災害廃棄物処理の基本方針 

１ 基本的な考え方 

２ 処理期間 

３ 処理の推進体制 

第４章 災害廃棄物の処理方法 

１ 被災家屋等の解体 

２ 災害廃棄物の処理フロー 

３ 災害廃棄物の集積 

４ 災害廃棄物の選別  

５ 災害廃棄物の処理・処分  

６ 広域処理 

７ 進捗管理 
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② 令和２年７月豪雨 

【熊本県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：「熊本県災害廃棄物処理実行計画(第２版)」（熊本県） 

第１章 被災の状況 

第２章 基本方針 

１ 基本方針の位置付け 

２ 処理の対象 

３ 処理主体 

４ 災害廃棄物の発生量推計 

５ 処理期間 

６ 処理方法 

７ 財源 

第３章 災害廃棄物の処理実行計画 

第１節 損壊家屋等の公費解体 

１ 市町村別の公費解体の進捗状況 

２ 公費解体計画 

３ 推進体制の整備等及び加速化対策 

第２節 災害廃棄物の発生推計量 

１ 市町村別の発生推計量 

２ 種類別の発生推計量 

３ 処理状況 

第３節 災害廃棄物処理の基本的事項 

１ 役割分担 

２ 県の推進体制 

３ 処理方法 

（１）処理フロー 

（２）仮置場の設置及び管理 

（３）再生利用と減量化 

（４）焼却処理 

（５）最終処分 

（６）処理困難物等の処理 

４ 災害廃棄物処理の財源 

第４節 県内処理と広域処理 

１ 県内の廃棄物処理施設の処理能力 

２ 広域処理の必要性 

３ 県内処理と広域処理 

第５節 事務の委託 

１ 趣旨 

２ 受託対象市町村 

３ 事務委託の範囲 

４ 二次仮置場 

（１）概要 

（２）処理 

（３）周辺環境対策 

第６節 処理スケジュール 

第７節 進捗管理及び見直し 
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(４) 災害廃棄物発生量の推計 

○ 被災市町村は、発災後における処理体制の整備、災害廃棄物処理実行計画策定

のため、災害廃棄物の発生量の推計を行います。被災市町村での推計が困難な場

合には、必要に応じて県が推計を行います。 

○ 発生推計量は、発災後においては、災害廃棄物処理の進捗状況を把握するため

の重要な数値となるため、災害の種類に応じて推計を行い、被害調査や廃棄物処

理の進捗状況を踏まえ、適宜見直しを行います。 

 

 

 

【熊本県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：「令和２年７月豪雨災害に係る熊本県災害廃棄物処理実行計画」（熊本県） 

第１章 被災の状況 

第２章 基本方針 

１ 処理の対象 

２ 処理主体 

３ 災害廃棄物の発生推計量 

４ 処理期間 

５ 処理方法 

６ 財源 

第３章 災害廃棄物の処理 

第１節 災害廃棄物の発生推計量 

１ 市町村別の発生推計量 

２ 種類別の発生推計量 

第２節 災害廃棄物処理の基本的事項 

１ 役割分担 

２ 処理方法 

 （１）処理フロー 

   （２）仮置場の設置及び管理 

   （３）再生利用と減量化 

   （４）焼却処理 

   （５）最終処分 

   （６）処理困難物等の処理 

第３節 県内処理と広域処理 

第４節 処理スケジュール 

第５節 進捗管理及び見直し 
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第８章 災害廃棄物の処理に関する事項（熊本県災害廃棄物処理計画） 

 ① 災害廃棄物 
 

（ⅰ）被害報告に基づく発生量の推計 
 

基本的な処理体制（処理目標期間や予算及び組織の規模）など、災害廃棄物処理

事業の全体像を把握するために発生量の推計を行います。 
 

  ＜災害廃棄物全体量 推計式＞ 

災害廃棄物全体量の推計は、発生原単位に損壊建物等の被害棟数を乗じることで

算出できる。推計に用いる各係数については、表7－4－1において示す。 

なお、災害の状況によっては、以下の災害廃棄物対策指針技術資料【技14-2】(R5.

4改訂)に基づく推計では実態を反映できない場合もあることから、参考として添付

した災害廃棄物対策指針技術資料【技14-2】(H31.4改訂）の推計方法なども参考に

して、推計方法を検討することが必要である。 

 

 

表 7-4-1 災害廃棄物全体量推計の各係数 

Ｙ ＝ Ｙ１＋Ｙ２ 

Ｙ：災害廃棄物全体量（トン） 

Ｙ１：建物解体に伴い発生する災害廃棄物量（トン） 

Ｙ２：建物解体以外に発生する災害廃棄物量（トン） 

 

Ｙ１ ＝ （Ｘ１＋Ｘ２） × ａ × ｂ１ ＋（Ｘ３＋Ｘ４) × ａ × ｂ２ 

Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４：被災棟数（棟） 

添え字 １：住家全壊，２：非住家全壊，３：住家半壊，４：非住家半壊 

ａ：災害廃棄物発生原単位（t/棟） 

ａ = Ａ１ × ａ１ × ｒ１ ＋Ａ２ × ａ２ × ｒ２ 

Ａ１：木造床面積（ｍ２/棟） Ａ２：非木造床面積（ｍ２/棟） 

ａ１：木造建物発生原単位（トン/ｍ２） ａ２：非木造建物発生原単位（トン/ｍ２） 

ｒ１：解体棟数の構造内訳（木造）（－）ｒ２：解体棟数の構造内訳（非木造）（－） 

ｂ１：全壊建物解体率（－）、 ｂ２：半壊建物解体率（－）※
 

 

Ｙ２ ＝（Ｘ１＋Ｘ２） × ＣＰ 

ＣＰ：片付けごみ及び公物等量発生原単位（トン/棟） 

 

※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど実態に合わせて半壊
建物解体率を修正することとする。 
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第８章 災害廃棄物の処理に関する事項（熊本県災害廃棄物処理計画） 

（ⅱ）片付けごみの排出や建物の解体・撤去見込に基づく発生量の推計 
 

災害廃棄物処理の全体像をより正確に把握し、処理体制を定めるため、廃棄物

処理の進捗状況を踏まえ、発生量の推計を行います。 
 

＜片付けごみ量 推計式＞ 

発災初動期に当面必要となる仮置場面積を求めるための片付けごみ量の推計は、

住家・非住家の被災棟数の合計に、片付けごみ発生原単位を乗じることで算出でき

る。推計に用いる各係数については、表7－4－2において示す。 

 

表7—4—2 片付けごみ量推計の各係数 

【地震】 

C ＝ （Ｘ１＋Ｘ２＋Ｘ３＋Ｘ４＋Ｘ５） × ｃ 

【水害】 

C ＝ （Ｘ１＋Ｘ２＋Ｘ３＋Ｘ４＋Ｘ５＋Ｘ６＋Ｘ７） × ｃ 

C：片付けごみ発生量（トン） 

Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５、Ｘ６、Ｘ７：被災棟数（棟） 

添え字 １：住家全壊、２：非住家全壊、３：住家半壊、４：非住家半壊、５：住家一部 

破損、６：床上浸水、７：床下浸水 

ｃ：片付けごみ発生原単位（トン/棟） 
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第８章 災害廃棄物の処理に関する事項（熊本県災害廃棄物処理計画） 

（ⅲ）災害廃棄物推計に用いる各係数 
 

災害廃棄物全体、片付けごみ及び津波堆積物の発生量を推計する際に用いる各

係数を表7－4－3、表7－4－4に示す。 

表7－4－3 災害廃棄物全体量の推計に用いる各係数 

項目 細目 記号 単位 
地震 

（揺れ） 

地震 

（津波） 
水害 土砂災害 

建物発生原

単位 

木造建物 ａ１ 

トン/ｍ２ 
０．５ 

非木造建物 ａ２ １．２ 

延べ床面積 

木造建物 Ａ１ 

ｍ２/棟 

都道府県ごとに固定資産の価格等の概要調書（総務省）

より入手 

木造：９９．５ 

非木造：２５６．６ 

非木造建物 Ａ２ 

解体棟数の

木造、非木

造の内訳 

木造：非木造 r1：r2 － 

・都道府県ごとの設定値を災害廃棄物対策指針技術資

料【技14-2】p.6より入手 

木造：０．９９３ 

非木造：０．０６７ 

建物解体率 

全壊 ｂ１ － ０．７５ １．００ ０．５ 

半壊※ ｂ２ － 
０．２５ 

（０） 

０．２５ 

（０） 

０．１ 

（０） 

片付けごみ 

を含む公物

等量 

全壊棟数 ＣＰ トン/棟 ５３．５ ８２．５ ３０．３ １６４ 

※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど実態に合わて半壊
建物解体率を修正することとする。 

 

表7－4－4 片付けごみ量の推計に用いる各係数 

項目 細目 記 号 
地震 

（揺れ） 

地震 

（津波） 
水害 土砂災害 

発生原単位 

(トン/棟) 
－ ｃ ２．５ １．７ 
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第８章 災害廃棄物の処理に関する事項（熊本県災害廃棄物処理計画） 

【参考：災害廃棄物対策指針技術資料【技 14-2】(H31.4 改訂）における災害廃棄物発

生量推計方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）片付けごみの排出や建物の解体・撤去見込に基づく発生量の推計 
 

災害廃棄物処理の全体像をより正確に把握し、処理体制を定めるため、廃棄物

処理の進捗状況を踏まえ、発生量の推計を行います。 
 

  ＜推計の考え方＞ 

○ 仮置場に搬入済みの片付けごみ量と建物の解体・撤去による発生量を合算

して推計します。 

 

 

 

 

 

【被 害 情 報】被害報告に基づく建物被害棟数（全壊、半壊、床上浸水、床下

浸水）等 

【発生原単位】あらかじめ設定した原単位 

災害廃棄物発生量 ＝ 被害情報 × 発生原単位 

災害廃棄物発生量 ＝ 搬入済みの片付けごみ量 

          ＋ 建物の解体・撤去による発生量 

 建物の解体・撤去による発生量 ＝ 解体見込数 × 発生原単位 

≪推計に用いる標準的な原単位と具体的な推計式≫ 

◆標準的な原単位 

全 壊 117 t/棟 

半 壊 23 t/棟 

床上浸水 4.6 t/世帯 

床下浸水 0.62 t/世帯 
○出典：「災害廃棄物対策指針(改訂版)」（環境省） 

注１） 対象地域における片付けごみや住宅・非住宅建物、道路等のインフラ施設の

災害廃棄物を含むものであり、単純に建物１棟の解体に伴う廃棄物の発生量を

表すものではありません。 

注２） 被災状況が半壊や床上浸水、床下浸水であっても、損壊家屋等の撤去を伴う

場合は、全壊の原単位を使用する必要があります。 

◆具体的な推計式 

災害廃棄物発生量[t] 

  ＝ 全壊棟数[棟]×117[t/棟] ＋ 半壊棟数[棟]×23[t/棟] 

＋ 床上浸水[世帯]×4.6[t/世帯] ＋ 床下浸水[世帯]×0.62[t/世帯] 
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【搬入済みの片付けごみ量】搬出実績、仮置場に残っている片付けごみ（現地

計測等により推計）を合算 

【解体見込数】 被害報告に基づく建物被害棟数（全壊、半壊）や被災者への

意向調査等により推計 

【発生原単位】 あらかじめ設定した原単位 

≪推計に用いる標準的な原単位と具体的な推計式≫ 

◆標準的な原単位 

木  造 0.6 t/㎡ 

非 木 造 1.0 t/㎡ 
○出典：「災害廃棄物対策指針(改訂版)」（環境省） 

◆具体的な推計式 

建物の解体・撤去による発生量〔t〕 

  ＝ 解体見込数[棟] × １棟あたり平均延床面積 [㎡/棟] × 発生原単位[t/㎡] 
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 （ⅲ）災害廃棄物の組成の推計 

  ○ 災害廃棄物の組成別の発生量は、推計した発生量に組成割合を乗じることに

よって推計します。 

○ 推計の参考となる過去の災害における災害廃棄物の組成を表 7-4-5 に示しま

す。 

 

  表 7-4-5 過去の災害における災害廃棄物の組成 ① 災害廃棄物全量の組成事例 《平成 28 年熊本地震》 

種別 組成 

木くず 15.3％ 

可燃物 3.4％ 

廃畳 0.3％ 

金属くず 0.7％ 

コンクリートがら 48.5％ 

不燃物 3.6％ 

瓦・ガラス・陶器 10.3％ 

混合廃棄物（可燃系） 1.7％ 

混合廃棄物（不燃系） 15.9％ 

廃家電 0.1％ 

合  計 100.0％ 
※端数処理の関係から各種別の組成の合計値が 100%とならない。 

○出典：「平成 28 年熊本地震における災害廃棄物処理の記録」（熊本県） 
 

② 災害廃棄物全量の組成事例 《令和２年７月豪雨》 

種別 組成 

木くず 11.4％ 

可燃物 1.4％ 

廃畳 1.1％ 

金属くず 2.2％ 

コンクリートがら 41.1％ 

瓦・ガラス・陶器など 22.2％ 

混合廃棄物（可燃系） 6.2％ 

混合廃棄物（不燃系） 0.4％ 

廃家電 0.7％ 

土砂混じりがれき 8.1％ 

その他 5.1％ 

合  計 100.0％ 
※端数処理の関係から各種別の組成の合計値が 100%とならない。 

○出典：「R2.7豪雨災害廃棄物発生量集計表」（熊本県） 
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②し尿収集必要量 

  ○ 災害時におけるし尿処理必要人数に１人１日平均排出量を乗じて推計するこ

とができます。 

  ○ 具体的な推計式及び考え方を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)  

 

 

 

 

 

 

 

○出典：「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省) 

 

 ③避難所ごみ 

○ 避難者数に発生原単位を乗じることで推計することができます。 

 

 

 

 

○出典：「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)  
 

 

◆し尿収集必要量〔kl/日〕 

 ＝ 災害時におけるし尿収集必要人数 × １日１人平均排出量 

 ＝ （❶仮設トイレ必要人数 ＋ ❷非水洗化区域し尿収集人口） 

                     × ❸１人１日平均排出量 

❶ 仮設トイレ必要人数 ＝ 避難者数 ＋ 断水による仮設トイレ必要人数 

○避難者数：避難所へ避難する住民数 

○断水による仮設トイレ必要人数： 

＝｛水洗化人ロ－避難者数×(水洗化人口/総人口）｝×上水道支障率×１/２ 

○水洗化人口：平常時に水洗トイレを使用する住民数 

（下水道人口、コミニティプラント人口、農業集落排水人口、浄化槽人口）  

○総人口：水洗化人口＋非水洗化人口 

○上水道支障率：地震による上水道の被害率 

○１/２ : 断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯のうち 

約１/２の住民と仮定 

❷ 非水洗化区域し尿収集人口＝汲取人口－避難者数×（汲取人口／総人口） 

○汲取人口：計画収集人口 

❸ １人１日平均排出量＝1.7ℓ/人・日 

◆仮設トイレ必要基数〔基〕 

 ＝ ❶避難所におけるし尿処理需要量(L) ÷ ❷仮設トイレの平均的容量(L/期) 

 

❶避難所におけるし尿処理需要量（L） 

＝ [仮設トイレ需要者数（避難者数）（人･日）] 

×[1 人 1 日当たりし尿排出量 1.7（L/人･日）]×[し尿収集間隔日数 3（日）] 

❷仮設トイレの平均的容量 150（L/基） 

◆避難所ごみの発生量〔g/日〕 

 ＝ 発生原単位(g/人・日) × 避難者数(人) 

※発生原単位は、通常時の処理実績から住民１人１日当たりの排出量を算定 
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本節では、市町村における災害廃棄物処理実行計画の策定や発災時の災害廃棄物

の処理に関する具体的な事項を示します。 

 

（１）災害廃棄物処理の流れ 

① 処理フロー 

○ 処理フローは、発生量、処理可能量、廃棄物処理施設の被害状況、処理スケジ

ュール等を踏まえ、災害廃棄物の種類別の分別、中間処理、再資源化、最終処分

の方法を一連の流れで示したものです。 

○ 発災後、被災市町村は、図 7-5-1 を参考に、大まかな処理フローを作成しま

す。被災市町村での処理フローの作成が困難な場合には、必要に応じて、県が災

害廃棄物処理実行計画の中で、県全体の処理フローを作成します。 

  ○ 処理フローの作成に当たっては、分別、再資源化、減量化を徹底し、最終的な

処分量を削減することに留意します。 

 

図 7-5-1 災害廃棄物処理フロー（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 災害廃棄物処理に係る具体的事項 
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② 再生利用 

○ 災害廃棄物は、処理フローに基づき、種類や性状に応じて、破砕・選別・焼却

等の中間処理を行い、再生利用又は最終処分を行います。 

○ 市町村は、仮置場等での分別を徹底することで、可能な限り再資源化や減量

化を行い、最終処分量を削減するよう努めます。 

  ○ 災害廃棄物の種類毎の処理方法と留意事項等について、表7-5-2に示します。 

 
表 7-5-2 災害廃棄物の種類毎の処理方法・留意事項等 

種 類 処理方法 

木くず 

○ 土砂が付着している場合、トロンメルやスケルトンバケットによる

事前の土砂分離が重要です。 

○ 選別が可能で土砂等の付着も少なく再資源化が可能なものは、破砕

等の処理を行った上で再資源化を行います。 

○ 細かく破砕されて選別が困難なものや、付着した土砂の除去が困難

であるものは焼却または埋立処分を行います。 

コンクリートがら・

廃瓦 

○ 金属等を除去した後、破砕処理を行い再資源化します。 

○ 再資源化が円滑に進むよう、強度等の物性試験や環境安全性能試験

を行って安全を確認するなどの対応が考えられます。 

金属系廃棄物 
○ 重機や磁力選別等により、鉄系・非鉄系等に分別し、金属スクラップ

として再資源化を行います。 

混合廃棄物 

○ 有害廃棄物や危険物を優先的に除去した後、再資源化可能な木くず

やコンクリートがら、金属くずなどを抜き出し、トロンメルやスケルト

ンバケットにより土砂を分離した後、同一の大きさに破砕し、選別（磁

選、比重差選別、手選別など）を行うなど、段階別に処理する方法が考

えられます。 

家電類 

○ 特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。）の

対象製品（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）につ

いては、買い替え等に併せ、原則として所有者が家電リサイクル法ルー

トでリサイクルを行います。 

○ 市町村が処理する場合のポイントは以下とおりです。 

 ・ 分別が可能な場合は、災害廃棄物の中から可能な範囲で家電リサイ

クル法対象機器を分別し、仮置場にて保管します。 

 ・ 破損・腐食の程度等を勘案し、リサイクル可能（有用な資源の回収

が見込める）か否かを判断し、リサイクル可能なものは家電リサイク

ル法に基づく指定引取場所に搬入します。 

 ・ リサイクルが見込めないものは、災害廃棄物として他の廃棄物と一

括で処理します。 

 

※ パソコン・携帯電話についても、原則は小型家電リサイクル法に

基づく認定事業者で処理するものとしますが、リサイクルが見込め

ないものは、災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理します。 

畳 

○ 破砕後、焼却施設等で処理する方法が考えられます。 

○ 畳は発酵による火災が発生する可能性があるため、仮置場での保管

に当たっては、高く積み上げないようにします。 

○ 腐敗による悪臭が発生するため、迅速に処理します。 

タイヤ 
○ チップ化することで燃料等として再資源化が可能です。火災等に注

意しながら処理します。 
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種 類 処理方法 

廃自動車等 

○ 被災自動車及び被災二輪車（廃自動車等）は、原則として使用済自動

車の再資源化等に関する法律によるリサイクルルート又はメーカー等

が自主的に構築している二輪車リサイクルシステムにより適正に処理

を行います。 

○ 廃自動車等の処分には、原則として所有者の意思確認が必要となる

ため、関係機関等へ所有者の照会を行います。 

○「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)を基に熊本県循環社会推進課作成 

 

（２）収集運搬体制の確保 

 ○ 大規模災害においては膨大な量の災害廃棄物（し尿を含む）が発生しますが、

生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに収集運搬体制

を構築し、災害廃棄物を撤去することが重要です。 

 ○ 片付けごみについては仮置場への搬入が原則ですが、発災直後の段階では、や

むを得ず被災場所の近隣に排出されることもあります。 

○ 路上や街中に排出された片付けごみを放置すると、さらなる片付けごみの集積

を招くほか、災害廃棄物の収集運搬等にも支障をきたすため、収集運搬業者ある

いは必要に応じて自衛隊等と連携し、特に迅速に収集することが重要となります。 

○ 発災後の収集運搬体制の構築までの流れを以下に示します。 

① 収集運搬ルートの被災状況の確認 

・ 市町村は、発災直後の地震による道路の陥没や土砂くずれ、河川の氾濫に

よる道路舗装の破損、道路の冠水など、収集運搬で使用する道路の被災状況

を確認します。 

・ 県は、災害対策本部から提供のあった道路状況等の情報について、適宜市

町村に提供します。 
 

② 通行上支障となる災害廃棄物の撤去 

・ 収集運搬ルートにおいて支障となる災害廃棄物（倒壊家屋が道路を塞いで

いる場合等）を撤去する必要がある場合、市町村は、土木部局や国・県、衛

隊・警察・消防等の関係機関に道路啓開を要請します。 

・ 県は、県や国管理の県道・国道の道路啓開の要請について、必要に応じて、

土木部や国の担当部局に情報提供します。 

   ・ 道路啓開に伴い発生した災害廃棄物については、仮置場または処理施設に

搬入します。 
 

③ 収集運搬ルートの検討 

・ 発災後においては、廃棄物の収集運搬車両に加えて、人命救助のための緊

急車両や支援物資の輸送車両等が限られたルートを利用することも想定され

るため、市町村は、交通渋滞や避難所、仮置場の設置場所等を考慮した効率的

な収集運搬ルートを決定します。 

・ 市町村は、発災後に収集運搬車両が規制区間を通行できるよう、必要に応

じて、収集運搬車両を緊急車両として登録します。 
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④ 収集運搬車両及び人員の確保 

・ 市町村は、今後発生が予想される廃棄物の性状・量を踏まえ、平時の収集体

制（車両、人員）での対応が可能かどうか確認し、不足する場合は支援協定に

基づく熊本県清掃事業協同組合への要請（県を通じて要請書を送付）や他自

治体への支援要請を行います。 

・ 災害廃棄物の運搬は、 パッカー車に加え平積ダンプ等を使用する場合も多

くなると予想されるため、その場合には積極的に支援協定に基づき運搬車両

や必要人員等を要請することが必要です。 

・ 県は、生活ごみ等の収集運搬に係る市町村からの支援要請をとりまとめ、

支援協定に基づき熊本県清掃事業協同組合に対し支援要請を行います。併せ

て、支援を行うとの申し出があった自治体や関係団体、国からの情報をとり

まとめ、支援要請のあった市町村へ情報提供を行うとともに、必要に応じて

調整を行います。 

・ 熊本県清掃事業協同組合や他自治体からの支援では収集体制が不足する場

合は、一般廃棄物事業者と協議の上、全国都市清掃会議、全国清掃事業連合

会、（一社)熊本県産業資源循環協会等に支援を要請し、収集運搬体制を確保

します。 

 

（３）仮置場 

○ 仮置場には、災害廃棄物の粗選別や一時保管を目的とした仮置場（一次仮置場）、

仮置場に集積した廃棄物の細選別や中間処理のため、必要に応じて設置する二次

仮置場の２種類があります。仮置場の種類と特徴を表 7-5-3 に示します。 

○ 災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速

やかに仮置場を設置し、生活圏から災害廃棄物を撤去することが重要になります。 

○ 仮置場は災害廃棄物処理の核となる部分であり、災害廃棄物の処理を早期に完

了させるためには、仮置場の迅速な設置と適正な管理が必要不可欠です。 

○ 仮置場の設置に当たっては、候補地の選定やレイアウトの検討など、平時の

備えとともに、分別ルールの周知や渋滞対策をはじめとした開設前の準備を徹

底することが重要です。 

○ 事前準備が不十分なまま開設すると、混合廃棄物の発生や交通渋滞など、か

えって災害廃棄物の処理に遅れが生じます。 

〇 仮置き場から災害廃棄物を搬出するための、道路アクセス、搬出体制まで考慮

して、仮置き場の場所を選定する必要があります。 

○ 二次仮置場は、廃棄物を処分先や再資源化先に搬出するために必要な選別や中

間処理が仮置場で完結しない場合に、災害廃棄物の発生・処理状況等を踏まえ、設

置を検討します。 

○ 被災現場から仮置場までの距離がある場合、身近な空地や道路脇等に災害廃棄

物が自然発生的に集積された非管理の仮置場である、いわゆる「勝手仮置場」が発

生することがあります。 

○ 廃棄物が適切に管理されていない勝手仮置場では次のような問題が発生するた
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め、市町村は勝手仮置場が発生しないよう住民への周知を徹底するとともに、や

むを得ず設置された場合も、速やかに撤去するよう努めます。 

 

【勝手仮置場で発生する問題】 

・ 災害廃棄物が分別されずに混合廃棄物状態となる。 

・ 生ごみ等の腐敗性廃棄物を含む生活ごみが混入し、悪臭、害虫が発生する。 

・ 収集運搬車両が入れない場所に設置される場合がある。 

 

○ ごみステーションを仮置場として位置付けている市町村においても、上記の問

題が生じるおそれがあるため、速やかに収集することが必要です。 

○ 仮置場の設置方法毎のメリット、デメリットについて表 7-5-4 に示します。仮

置場は、それぞれの特徴や地域の実情を踏まえて設置することが必要です。 

 
表 7-5-3 仮置場の種類と特徴 

種  類 役割・特徴 等 

仮置場 

（一次仮置場） 

・ 住居の片付けや損壊家屋の解体・撤去により発生した災害廃棄物を一

時的に集積する場所です。 

・ 災害により、通常の廃棄物収取・運搬体制で処理できない量の廃棄物が

発生した場合、速やかな設置が必要です。 

・ 仮置場への廃棄物の搬入は、被災住民（又はボランティア等）や解体工

事業者が行うことが原則となります。 

・ 廃棄物処理施設への搬出を行うため、品目毎に分別を行い、必要に応じ

て移動式等の破砕・選別施設を設置することもあります。 

二次仮置場 

・ 混合廃棄物となった災害廃棄物や一次仮置場の廃棄物等を集積し、細

選別、破砕、焼却等の中間処理を行う場所です。 

・ 廃棄物の発生状況（推計量）や一次仮置場での処理状況を踏まえ、設置

を検討します。 

・ 仮置場への廃棄物の搬入は、専門の収集・運搬業者が担います。 

・ 中間処理施設の設置が必要となるため、ある程度の広さ（数ヘクター

ル）の土地を確保する必要があります。 

○「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)を基に熊本県循環社会推進課作成 

 

表 7-5-4 仮置場の設置方法毎のメリット、デメリット 

設置方法 メリット デメリット 

大規模な仮置場

を市町村内に少

数設置 

・人員を少数の課置場に集中させ

ることが可能となり、分別指導が

徹底できる。 

・一定規模の面積があるため、仮置

場で分別まで行い搬出すること

ができる 

・一定規模の面積を確保する必要が

ある。 

・住民自らが搬入する必要がある。 

・交通渋滞が発生する可能性がある。 

小規模な仮置場

を市町村内に比

較的多数設置 

・住民に身近な地域毎に設置でき、

搬入の負担が軽減できる。 

・比較的小規模の土地でも仮置場

といて活用できる。 

・仮置場の管理に多くの人員が必要

となり、分別指導が徹底しづらい。 

・一度に大量に搬入されると、すぐに

飽和状態となり閉鎖せざるを得な

い。 
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設置方法 メリット デメリット 

ごみステーショ

ン等で収集 

・住民に身近な地域毎に設置でき、

搬入の負担が軽減できる。 

・新たに仮置場を確保する必要が

ない。（既存のごみステーション

を活用する場合） 

・生活ごみと同一の排出場所となる

ため、分別が徹底されにくく、混合

廃棄物となる可能性がある。 

・収集が遅れると、道路上に廃棄物が

溢れ車両の通行に支障が出るおそ

れがある。 

 

○ 仮置場の設置から撤去、原状回復までの流れは次のとおりです。 

① 仮置場候補地の選定 

・ 仮置場は、災害廃棄物処理の核となる部分であり、早期に処理を完了する

ためには、迅速な仮置場の設置や適正な運営管理が重要となります。 

・ 市町村の災害廃棄物処理計画において、事前に候補地を選定しておくこと

が前提ですが、想定外の被災により使用できない場合や他の用途に優先的に

使用されてしまう状況も考えられるため、候補地を複数選定しておき、予め

関係部局と協議しておくことが重要です。 

・ 発災後、市町村は、平常時に想定していた候補地について、被災状況等を踏

まえ、改めて関係部局と調整を行い、開設する仮置場を選定します。 

・ 市町村が国有地や県有地を仮置場として必要とした場合、県は、国や県の

関係部局との調整について支援します。 

・ 仮置場候補地の選定に当たって留意すべき点を表 7-6-5 に示します。 

 
表 7-6-5 仮置場候補地選定における留意点 

項 目 留意すべき点、ポイント 

所有者 

【公有地（グラウンド、公共施設の駐車場、公園等）の場合】 

 ・法令、条例上等の規制の有無や使用手続き等を確認する。 

【民有地の場合】 

 ・所有者への使用条件（賃借料・形状変更の可否、原状回復方法等）

を事前に確認する。 

使用状況 

・災害時の他用途（避難所、仮設住宅、自衛隊の野営場等）への利用見

込みがないことを確認する。（関係部局との協議） 

・ある程度長期間（１～２年程度）の使用ができる。 

面積・形状・地盤 

・品目毎の分別スペースや重機等での作業スペース、車両動線等を考慮

し、十分な面積を確保する。 

・平坦で形が整っている土地が望ましい。 

・重機や大型車両の通行に耐えられるよう地盤強度がある。（場合によ

っては、砕石舗装や敷鉄板等での補強も検討） 

周辺環境 

・騒音や粉じん、交通渋滞等による影響が大きい、住家や病院、小学校

等の周辺は避ける。 

・土壌汚染のおそれがあるため、農地は可能な限り避ける。 

交通アクセス 

・被災者の生活エリアから遠くない。 

・接面道路の幅員が広い。 

・幹線道路や高速道路に比較的近い。 
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項 目 留意すべき点、ポイント 

その他 
・浸水想定区域や河川敷、がけ地など、二次災害のおそれがある場所は

避ける。 

 

・ 仮置場に必要となる面積の算定方法を以下に示しますが、必要面積はあく

まで目安であることから、確保できた候補地の中で、適切な搬入と搬出のバ

ランスをとりながら、仮置場を運営していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

○「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省) 

 

② 分別方法と場内レイアウトの検討 

・ 仮置場の円滑な管理には、搬入時の分別の徹底とスムーズな搬入のための

レイアウト設定が非常に重要になります。 

・ 搬入時の分別を徹底することで、仮置場における迅速な処理や搬出が可能

となり、仮置場内で安全に荷下ろししやすいレイアウトを設定することで、

搬入に要する時間が短縮されます。 

・ 仮置場のレイアウト例を図 7-5-6 に示します。 

【参考】分別搬入の徹底の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スムーズな搬出による災害廃棄物の受入れ 

・ 限られた仮置場で、災害廃棄物をできるだけ迅速かつ大量に処理するために

は、受け入れた災害廃棄物を速やかに分別処理し、処分事業者に搬出すること

によって、新たに受け入れる容量を確保することが重要です。 

・ 一旦混合廃棄物になってしまうと、分別に多大な時間・労力を要するため、

仮置場への持ち込み段階から、廃棄物処分事業者が処理できる種類や性状に分

別してもらうことが重要です。 

●衛生・安全管理 

・ 腐敗性の高い廃棄物の混入は悪臭の原因となり、発火性のある畳や木くずは

仮置場での火災の要因になります。 

・ これらの廃棄物の混入を防ぎ、受け入れたとしても、個別に管理すること

で、悪臭・害虫・火災の予防対策が可能となり、作業員の安全管理にもつなが

ります。 

●処理期間の短縮と処分費用の抑制 

 ・ 適切に分別することで、リサイクル率が向上し、処理期間の短縮と処分費用

の抑制が可能となります。 

◆仮置場必要面積〔㎡〕 

 ＝ ❶集積量(t) ÷ ➋見かけ比重(t/㎥) ÷ ➌積み上げ高さ(m) 

× ➍（１＋作業スペース割合） 

 

❶ 集積量＝災害廃棄物の発生推計量 ― 既処理量 

❷ 見かけ比重：可燃物 0.4(t/㎥)、不燃物 1.1(t/㎥) 

➌ 積み上げ高さ：最大 5ｍ 

➍ 作業スペース割合：0.8～1.0 
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図 7-5-6 仮置場のレイアウト例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）上記レイアウト例はあくまで一例であることから、仮置場の面積・形状等を踏

まえて、仮置場管理事業者と事前に協議して各市町村で方針を定め、実際の設置

にあたっては、災害の種類や規模、被災状況により決定することが重要です。 

 

③住民への周知 

・ 市町村は、主に以下の項目について住民へ周知します。 

ⅰ）設置・仮置場の設置状況（場所、受入日、受入時間等） 

【レイアウト作成のポイント】 

 ・ 入口と出口を分ける。 

 ・ 仮置場内は原則として一方通行とする。 

 ・ 分別品目は、管理業者や処理事業者に確認して決定する。 

 ・ 生活ごみは搬入しない。 

 ・ 搬入と搬出のルートを分離する。（搬入と搬出を同時に行えるようにする） 

 ・ 重機を使い積み上げ、平面的なスペースを確保する。 

 ・ 粉じんや悪臭が発生する可能性ある廃棄物は、可能な限り住家から離れた場所

に配置する。 
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 ⅱ）仮置場での分別方法（場内レイアウト、持込禁止物等） 

 ⅲ）災害廃棄物であることの証明方法（住所記載の身分証明書、罹災証明書の

提示等）※不適正搬入の防止 

・ 多くのボランティアが片付けごみを仮置場に搬入することが想定されるこ

とから、市町村は、ボランティアセンター（社会福祉協議会）等と連携し、ボ

ランティアへの周知も徹底します。 

 

④ 仮置場の管理・運営 

   ・ 仮置場開設前の主な準備は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 市町村は、必要となる資機材及び人員の確保を行います。特に開設直後は、

荷下ろしの補助や交通誘導、分別指導等のために多くの人員が必要となるた

め、市町村職員に加えて他自治体からの応援職員やボランティア等を活用す

るなど、人員の確保に努めます。また、応援職員等に依頼する場合は、分別方

法や場内での誘導等について十分な説明を行います。 

   ・ 処理する災害廃棄物量や仮置場の設置期間を踏まえ、市町村による直接の

運営が困難な場合は、仮置場の管理・運営、搬出（処理）について、（一社）

熊本県産業資源循環協会への支援要請（要請書を県に送付）を検討する必要

があります。 

・ 県は、市町村から仮置場の管理・運営等に係る支援要請を受けた場合、支援

協定に基づき（一社）熊本県産業資源循環協会に対し支援要請を行います。 

・ 県は、仮置場の開設状況を把握するとともに、開設後の運営状況を確認し、

分別方法や周辺環境対策等について改善が必要な場合には、適宜市町村に助

言を行います。 

・ 仮置場の運営には、様々な主体からの支援が必要となりますが、仮置場の

運営に係る支援者と支援内容について、表 7-5-7 に示します。 

 

 

 

 

 

【仮置場の開設前の主な準備】 
 ・ 注意事項や分別品目毎の看板を設置する。 
 ・ 開設直後は、いわゆる「見せごみ」を予め置いておき、分別を誘導する。 
 ・ 作業員は、マスクやメガネ（粉じん対策）、底の厚い安全長靴等を着用し、

安全を確保する。 
 ・ 大型車両の通行に備え、必要に応じて、通路を敷鉄板や砕石等で整備する。 
 ・ 道路渋滞を緩和するため、仮置場までの搬入・搬出ルートについて警察と協

議する。特に幹線道路から近い場合は迂回ルートによる搬入や待機場所の確保
を検討する。 

・ 原状回復の際に土壌調査が必要になる場合があるため、事前に土壌を採取し
ておく。（この時点での分析は不要） 
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表 7-5-7 仮置場の運営に係る支援者と支援内容 

支援者 支援内容 

・他自治体からの応援職員 

・ボランティア 

・関係団体 等 

搬入車両の誘導、荷下ろし補助、分別指導 等 

・産業資源循環協会の会員事業者 

 （支援協定に基づく支援者） 
仮置場の運営管理、搬出車両の手配 等 

・収集運搬業者 

・処理事業者 
廃棄物の収集運搬、廃棄物の処理処分 

 

・ 仮置場の周辺環境対策を表 7-5-8 に示します。仮置場の周辺状況に応じて、

必要な対策を実施します。 

 

表 7-5-8 仮置場の周辺環境対策 

項 目 対策の内容 

粉じん・飛散防止対策 

・定期的な散水の実施 

・仮囲いやネットの設置 

・場内の仮設舗装（敷鉄板、砕石、アスファルト） 

・風向風速計の設置 

騒音・振動対策 

・仮囲いの設置 

・重機等を住家から遠ざけて使用 

・低騒音、低振動型の重機の使用 

悪臭・害虫対策 
・悪臭発生の可能性がある廃棄物を住家から遠ざける 

・防臭剤、防虫剤の散布 

水質対策 
・仮置場所のシートでの養生 

・場内の仮設舗装（敷鉄板、砕石、アスファルト） 

火災防止対策 

・畳や木くず、可燃物等の積上高さ制限（概ね５m 以内） 

・上記の品目の定期的な切り返しによる発酵防止と迅速な搬

出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】仮置場の火災防止に理想的な廃棄物堆積方法 
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⑤ 仮置場の復旧 

・ 仮置場の復旧工事の実施に当たっては、事前に土壌汚染対策法に基づく届

け出が必要となる場合（3,000 ㎡以上の土地の形質変更）がありますが、仮置

場としての使用による汚染の有無を確認する観点から、届出の要否に関わら

ず、事前に土壌調査を行っておくことが望まれます。 

・ 復旧後の土地利用に係るトラブルを防止するため、土地の所管部署や所有

者等の意向を十分に確認し、復旧を行うことが必要です。 

 

（４）避難所ごみ 

○ 災害時には、避難所等で多くの支援物資が配布されることなどに伴い、日常生

活で発生する可燃ごみや資源ごみ等の生活ごみ（避難所ごみを含む。）が多く排出

されることが想定されます。 

○ 生活ごみには腐敗性のものも多く含まれていることから、生活環境に支障が生

じないよう、優先的に収集・処理する必要があり、市町村は遅くとも発災後３～４

日後には、収集・処理を開始することを目標とします。 

○ 生活ごみの処理に当たり、以下の業務が発生します。 

① 分別方法等の検討及び住民への周知 

・ 原則として平時の分別方法により排出することを原則としますが、処理施

設の被災により処理施設が変更になる場合等は、その処理施設の受入基準に

合わせ適宜分別方法を見直します。 

   ・ 市町村は、分別方法や収集日、収集場所等について、住民や避難者に速やか

に周知します。なお、生活ごみについては、原則として仮置場へ持ち込まない

ように周知を徹底します。 

② 収集運搬 

・ 市町村は、発生する生活ごみの量を推計し、必要となる車両及び人員の確

保を行います。平時の体制で人員や車両が不足する場合は、熊本県清掃事業

協同組合への支援要請（要請書を県に送付）や他自治体への要請を行います。 

・ 県は、市町村から収集運搬に係る支援要請を受けた場合、支援協定に基づ

き熊本県清掃事業協同組合に対し支援要請を行います。併せて、支援の申し

出があった自治体や関係団体、国からの情報をとりまとめ、支援要請のあっ

た市町村へ情報提供を行うとともに、必要に応じて調整を行います。 

・ 市町村は、避難所が長期に開設される場合など必要に応じ避難所を収集運

搬の回収ルートに入れることも検討する必要があります。 

③ 生活ごみの処理 

・ 市町村は、一般廃棄物処理施設（焼却、ＲＤＦ化、最終処分等）の被災状況

や処理能力を踏まえ、処理が困難と判断した場合は、近隣の自治体等に処理

を依頼します。 

・ 県は、県内で災害廃棄物の受入が可能な一般廃棄物処理施設の情報や支援



 

- 124 - 

 

第８章 災害廃棄物の処理に関する事項（熊本県災害廃棄物処理計画） 

の申し出があった自治体の情報をとりまとめ、市町村へ情報提供を行うとと

もに、必要に応じて調整を行います。 

 

（５）し尿処理 

○ 大規模災害においては、避難所等のトイレが使用できなくなり、大量の仮設ト

イレが必要となる事態が想定されます。 

○ 熊本地震では、停電や断水に加え、住民が一度に多数避難したため、避難所の

仮設トイレが不足する事態となりました。令和２年７月豪雨災害においては、１

階が浸水し自宅トイレが使えない中でも、新型コロナウィルス感染症対策で２階

等に在宅避難する被災者が多く発生し、市街地にも仮設トイレを設置することと

なりました。 

○ 市町村においては、住民の生活環境に支障が生じないよう、避難所等で必要と

なる仮設トイレを速やかに設置するとともに、し尿の収集運搬・処理など、適切な

管理が必要です。 

○ 仮設トイレの設置、し尿処理の流れは以下のとおりです。 

① 仮設トイレの必要基数の把握 

・ 市町村は、避難所の個所数や避難者数、既存のトイレの使用可否等の情報

を踏まえ、必要となる仮設トイレの基数を把握します。 

・ 仮設トイレの必要基数については、85 ページの算定式を用いて算定します。 
 

② 仮設トイレの手配・設置 

・ 市町村は、備蓄している仮設トイレや簡易トイレ等がある場合は速やかに

設置し、備蓄で不足する分については、各市町村の収集運搬・処理事業者等に

依頼し設置します。さらに不足する場合は、熊本県環境事業団体連合会への

支援要請（要請書を県に送付）や他自治体への要請を行い、必要数の確保を図

ります。 

・ 県は、市町村からの仮設トイレ設置に係る支援要請を受けた場合、支援協

定に基づき熊本県環境事業団体連合会に対し支援要請を行います。併せて、

支援の申し出があった自治体や関係団体、国からの情報をとりまとめ、支援

要請のあった市町村へ情報提供を行うとともに、必要に応じて調整を行いま

す。なお、国のプッシュ型の支援で仮設トイレが設置可能か確認し、より有利

な方法での導入を市町村に促します。 

   ・ 避難所等に設置される仮設トイレは、被災者にとって生活の一部であり、

様々な避難者がいることを踏まえ、避難者の性別や年齢等に応じて、和式・洋

式など適切なトイレを選定することが重要です。仮設トイレを含む災害対策

トイレには、表 7-5-9 のようなものがあります。 
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表 7-5-9 災害対策トイレの種類と特徴 

名称 特徴 概要 
現地での 

処理 
備蓄性 

携帯トイレ 
吸収シート方式 

凝固剤等方式 

もっとも簡易なトイレ。調達の容易性、

備蓄性に優れる。 

保管 

回収 
◎ 

簡易トイレ 

ラッピング型 

コンポスト型 

乾燥・焼却型等 

し尿を機械的にパッキングする。設置

の容易性に優れる。 

保管 

回収 
○ 

組立トイレ 

マンホール直結型 

地震時に下水道管理者が設置するマ

ンホールの直上に便器及び仕切り施

設等の上部構造物を設置するもの（マ

ンホールトイレシステム） 

下水道 ○ 

地下ピット型 いわゆる汲み取りトイレと同じ形態。 汲取り ○ 

便槽一体型  汲取り ○ 

ワンボックス 

トイレ 

簡易水洗式 

被水洗式 

イベント時や工事現場の仮設トイレとし

て利用されているもの。 
汲取り △ 

自己完結型 
循環式 比較的大型の可搬式トイレ。 汲取り △ 

コンポスト型  コンポスト △ 

車載トイレ 
トイレ室・ 

処理装置一体型 

平ボディのトラックでも使用可能な移

動トイレ。 

汲取り 

下水道 
△ 

※備蓄性の基準 ： ◎省スペースで備蓄、○倉庫等で備蓄できる、△一定の敷地が必要 

○出典：「災害廃棄物対策指針（改訂版）」（環境省） 

 

③ 仮設トイレの管理、収集運搬（汲み取り） 

・ 仮設トイレの清掃が不十分で不衛生になると、感染症のリスクが増大する

とともに、排泄を我慢する避難者が増え、エコノミークラス症候群等の健康

障害につながる可能性もあるため、定期的に清掃を行い、衛生管理を徹底す

る必要があります。 

   ・ 市町村は、避難者に対して使用方法や留意点を周知するとともに、清掃作

業について、ボランティアや他の自治体の応援職員等に依頼し、定期的に清

掃が行える体制を整備します。 

・ 収集運搬（汲み取り）については、衛生上及び１基当たりの許容量が限られ

ていることを踏まえ、仮設トイレの収集を優先することとし、市町村におい

て、必要となる車両及び人員の確保を行います。平時の体制で人員や車両が

不足する場合は、熊本県環境事業団体連合会への支援要請（要請書を県に送

付）や他自治体への要請を行います。 

・ 県は、市町村からし尿の収集運搬に係る支援要請を受けた場合、支援協定

に基づき熊本県環境事業団体連合会に対し支援要請を行います。併せて、支

援の申し出があった自治体や関係団体、国からの情報をとりまとめ、支援要
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請のあった市町村へ情報提供を行うとともに、必要に応じて調整を行います。 

 ・ 国からプッシュ型で設置された仮設トイレについては、市町村において設

置場所・基数の把握に努め、適切に管理を行います。併せて、県は、プッシュ

型仮設トイレの設置情報について可能な限り国から収集し、市町村に情報提

供します。 
 

④ し尿の処理 

・ 市町村は、し尿処理施設の被災状況や処理能力を踏まえ、処理が困難と判

断した場合は、近隣の自治体等に処理を依頼します。 

・ 下水道指定管理者等と協議し、マンホールから直接し尿を投入する方法な

ども考えられます。 

・ 県は、受入れが可能な県内のし尿処理施設の情報や支援の申し出があった

自治体の情報をとりまとめ、市町村へ情報提供を行うとともに、必要に応じ

て調整を行います。 

 

（６）損壊家屋等の解体撤去 

○ 災害で損壊した家屋等の解体は、私有財産の処分であるため、所有者の責任に

よって行うことが原則となりますが、国が定める要件を満たした災害において、

全壊及び半壊（大規模半壊、中規模半壊を含む）の損壊家屋等（※）を市町村が解

体・撤去する場合は、国庫補助金の対象とされています。 

○ 市町村は、被災状況等を踏まえ、損壊家屋等の解体（公費解体）の対応について

検討する必要があります。図 7-5-10 に公費解体の大まかな流れを示します。 

 

※ 半壊については、特定非常災害に指定され、かつ大量の災害廃棄物の発生が見込

まれる災害に限ります。 

 
図 7-6-10 公費解体の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 事前準備 

   ○ 公費解体を実施するための規則又は要綱・様式等の制定、対象となる被災

家屋等の要件、申請受付期間など、公費解体を実施するために必要な事項を

整理・検討します。 
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   ○ 公費解体の対象となる損壊家屋等については、罹災証明書等の申請を行っ

ていることが多いため、証明書発行時に公費解体制度の周知や意向調査等を

行っておくと、解体見込数など、事業全体の作業量を把握するのに有用です。 

   ○ 対象となる損壊家屋等の数が多く、膨大な事務作業の発生が見込まれる場

合、現地調査や解体工事の設計、監理など、一部の事務を民間事業者に委託す

ることも検討が必要です。 

   ○ 県は、必要に応じて、解体標準単価の設定、申請書類や解体事業者との契

約書のひな型等の作成など、市町村の公費解体事務を支援します。 

 

 ② 申請受付 

   ○ 受付期間・場所・必要書類などについて、市町村が有する様々な広報媒体

を活用し、住民に広く周知しておくことが重要です。（P77「表 7-3-5 広報媒

体の特徴」参照） 

   ○ 災害の種類（地震、水害）や被災の程度によっては、解体の判断に時間を要

する場合があります。必要に応じて申請受付期間の延長を行うなど、被災者

に寄り添った対応が必要です。 

   ○ 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第５７条においては、「建物が

滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日か

ら一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」と規定さ

れています。しかしながら、災害が甚大である場合、市町からの申し出により

法務局では、被災地域の市町と連携した上で、被災された皆様の登記手続の

御負担が少しでも軽減されるよう、被災した建物について、登記官が職権に

より建物の滅失登記を行います。出典：倒壊等建物の職権滅失登記のお知ら

せ 
 

  ③ 現地調査 

   ○ 申請を受けた被災家屋等の確認、解体工事の設計・発注に必要となる情報

（構造、面積等）の収集を行います。 

○ 非住家の建築物など、公的な証明書において被災の程度が確認できない場

合、被災状況等についても調査を行う必要があります。 

   ○ 現地調査の結果を踏まえて、被災家屋等が公費解体の対象となるか否か、

最終的な判断を行います。 

○ 放置することにより倒壊の影響等の二次災害のおそれが急迫しており、放

置すると危険な状態で緊急に解体をする必要がある場合には、所有者の同意

を得ずに解体することが緊急避難（民法第 720 条第２項）として許容される

場合もあり得ます。出典：国の公費解体マニュアル 5 ページ 
 

  ④ 設計・発注 

   ○ 現地調査の結果を踏まえ、解体工事の設計・発注を行います。 

   ○ 原則として、１件又は複数の申請について、解体工事の設計を行い、入札

等の競争性のある方法によって業者を選定します。 
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○ 申請件数が多く、上記の方法では被災者の早期生活再建に支障をきたす場

合や復旧工事等により解体工事業者の確保が困難な場合など、入札による業

者の選定が困難な場合は、状況に応じて随意契約による工事の発注を検討し

ます。 

   ○ 必要に応じて、建設リサイクル法に基づく通知など、法令上の手続を行い

ます。 

 

 ⑤ 現地立会 

   ○ 解体工事業者の決定後、申請者（対象家屋の所有者等）と解体工事の開始

日、解体の対象となる家屋等、屋内に残っている家具類の取り扱い等につい

て調整し、了解をいただきます。 

   ○ 申請者、解体工事業者、発注市町村の三者で現地立会を行い、位置や構造、

付帯工作物の有無など、申請内容と現地の状況に齟齬がないか、最終的な確

認を行います。 

   ○ すべての確認が完了したら、申請者に対して解体工事の決定を書面で通知

します。 
 

  ⑥ 解体工事 

   ○ 労働安全衛生法や大気汚染防止法などの関係法令の順守、解体で発生する

廃棄物の適切な分別、処理の徹底など、解体工事を適切に監理します。 

   ○ 解体工事完了後は現地立会を行い、解体工事が滞りなく完了したことを確

認します。 

 

【アスベスト対策】 

・ アスベストは有用な鉱物ですが、発がん性があることが判明しています。

平成 18 年以前に建てられた木造住宅等にはアスベストを含有したボード類

やスレート類が多く使用されており、全国で災害が発生するたびに、飛散防

止などアスベスト対策の重要性が指摘されています。 

・ 被災建築物の解体、改造又は補修にあたっては、大気汚染防止法や石綿障

害予防規則などの関係法令に基づき、適切な事前調査を行い、その調査結果

について、現場作業者まで十分理解のうえ、適切に施工される必要がありま

す。 

・ 具体的には、解体等の際は、アスベストに係る事前調査結果の掲示、アスベ

スト含有建材の手ばらし・湿潤化等による撤去等が適切に実施される必要が

あります。また、建材撤去後はフレコンバッグ等による適切な分別・保管が必

要です。 

•  県では、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）」 

（平成 29 年９月、環境省）に基づき、熊本県解体工事業協会等関係団体や市

町村等とともに、災害時のアスベスト対策に取り組みます。また、熊本労働局

（石綿障害予防規則所管）と連携し、解体等工事現場への立入指導、仮置場に
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おけるアスベスト含有建材の保管状態の確認等を行います。 

•  市町村は、大気汚染防止法や石綿障害予防規則を踏まえ、解体工事に必要

な対策が適切に実施されるよう施工管理を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）土砂混じりがれきの撤去 

 ○ 水害（土砂災害）の場合、住家及び宅地内に流入した土砂と災害廃棄物がまじ

りあった「土砂混じりがれき」を撤去する必要があります。 

 ○ 土砂混じりがれきの撤去については、土砂や流木等の撤去との一体的な実施が

効率的なことから、土木部局と連携して取り組む必要があります。 

 

（８）有害・危険性廃棄物の処理 

○ 有害物質の飛散や危険物による爆発・火災等の事故を未然に防ぐために、有害

物質や危険物を含む廃棄物が発見された場合は、原則として所有者等に対して速

やかな回収を指示し、別途保管または早期の処分を行います。 

○ 混合状態になっている災害廃棄物は、有害物質が含まれている可能性を考慮し、

作業員は適切な服装やマスクの着用、散水などによる防塵対策の実施など、労働

環境安全対策を徹底します。 

○ 災害時における主な有害・危険性廃棄物の収集・処理方法の留意事項を、表 7-

5-12 に示します。 
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表 7-5-12 有害・危険性廃棄物の収集・処理方法の留意事項 

種 類 処理方法 

石綿含有建材

（石膏ボード、

スレート板等） 

・ 石綿を含有する（おそれがある）廃棄物については、適切に処理・処分

を行います。建材が製作された年代や石綿使用の有無のマークを確認し、

使用されていないものについては再資源化します。 

・ バラバラになったものなど、石膏ボードと判別することが難しいもの

があるため、判別できないものを他の廃棄物と混合せずに別保管するな

どの対策が必要です。 

・ 損壊家屋等の解体・撤去作業においては、廃建材等の性状を観察して、

石綿が混入している恐れがあるときは、他の廃棄物とは分けフレコンバ

ッグ等に入れ密閉し、適宜散水を行うなど、飛散防止対策等を講じます。 

・ 石綿含有建材を使用している被災家屋等の解体や、廃棄物の運搬に当

たっては、散水や密閉した容器での保管など、飛散防止対策を徹底しま

す。 

ＰＣＢ廃棄物 

・ ＰＣＢ廃棄物は、他の廃棄物とは分け、ＰＣＢ特別措置法に基づきＰＣ

Ｂ保管事業者に引き渡します。 

・ ＰＣＢを使用・保管している損壊家屋等の解体・撤去作業中にＰＣＢ機

器類を発見した場合は、他の廃棄物に混入しないよう分別、保管します。 

・ ＰＣＢ含有有無の判断がつかないトランス・コンデンサ等の機器は、Ｐ

ＣＢ廃棄物とみなして分別します。 

危険物 

・ 危険物の処理は、種類によって異なります。（例：消火器の処理は日本

消火器工業会、高圧ガスの処理は県エルピーガス協会、フロン・アセチレ

ン・酸素等の処理は民間製造業者など） 

太陽光 

発電設備 

・ 太陽電池モジュールは破損していても光が当たれば発電するため、感

電に注意します。 

・ 感電に注意して、作業に当たっては、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴

を着用し、絶縁処理された工具を使用します。 

・ 可能であれば、太陽電池パネルに光が当たらないように段ボールや板

などで覆いをするか裏返しにし、ケーブルの切断面から銅線がむき出し

にならないようにビニールテープなどを巻きます。 

・ 保管時に太陽電池モジュール周辺の地面が湿っている場合や、太陽光

発電設備のケーブルが切れている等、感電のおそれがある場合には、不用

意に近づかず電気工事士やメーカー等の専門家の指示を受けます。 

蓄電池 

・ 関電に注意して、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴を着用し、絶縁処理

された工具を使用します。 

・ 電気工事士やメーカーなどの専門官の指示を受けます。 

○「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)を基に熊本県循環社会推進課作成 

 

（９）環境対策・モニタリング 

○ 仮置場や被災家屋の解体現場など、廃棄物処理現場における労働災害の防止、

周辺住民の生活環境の保全のため、環境モニタリングを実施します。 

○ 環境モニタリング結果を踏まえ、環境基準の超過など周辺環境等への影響が大

きいと考えられる場合には、専門家の意見を求め、的確な対策を講じ環境影響を

最小限に抑える必要があります 

 ○ 災害廃棄物処理に係る主な環境影響と要因を表 7-5-13 に、主な環境保全策を表
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7-5-14 に示します。 

 
表 7-5-13 災害廃棄物処理に係る主な環境影響と要因 

影響項目 対象 主な環境影響と要因 

大気 

被災現場 

(解体現場等) 

・解体・撤去作業に伴う粉じんの飛散 

・アスベスト含有廃棄物（建材等）の解体に伴う飛散 

運搬時 
・廃棄物等運搬車両の走行に伴う排ガスによる影響 

・廃棄物等運搬車両の走行に伴う粉じんの飛散 

仮置場 

・重機等の稼働に伴う排ガスによる影響 

・中間処理作業に伴う粉じんの飛散 

・アスベスト含有廃棄物（建材）の処理によるアスベストの飛散 

・廃棄物からの有害ガス、可燃性ガスの発生 

騒音・振動 

被災現場 

(解体現場等) 

・解体・撤去等の作業時における重機等の使用に伴う騒音・振動

の発生 

運搬時 ・廃棄物等運搬車両の走行に伴う騒音・振動 

仮置場 

・仮置場での運搬車両の走行による騒音・振動の発生 

・仮置場内での破砕・選別作業における重機や破砕機等の使用に

伴う騒音・振動の発生 

土壌 

被災現場 ・被災地内の PCB 廃棄物等の有害物質による土壌への影響 

仮置場 ・仮置場内の廃棄物からの有害物質等の漏出による土壌への影響 

臭気 仮置場 
・仮置場内の廃棄物及び廃棄物の処理に伴って発生する臭気によ

る影響 

水質 仮置場 

・仮置場内の廃棄物に含まれる汚染物質の降雨等による公共用水

域への流出 

・降雨等に伴って仮置場内に堆積した粉じん等の濁りを含んだ水

の公共用水域への流出 

・粉じん対策として散水に使用した水（排水）の公共用水域への

流出 

その他 

（火災） 
仮置場 ・廃棄物の発酵等による温度上昇、火災発生 

○「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)を基に熊本県循環社会推進課作成 
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表 7-5-14 災害廃棄物処理に係る主な環境保全策 

影響項目 環境影響 対策例 

大気 

・解体・撤去、仮置場作業にお

ける粉じんの飛散 

・石綿含有廃棄物（建材等）の

保管・処理による飛散 

・災害廃棄物保管による有害

ガスの発生 

・定期的な散水の実施 

・保管、選別施設への屋根の設置 

・周囲への飛散防止ネットの設置 

・フレコンバッグへの保管 

・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発生抑制 

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄 

・収集時分別や目視による石綿分別の徹底 

・仮置場の積み上げ高さ制限、危険物分別による

可燃性ガス発生や火災発生の抑制 

騒音・振動 

・撤去・解体等処理作業に伴う

騒音・振動 

・仮置場への搬入、搬出車両の

通行による騒音・振動 

・低騒音・低振動の機械、重機の使用 

・処理装置の周囲等に防音シートを設置 

土壌等 
・災害廃棄物から周辺土壌へ

の有害物質等の漏出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・ＰＣＢ等の有害廃棄物の分別保管 

臭気 ・災害廃棄物からの悪臭 

・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シートによる

被覆等 

水質 

・災害廃棄物に含まれる汚染

物質の降雨等による公共水

域への流出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・敷地内で発生する排水、雨水の処理 

・水たまりを埋めて腐敗防止 

○「災害廃棄物対策指針(改定版)」(環境省)  
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（１）進捗管理 

○ 膨大な量の災害廃棄物の処理を目標とする期間内に行うためには、市町村が処

理等の進捗状況を正確に把握し、計画的に処理していくことが必要です。 

○ 県は、各市町村の進捗状況を取りまとめ、適宜国に報告するとともに、公費解

体や処理の進捗が遅れている市町村に関し、必要に応じて、解体事業者や処理事

業者に支援の強化を要請します。 

○ 損壊家屋の解体撤去の進捗状況等については、被災者の生活再建の指標にもな

ることから、適宜公表するよう努めます。 

○ 進捗状況の把握に必要となる情報を、表 7-6-1 に示します。 

 
表 7-6-1 進捗状況の把握に必要となる情報 

種 別 情報内容 

廃棄物処理 
・処理品目 

・処理事業者ごとの処理量 

公費解体 

・解体申請受付期間 

・解体想定件数（棟数） 

・解体申請件数（棟数） 

・解体実績 

仮置場 

・仮置場名 

・設置場所（住所） 

・開設期間（開設日、閉鎖日） 

 

（２）財源の確保 

 ○ 大規模災害の場合、災害廃棄物処理等に要する経費は市町村の財政規模を上回

るほど膨大になる場合もあることから、市町村は、財政負担軽減のため国庫補助

金を活用する必要があります。 

○ 国庫補助だけでは市町村の財政に支障を来すような大規模な災害が発生した場

合は、市町村の負担軽減を図るため、県は国に対し、更なる財政措置について要請

します。 

○ 国庫補助金の申請に当たっては災害査定が実施されるため、市町村は、被災の

状況や事業費の根拠等を記載した災害報告書を作成する必要があります。 

○ 市町村においては、災害報告書の作成を見据え、災害廃棄物の処理と並行して、

災害報告書作成のための資料（写真や支払関係書類等）の準備を行いますが、特

に、発災直後の混乱した初動期においては、写真等の記録が不十分となる可能性

があるため、注意が必要です。 

○ 県は、市町村への情報提供、災害報告書の作成支援、災害査定に係る調整等、国

庫補助金申請に係る支援を行います。 

○ 国庫補助金申請に係る事務フローを図 7-6-2 に示します。 

第６節 進捗管理と財源の確保 
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図 7-6-2 国庫補助金申請の事務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇出典：「平成 28 年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録」(益城町)を基に熊本県で一部加筆 

 

 

 

 

 

 

市町村等 都道府県 環境省 

（本省・地方環境事務所） 

災害等の発生 

被害状況の把握・報告 被害状況の取りまとめ・報告 被害状況の把握 

災害等報告書の作成 災害等報告書の取りまとめ 災害等報告書の受領 

災害査定（財務局立会有） 

事業限度額の確定・通知 限度額通知の受領 

補助金交付申請 交付申請の取りまとめ・進達 内容審査 

補助金交付決定・通知 交付決定通知書の受領 

都道府県経由 

概算払請求書 （ ）概算払い 

都道府県経由 

※概算払いが認められる場合 

実績報告 内容審査 

交付額の確定・通知 交付額確定通知書の受領 

精算払請求書 （ ）精算払い 

事業完了後に 

通知の受領 市町村等へ通知 災害等報告書の作成依頼 

都道府県経由 

都道府県経由 
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災害廃棄物処理を迅速かつ適切に行うには、発災後の取組みだけでなく、平時の備

えが重要です。本節では第６節までに記載した内容も含め、平時に備えるべきことを

整理しました。 

（１）市町村における備え 

① 仮置場候補地の事前選定とレイアウトの決定 

○ 仮置場は、災害廃棄物処理の核となる部分であり、早期に処理を完了するた

めには、迅速な仮置場の設置や適正な運営管理が重要となります。 

○ 市町村の災害廃棄物処理計画の中で候補地を選定しておくことが前提ですが、

発災後に他の用途に優先的に使用せざるを得ない状況も考えられるため、候補

地を複数選定しておき、予め関係部局と協議（候補地決定のスキームを含む） 

しておくことが重要です。 

○ また、廃棄物をスムーズに搬出するためには、処理事業者へ搬出する種類や

性状を踏まえた分別品目や仮置場のレイアウトをあらかじめ定めておく必要が

あります。事前にそれらを決めておくことで、仮置場の開設と災害廃棄物の搬

入、搬出を迅速に行うことができます。 

 
② 関係団体との支援協定の締結 

○ 仮設トイレの設置やし尿処理、仮置場の運営・管理、処理先の確保（運搬車両

の手配）などは、市町村職員だけで行うことは困難です。 

○ 熊本地震においては、県が関係団体と支援協定を事前に締結していたことで、

初動対応段階から、比較的スムーズに団体の支援を受けることができました。 

○ さらに円滑に運営するために、市町村においても、細かな事項について、廃棄

物の処理やし尿の処理等を行う関係団体との協定を締結しておくことが必要で

す。 

○ 災害協定の実効性を高めるためには、平時から、発災後の対応について関係

団体との意見交換を行っておくなど、災害発生時に協定に基づく支援の要請が

速やかにできる関係を構築し、発災時に協定に基づく連携が円滑にできるよう

備えておくことが重要です。 

 
③ 住民への事前の周知 

○ 仮置場での適切な分別には廃棄物を持ち込む住民の方の理解と協力が必要に

なりますが、発災後の混乱した時期に、分別搬入についての周知を行っても、分

別を徹底することは困難です。 

○ 発災時の仮置場の場所やごみの分別方法、分別の必要性について、平時から、

ごみカレンダーや広報誌等、住民に身近な媒体を活用して周知を図ることが重

要です。 

第７節 平時における備え（留意事項等） 
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（２）県における備え 

① 関係団体や他都道府県等とのネットワークづくり 

○ し尿処理や廃棄物処理など、関係団体との災害時支援協定を締結し、平時か

ら発災後の対応等について協議しておくことが必要です。さらに、県内の廃棄

物処理施設の多くが被災し、災害廃棄物の広域処理が必要になった場合に備え

て、近隣都道府県や国との連携・協力体制を整えておくこととします。 

 
② 人材育成 

○ “災害は忘れた頃にやって来る”との言葉どおり、発災時には市町村職員の 

知識や経験が不足している場合が多くあります。 

○ しかし、今後起こりうる災害に対する備えは必要不可欠であり、災害廃棄物

処理を担う人材（市町村職員・県職員）に対し、熊本地震や令和２年７月豪雨災

害など、過去の災害から学んだ教訓とスキルを継承する必要があります。 

○ 熊本県災害廃棄物対策連絡協議会を令和 7 年度から発足し、災害廃棄物処理

に関する知識やスキル向上を図るための研修会やロールプレイング形式の図上

演習を行い、本県における災害廃棄物対応力を強化しています。出典：熊本県災

害廃棄物対策連絡協議会に関する取組（研修、図上訓練等）」は現在更新中 

○ 被災自治体への職員派遣や情報提供等の支援を通じても、職員のスキルアッ

プが図られることから、積極的な支援を行います。 

 

（３）受援体制の整備 

○ 大規模災害発生時には、被災自治体の職員のみで全ての災害対応を行うことは

困難であり、国や他自治体からの支援が必要です。 

○ 熊本地震においても、国や他自治体から多くの職員派遣を受けましたが、支援

の受入体制（受援体制）が整備されておらず、支援を十分に生かすことができなか

ったケースがありました。 

○ こうした支援と受援のミスマッチを防ぐためには、予め必要となる業務の「質」

と「時期」を区分し、支援側に「何を」「いつ」求めるのかを明確にし、受援体制

を整備しておくこと重要です。表 7-7-1 にその例を示します。 

○ 被災市町村に対する他市町村からの応援は、市長会や町村会を通じ、県内の被

災状況を踏まえ調整されるため、支援を必要とする市町村は、県（市町村課）に支

援を要請する必要があります。 
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表 7-7-1 災害廃棄物処理に係る業務内容と必要となる人材・時期等の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長期… 長期的な対応、支援が必要な業務 

 


